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 私たちの住む社会は，今，高齢化や少子化などが進み， 

思いやりの心や人と人とのふれあいが， 

ますます大切になってきています。 

 

 宇都宮市は，これからの新しい時代に向けて， 

「やさしさをはぐくむ福祉のまち」を目指し， 

ここに『福祉都市』を宣言します。 

 

 

福 祉 都 市 宣 言  

 
宇都宮市は， 

 

赤ちゃんからお年寄り 

ハンディキャップを 

持った人々など 

すべての市民が 

 

笑顔でことばを交わし 

健康でいきいき暮らせる 

 

心のふれあう福祉のまちを 

つくります 

 

平成８年９月２５日 

宇 都 宮 市 
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１ 障がい者等の利用できる制度  
※ 制度によっては，所得制限，年齢要件およびその他要件（障がい内容等）により，●がつ

いていても利用できない場合があります。 
※ ▲は，他の障がいと重複する場合に適用となることを示しています。 
※ △は，特別児童扶養手当認定診断書により該当となる場合があります。 

    （詳しくは，掲載ページをご覧ください。） 

 

                           

 

 

 

  

掲
載
ペ
ー
ジ 

身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 
難
病
患
者
・ 

軽
度
・
中
等
度
難
聴
児 

所
得
制
限 

年
齢
要
件 

そ
の
他
要
件 1 2 3 4 5 6 A1 A2 B1 B2 1 2 3 

手 
 

 
 

 

当 

心 身 障 が い 者 福 祉 手 当 20 ● ●     ● ● ●      ○   

特 別 障 が い 者 手 当 20 1～2級の障がいの重複・ＩＱ20以下の方など  ○ ○ ○ 

障 が い 児 福 祉 手 当 21 ● ● 2級とA2の重複障がい ● ▲       ○ ○ ○ 

特 別 児 童 扶 養 手 当 （ 手 当 額 １ 級 ） 21 ● ● ●    ● ●       ○ ○ ○ 

特 別 児 童 扶 養 手 当 （ 手 当 額 ２ 級 ） 21   ● ●     ● △     ○ ○ ○ 

難 病 患 者 福 祉 手 当 23              ● ○  〇 

 心 身 障 が い 者 扶 養 共 済 制 度 28 ● ● ●    ● ● ● ●      ○ ○ 

保
健
と
医
療 

重 度 心 身 障 が い 者 医 療 費 の 助 成 31 ● ● 
3,4級とB１の 
重複障がい 

● ● ▲  ●       

自 立 支 援 医 療 
（更生医療・育成医療・精神通院医療） 32 ● ● ● ● ● ●     ● ● ●  ○ ○ ○ 

指 定 難 病 特 定 医 療 費 の 助 成 34              ● ○   

在 

宅 
福 
祉 

補 装 具 の 交 付 ・ 修 理 47 ● ● ● ● ● ●        ● ○ ○ ○ 

日 常 生 活 用 具 の 給 付 ・ 貸 与 48 ● ● ● ● ● ● ● ●   ●   ● ○ ○ ○ 

軽 度 ・中 等 度 難 聴 児 補 聴 器 購入 費 等 助 成 56              
● 

○ ○ ○ 

人 工 内 耳 体 外 装 置 購 入 費 等 助 成 56 聴覚障がい（人工内耳装用児・者）         ○  ○ 

重 度 身 体 障 が い 者 住 宅 改 造 費 助 成 57 ● ●             ○ ○ ○ 

補 助 犬 の 給 付 お よ び 費 用 助 成 59 ● ●               ○ 

自 動 車 改 造 費 の 助 成 61 ● ● ● ● ● ●         ○ ○ ○ 

タクシー料金・自家用車燃料費助成 61 ● ●     ● ●   ●       

知 的 障 が い 者 の 交 通 費 助 成 62       ● ● ● ●        

精 神 障 が い 者 の 交 通 費 助 成 63            ● ●     

身 体 障 が い 者 自 動 車 運 転 技 術 教 習 制 度 63 ● ● ● ● ● ●         ○ ○ ○ 

「おもいやり駐車スペース」利用証交付 67 ● ● ● ● ● ● ● ●   ●   
● 
 

  ○ 

 税 金 の 控 除 ・ 減 免 79 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     

そ

の

他 

鉄 道 ・ バ ス 運 賃 割 引 制 度 64 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     

航 空 旅 客 運 賃 割 引 制 度 65 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     

有 料 道 路 通 行 料 金 の 割 引 制 度 65 ● ● ● ● ● ● ● ●          

一般旅客自動車（タクシー）割引制度 66 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●        

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 支 援 72 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     

Ｎ Ｈ Ｋ 受 信 料 の 免 除 83 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ○  ○ 

市 の 施 設 利 用 料 の 減 免 84 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●     

(難聴児) 

等級 

(難病患者) 

制度 
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２ 相談窓口 

Ⅰ 日常生活等に関する総合的な相談窓口 

(1) 社会福祉事務所 

社会福祉法に基づき，宇都宮市に設置されたもので，生活保護法，児童福祉法，身

体障害者福祉法，知的障害者福祉法，老人福祉法，母子及び父子並びに寡婦福祉法

の福祉六法に定める，援護，育成，更生相談やその他福祉に関する業務を行っていま

す。 

 

〒３２０－８５４０ 宇都宮市旭１丁目１番５号（市役所内） 

バス 「県庁前」下車または市内循環バスで「宇都宮市役所」下車 

 

内 容 窓口 電話番号 FAX 番号 

身体障がい者手帳 

精神障がい者保健福祉手帳 

補装具･日常生活用具 

重度心身障がい者医療費助成福祉

手当など 

障がい福祉課 

６３２-２３６１ 

６３２-２３６２ 

６３２-２３６３ 

６３６-０３９８ 

障がい福祉サービス 

療育手帳など 
障がい福祉課 

６３２-２３６６ 

６３２-２８６９ 
６３６-０３９８ 

障がい者差別解消相談 障がい福祉課 ６３２-２３５３ ６３６-０３９８ 

高齢者に関する相談・支援 高齢福祉課 ６３２-２３５７ ６３２-３０４０ 

生活保護 
生活福祉第１課

生活福祉第２課 

６３２-２１０５ 

６３２-２４６５ 
６３２-２３５５ 

児童手当・こども医療など 子ども政策課 ６３２-２３８７ ６３８-８９４１ 

母子・父子家庭等の相談・支援 子ども政策課 ６３２-２３８６ ６３８-８９４１ 

妊産婦医療 

小児慢性特定疾病など 
子ども支援課 ６３２-２２９６ ６３８-８９４１ 

教育・保育施設等の入退所など 保育課 ６３２-２３９３ ６３８-８９４１ 
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(2) 保健と福祉のまるごと相談窓口「エールＵ」 

子どもや高齢者，障がい者などの日常生活での相談や困りごとを受け止め，育児や介

護，生活困窮などのさまざまな保健福祉サービスの案内や利用のアドバイス等を行って

います。 

＜相談の日時＞ 

月曜日～金曜日 （祝休日・年末年始を除く） 午前８時３０分～午後５時１５分 

 

＜お問い合わせ先＞ 

施設名等 担当地域 電 話 ＦＡＸ 主な公共交通機関 

保健福祉総務課 

地域保健福祉担当 中央部 

（本庁１階 Ａ18 番窓口） 

〒320-8540 

宇都宮市旭 1-1-5 

本庁管内・ 

宝木・豊郷 
632-2941 639-8825 

関東バス 

宇都宮駅から 

「県庁前」下車または市内循環

バスで「宇都宮市役所」下車 

地域保健福祉担当 東部 

（平石地区市民センター） 

〒321-0903 

宇都宮市下平出町 158-1 

平石・清原・ 

瑞穂野 
661-2369 689-2814 

ライトライン 

 「平石中央小学校前停留場」 

下車 徒歩 8 分 

地域保健福祉担当 西部 

（富屋地区市民センター） 

〒321-2116 

宇都宮市徳次郎町 80-2 

城山・国本 

富屋・篠井 
665-3698 665-7226 

関東バス 

宇都宮駅から 

船生，石那田，今市車庫， 

日光東照宮 行  

「富屋小学校前」下車 徒歩 1 分  

地域保健福祉担当 南部 

（姿川地区市民センター） 

〒321-0151 

宇都宮市西川田町 805-1 

陽南・横川 

姿川・雀宮 
645-4535 659-9425 

関東バス 

宇都宮駅から 

桜通り 経由 西川田駅 行 

六道  経由 西川田駅 行 

「東原町」下車 徒歩 10 分 

地域保健福祉担当 北部 

（河内地区市民センター） 

〒329-1105 

宇都宮市中岡本町 3221-4 

上河内・ 

河内 
671-3205 671-3220 

関東バス 

 宇都宮駅から奈坪台 行 

「奈坪台中央」下車 徒歩 15 分  

奈坪台経由・白沢 行 

「河内図書館」下車 徒歩 10 分  
 
 

 (3) 宇都宮市保健所 

〒３２１－０９７４ 宇都宮市竹林町９７２番地 

バス 「済生会病院」下車 

窓 口 内 容 電話番号 FAX 番号 

健康増進課  

健康づくりグループ 

・健診結果の見方や生活習慣病の予防，食

生活に関する相談など 
626-1126 627-9244 

保健予防課  

保健対策グループ 

・難病患者やその家族の方からの療養生活
に関する相談・こころの健康に関する不安
や悩み等，精神保健への相談 

・必要に応じ家庭訪問，精神科医及び精神
保健福祉士等による専門相談（予約制） 

626-1116 626-1133 
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(4) 栃木県障害者総合相談所 

障害者総合相談所は，身体障害者更生相談所と知的障害者更生相談所の機能を持

つほか，発達障がいや高次脳機能障がい等の専門的な相談支援機関です。 

 

〒３２０－８５０３ 宇都宮市駒生町３３３７番地１（栃木県立リハビリテーションセンター内） 

バス 「リハビリテーションセンター」下車 

窓 口 内 容 電話番号 FAX 番号 

身体障害者 

更生相談所 

（身体障害支援課） 

・身体障がい者にかかわる専門的な助言・

指導を必要とする方への相談 

・身体障がい者手帳の交付（宇都宮市を除く） 

・補装具費の支給・自立支援医療（更生医

療）の給付等に係る総合的な判定 

623-7010 623-7255 

知的障害者 

更生相談所 

（知的障害支援課） 

・１８歳以上の知的障がい者にかかわる

専門的な助言・指導 

・療育手帳の判定・交付 

・施設巡回相談による助言，支援 

611-1208 623-7255 

発達障害者 

支援センター 

「ふぉーゆう」 

（発達・高次脳 

機能障害支援課） 

・自閉症など発達障がいのある方やご家

族，関係者への相談支援 

・乳幼児期から成人期まで，発達に関す

る悩みや生活上の困難なことへの相談 

・専門的なアドバイスや，適切な関係機関

の紹介など 

・発達障がいに関する理解のためのセミ

ナーや講座，研修会等の実施 

623-6111 623-7255 

高次脳機能障害  

支援拠点機関 

（発達・高次脳機能

障害支援課） 

・高次脳機能障がいのある方やそのご家

族の相談 

・高次脳機能障がいに関する理解のため

のセミナーや講座，研修会等の実施 

623-6114 623-7255 

 

(5) 障がい者基幹相談支援センター・障がい者虐待防止センター 

地域における相談支援の中核的な役割を担い，相談支援事業所等への専門的な助言，

障がい者及びその家族への支援等，総合的な相談支援等を行います。また，障がい者

虐待の予防や早期発見，虐待を受けた障がい者及び養護者への支援等を行います。 

〒３２０－８５４０ 宇都宮市旭１－１－５ 市役所障がい福祉課内 

     ＴＥＬ ６３２－２３６６  ＦＡＸ ６３６－０３９８ 

対象者 支援内容 

・ 相 談 支 援 事 業 者 等 の 

関係機関 

・地域において支援を必要 

と す る 障 が い 者 及 び 

その家族 

・困難事例等に関する相談支援事業者への専門的な助言 

・障がいの種別や各種ニーズに対応できる総合的・専門的な

相談支援 

・障がい者の虐待に関すること 

※ 虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は，速や 

かにご連絡ください。相談者についての秘密は厳守します

ので，ためらわずにご相談ください。 
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(6) 障がい者生活支援センター 

障がい種別にかかわらず，地域において生活している障がいのある方の相談に応じ，

地域生活に必要な支援を行います。 

対象者 支援内容 

地域において生活支援を必

要とする障がいのある方と 

その家族 

・障がい福祉サービス等の利用援助  

・専門機関の紹介 

・社会資源を活用するための支援 

・権利擁護に関する支援 

・社会生活力を高めるための支援 

・日常生活上の相談支援 

・緊急時の相談支援（障がい福祉サービス未利用者などを対

象にした，登録制による緊急時に備えるための支援） など 

 

事業所名 所 在 地 
電話番号 

FAX 
法人 担当地区 

障がい者生活支援センター 

ひかり 

〒320-0072 

宇都宮市若草 4-20-7 

セントラル若草 206 

678-3077 

612-7718 
(福)同愛会 

[西部]上戸祭,国本,

城 山 , 姿 川 , 宝 木 ,  

富士見, 細谷,明保 

障がい者生活支援センター 

サポートみゆき 

〒321-0971 

宇都宮市海道町 79 

661-5116 

661-5145 
(福)みゆきの杜 

[東部]石井,泉が丘,

清原,平石,峰,御幸,

御幸ヶ原,陽東 

障がい者生活支援センター 

クライス 

〒320-0043 

宇都宮市桜 2-5-30 

福田ビル 2F 

(福)房香会サテライトオフィス 

612-4746 

666-5912 
(福)房香会 

[中央部]今泉,桜, 

城 東 , 昭 和 , 中 央 ,

戸祭,西,錦,西原,東,

宮の原,簗瀬,陽南 

障がい者生活支援センター 

スローライフ 

〒321-2114 

宇都宮市下金井町 587 

678-8781 

678-8782 
(株)スローライフ 

[北部]上河内,河内,

篠井,富屋,豊郷 

障がい者生活支援センター 

とみや 

〒320-0061 

宇 都 宮 市 宝 木 町 1-40-7 

612-8120 

612-8110 
(福)すぎの芽会 

[南部] 

五代若松原,雀宮,

瑞 穂 野 , 緑 が 丘 ,   

陽光, 横川 

 

(7) とちぎ難病相談支援センター  

難病患者及びその家族に対して，療養上又は日常生活上の悩みや不安などを解消

するために，電話，面接による一般相談及びピア・サポート（難病患者またはその家族が，

相談者と気持ちを共有し，ともに考え，仲間として相談者を支援していくこと）相談を実施

しています。また，専門医による医療相談（疾患別・予約制）及び就労相談も行っていま

す。 

〒３２０－８５０３ 宇都宮市駒生町３３３７－１ とちぎ健康の森１階 

ＴＥＬ ６２３－６１１３   
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(8) 栃木県精神保健福祉センター 
精神疾患や，広く心の問題に関わる専門的な助言・指導等を必要とする方に対し，相

談や各種グループ活動を行っています。（来所相談は要予約） 

また，自立支援医療(精神通院医療)や精神障がい者保健福祉手帳の申請に対する判

定も行っています。 

 〒３２９－１１０４ 宇都宮市下岡本町２１４５－１３ 

 ＴＥＬ ６７３－８７８５  ＦＡＸ ６７３－６５３０ 

窓口 相談内容 電話番号 対応時間 

来所相談 

（電話予約制） 

依存症（薬物・ギャンブル・アルコー
ルなど），摂食障がい，ひきこもり，
自傷・自殺関連の相談など，精神
疾患や精神障がいに関する悩み
や相談等の実施 

673-8452 
673‐8720 

8:30～17：15 
（土日，祝休日，年末年始を除く） 

 

(9) こころのダイヤル 
こころの健康や悩みに関する相談を匿名で実施 

 ＴＥＬ ６７３－８３４１ 

   対応時間 9:00～17:00（土日，祝休日，年末年始を除く） 

 

(10) 精神科救急医療相談電話 
         夜間や休日に精神疾患を有する方や，そのご家族などからの緊急的な精神医療相談

に応じています。 

相談内容に対し，適切な助言等を行い，必要に応じて医療機関の紹介等を行っていま

す。  ※ かかりつけの医療機関がある場合，最初にそちらへご相談ください。 

ＴＥＬ ０５７０－６６６－９９０ 

対応時間 平日：17:00～翌日 8：30 

       土日・祝日・年末年始 （12/29～1/3）：24 時間 

 

(11) 宇都宮市社会福祉協議会 
市民の皆様の参加と協力のもと，共に支え合い助け合う「向こう三軒両隣」の地域共生

社会の実現を目指し，ふれあい・いきいきサロンや安心・安全情報キット配付事業などの

地域福祉事業のほか，心配ごと・悩みごと相談センターやボランティアセンターなどの運

営を行っています。 

〒３２０－０８０６ 宇都宮市中央１丁目１番１５号 宇都宮市総合福祉センター内 

ＴＥＬ ６３６－１２１６    ＦＡＸ ６３８－９８５６，６３７－２０２０ 

バス 「県庁前」下車または市内循環バス「総合福祉センター前」下車 

 

(12) 栃木県社会福祉協議会 

県民の地域福祉に対する関心を高める活動を行うとともに，地域における福祉課題の

解決に向けた相談・支援などを行っています。 

〒３２０－８５０８ 宇都宮市若草１丁目１０番６号 とちぎ福祉プラザ内 

ＴＥＬ ６２２－０５２４    ＦＡＸ ６２１－５２９８ 

バス 「福祉プラザ」または「戸祭」下車 
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 ○とちぎ視聴覚障害者情報センター 

視覚や聴覚に障がいのある方の社会参加や自立の促進を目的に，情報提供（点

字図書，録音図書，字幕(手話)入り DVD の貸し出しなど）やコミュニケーション支援な

どを行っています。 

〒３２０－８５０８ 宇都宮市若草１丁目１０番６号 とちぎ福祉プラザ２階 

ＴＥＬ ６２１－６２０８    ＦＡＸ ６２７－６８８０ 

対応時間 ９：００～１７：００（日，祝日（土曜日にあたる日を除く），年末年始を除く） 
 

○栃木県障害者ＩＣＴサポートセンター 

視覚や聴覚に障がいのある方が，ICT 機器（パソコン，スマートフォン，タブレット等）

を活用し，必要な情報を取得して社会参加が出来るよう支援を行っています。 

〒３２０－８５０８ 宇都宮市若草１丁目１０番６号 とちぎ福祉プラザ２階 

ＴＥＬ ６１２－５２１３    ＦＡＸ ６２７－６８８０ 

メール ict＠tochigikenshakyo.jp 

対応時間 ９：００～１７：００（日，祝日（土曜日にあたる日を除く），年末年始を除く） 
 

 (13) あすてらす・うつのみや 

高齢の方（認知症高齢者，ひとり暮らし高齢者，高齢者 2 人世帯）や障がいのある方

（知的障がい者，精神障がい者等）などで判断能力が十分でないために，福祉サービス

の利用手続きが分からなかったり，日常的な預貯金の出し入れなどについてお困りの方

に無料で相談に応じています。 

＜一般相談の日時＞ 

毎週月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時１５分（祝休日，年末年始は除く） 

〒３２０－０８０６ 宇都宮市中央１丁目１番１５号 宇都宮市総合福祉センター内 

ＴＥＬ ６３５－１２３４    ＦＡＸ ６３６－１２４８ 

来所または電話にて相談を承ります。来所の場合には事前にご連絡ください。 

バス 「県庁前」下車または市内循環バス総合「福祉センター前」下車 
 

(14) 栃木県身体障害者総合相談所 

身体障がい者の結婚に関する相談や各種の相談を行っています。 

＜相談事業の日時＞ 

毎週水曜・金曜と年間１２回の日曜日の午前１０時～午後３時 

（祝日と 12 月 29 日～1 月 3 日までは休み）  

〒３２０－８５０８ 宇都宮市若草１丁目１０番６号 とちぎ福祉プラザ 障害者スポーツセンター内 

ＴＥＬ ６２３－６３５３    ＦＡＸ ６２３－６３５３ 

メール  soudan@tochi-shinkyo.org 

バス 「戸祭バス停留所」下車 

 

(15) 視覚障がい者相談員 
■場所 市総合福祉センター３階 

■日時 毎月第１～第４までの火曜日及び木曜日（年末年始及び祝日を除く） 

 午前９時～午後４時 

■内容 視覚障がいに関する各種相談・情報提供など 

〔電話相談・問い合わせ〕 障がい者福祉センター TEL ６１４-３３０９ 

mailto:soudan@tochi-shinkyo.org
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(16) 法テラス（日本司法支援センター） 

法テラスは，国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。 

さまざまな法的トラブルを抱えてしまったとき，相談窓口が一つになっていないため

に情報にたどりつけないという状態が生じていたため，どこでも法的なトラブルの解決

に必要な情報やサービスの提供を受けられるよう，公的な法人として設立されました。 

お問い合わせの内容に合わせて，解決に役立つ法制度や関係機関の相談窓口を

無料でご案内しています。 

また，経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに，無料法律相談や必要に

応じて弁護士・司法書士費用などの立て替えを行っています。 

＜受付時間＞ 

平日９：００～２１：００，土曜９：００～１７：００（日及び祝日は業務を行っておりません。） 

ＴＥＬ ０５７０－０７８３７４ 

 

(17) 心配ごと・悩みごと相談センター 

日常生活における心配ごとや悩みごとなどの様々な相談をお受けしています。 

相 談 内 容 
開 催 日

（祝休日及び休館日除く） 
場  所 ・時  間 

心配ごとや悩みごとの相談 月曜日～金曜日 市総合福祉センター5 階           9 時～正午 
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Ⅱ 療育に関する相談 

(1) 宇都宮市子ども発達センター 

１８歳未満のお子さんの運動やことば，社会性などの発達について，医療・保健・福

祉分野のさまざまな支援を総合的に行います。 

お子さんの発達の状況や家庭環境，保護者の方々のニーズを踏まえ，一人ひとり

の特性に応じた療育の提供を行っています。 

事業 内容 電話番号 

子ども発達相談室 

・お子さんの発達（運動・ことば・社会性等）について，
保護者の方の相談に保健師が対応 

・専門的な発達検査等が必要なお子さんには，理学
療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理相談員が専
門的に評価し，保護者にアドバイスを実施 

647‐4720 

診療検査事業 

・子ども発達センターの各種事業を利用するお子さん
を対象に，小児科医師が療育の指示や支援の方向
性を決定するための診察を実施 

 ※ 有料（保険診療に基づき費用がかかります。） 

647-4723 

早期療育支援事業 

（カンガルー教室） 

・発達（ことばや行動面）に心配のある就学前のお子
さんとその保護者の方を対象に，個別またはグルー
プで遊びを通した指導やアドバイスを実施 

647-4723 

専門療育事業 

（なないろ教室） 

・障がいのあるお子さんを対象に，理学療法士・作業
療法士・言語聴覚士・心理相談員がお子さんの特性
に応じた専門的な個別またはグループ指導を実施 

647-4723 

重症心身障がい児 

プール活動支援事業  

・重い運動障がいのあるお子さんを対象に，当セン
ター内の温水プールを使って，プール活動を実施 647-4723 

障がい児通所 

支援事業 

【児童発達支援センター(若葉園)】 
・知的障がいのある概ね３歳以上で就学前のお子さ
んの通園療育施設 

・日常生活に必要な動作の指導や，社会生活適応に
向けた療育を実施 

647-4710 

【保育所等訪問支援事業（若葉園）】 
・保育所・幼稚園・認定こども園等に通う主に知的障
がいのあるお子さんに対し，支援員が保育所等を訪
問し，集団生活への適応のための支援を実施 

【児童発達支援センター(かすが園)】 
・肢体不自由または医療的ケアが必要な概ね３歳以
上で就学前のお子さんの通園療育施設 

・日常生活に必要な動作の指導や社会生活適応に向
けた療育を実施 

【居宅訪問型児童発達支援事業（かすが園）】 
・病気や重度の障がいなどにより，児童発達支援等を
受けるため外出することが著しく困難であると認めら
れた障がい児に対し，支援員が自宅を訪問し，日常
生活に必要な動作の指導や知識技能の付与，その
他必要な支援を実施 

※ 利用の際は，市町の障がい児通所給付を受ける必要あり 
給付内容により，利用料及び給食費の自己負担あり 

障がい児通所給付

事業 

・障がい児通所支援を利用するお子さんの保護者の
方を対象に，通所給付決定に関する事務を実施 647-4721 
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事業 内容 電話番号 

切れ目のない支援

のための「つなが

るファイル」 

・発達等に心配のあるお子さんの成長の様子や支援
経過などの情報を一つにまとめることができるファイ
ルです。このファイルは保護者が作成・保管するもの
であり，幼稚園・保育所や学校など関係機関との情報
の共有やライフステージが変わるときの引継ぎに使
用できます。 
※ 用紙は市ホームページからダウンロードできます。 
 
 
 

市ＨＰ▶ 
 

647-4723 

 

(2) 宇都宮市教育センター教育相談室 

発達に心配のある年長児の就学に関する相談や，小・中学生の学校生活（不登校・発

達障がいを含む）に関する相談や助言を行っています。 

月曜日～金曜日 午前９時～午後５時 

〒３２０－０８１６ 宇都宮市天神１丁目１番２４号 

申込 市教育センターHP の申し込みフォームに必要事項を入力 

ＴＥＬ ６３９－４３８０，６３９－４３８１ ＦＡＸ ６３９－４３９０ 

バス 「上河原」下車徒歩１５分 

 

(3) 栃木県中央児童相談所 

１８歳未満の子どもに関するあらゆる問題について相談に応じています。障がいのあ

るお子さんについても，専門家による判定や養育面の指導などを行っています。 

〒３２０－００７１ 宇都宮市野沢町４番１号 

ＴＥＬ ６６５－７８３０    ＦＡＸ ６６５－７８３１ 

バス 「とちぎ男女共同参画センター」下車 

 

(4) なかよしクラブ 

「言葉の遅れ」や「落ち着きがない」「大きな集団が苦手」など，発達に心配があるお子

さんの相談に応じたり，親子で楽しめる遊び，親子の交流などの子育て支援を行ってい

ます。 

 

 

 

  

石井なかよしクラブ   TEL 661-6101 

竹林なかよしクラブ   TEL 621-0041 

北雀宮なかよしクラブ   TEL 653-5982 

 

▲市教育センターHP 
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Ⅲ 就労に関する相談 

(1) 宇都宮公共職業安定所 

身体障がい者や知的障がい者，精神障がい者などの就職の相談・紹介，障がい者職

業能力開発校の入所相談を行っています。また，聴覚障がい者が手話で職業相談がで

きるように，手話協力員が配置されています。 

〒３２０－０８４５ 宇都宮市明保野町１番４号 宇都宮第２地方合同庁舎（１階） 

ＴＥＬ ６３８－０３６９（代）  

バス 「ハローワーク」下車 

 

(2) 栃木障害者職業センター 

ハローワークと密接に連携し，障がいのある方に対する就職の相談・支援，事業主の

方に対する障がい者雇用の相談・支援を行う機関です。 

また，障がいのある方の就業支援を行う機関の方に対して，職業リハビリテーションの

支援技法の助言や提供を行っています。 

〒３２０－０８６５ 宇都宮市睦町３番８号 

ＴＥＬ ６３７－３２１６    ＦＡＸ ６３７－３１９０ 

https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/tochigi/ 

バス 「睦町」下車 

 

 (3) 宇都宮圏域障害者就業・生活支援センター 

障がいのある方の就業に関する相談を受け，様々な機関と連携をとりながら，職業生

活における自立を支援します。 

対象者 支援内容 

障がいの種別を問わず，宇都宮市内

にお住まいの障がいのある方 

（手帳を持っていない方でも相談可） 

・職業準備訓練のあっせん 

・職場実習先との調整 

・就職活動の支援 

・職場定着に向けた支援 

・雇用管理についての事業所に対する助言 

 

〒３２１－０９０５ 宇都宮市平出工業団地４３－１００ 

           （受託法人：飛山の里福祉会） 

ＴＥＬ ６７８－３２５６    ＦＡＸ ６７８－３２５７ 

バス 「越戸新田」下車 

 

 

  

https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/tochigi/
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■保健福祉総務課 
企画グループ 
TEL 632-2930  FAX 639-8825 

■障がい福祉課 
相談支援グループ 

TEL 632-2366 FAX 636-0398 

Ⅳ 地域における身近な相談員 

(1) 民生委員・児童委員 

民生委員・児童委員は，厚生労働大臣より委嘱された無報酬の非常勤特別職の地方

公務員で，地域の障がい者，児童，高齢者および生活に困っている人などの相談にあ

たります。民生委員・児童委員は「宇都宮市担当民生委員・児童委員証」を携帯するとと

もに，自宅には「民生委員・児童委員」の門標を掲げています。 

お住まいの地域の民生委員・児童委員をお知りになりたい場合は，保健福祉総務課

までお問い合わせください。 

 

(2) 身体障がい者相談員・知的障がい者相談員 

 

 

 

市長より委嘱された識見の高い民間の協力者です。身体障がい者及び知的障がい者

やその家族からのいろいろな相談に応じています。 

身体障がい者相談員・知的障がい者相談員への相談を希望される場合は，障がい

福祉課までお問い合わせください。 



 

‐13‐ 

3 手帳  

心身に障がいのある方は，下記の手帳交付を受けていろいろな福祉制度を利用す

ることができます。 

(1) 身体障がい者手帳 身 

肢体不自由，視覚，聴覚または平衡機能，音声機能，言語機能またはそしゃく機能，

心臓機能，じん臓機能，呼吸器機能，ぼうこうまたは直腸機能，小腸機能，免疫機能，

肝臓機能に障がいのある方に，その程度により１級から６級の区分で手帳が交付され

ます。手帳が交付されますと，補装具の交付や更生医療の給付など各種制度を活用

することができます。 

 

障がいの程度 
障がいの程度により「身体障がい者障がい程度等級表」1 級～6 級に分

けられています。 

交付手続き 

(必要書類) 

・申請書 

・本人および家族状況記録票 

・診断書・ 

・写真(縦４ｃｍ×横３ｃｍ)2 枚 

・個人番号（マイナンバー）の分かるもの 

※ 指定医師（障がいの部位により身体障害者福祉法の第１５条指定を受けている医

師）でないと手帳申請のための診断書は作成できません。 

 診断書の用紙は障がい福祉課に用意してあります。 

 

＜変更・再交付等＞ 

等  級  変  更 
障がいの程度が変わったと思われる方は，「指定医師の診断
書」・「写真」・「個人番号（マイナンバー）の分かるもの」を持参
し申請 

居住地・氏名変更・

死 亡 返 還 

転居された場合，速やかに新しい居住地の市福祉事務所また
は町村役場に「居住地変更届」を提出してください。氏名を変
更された場合および死亡返還時も居住地の市福祉事務所ま
たは町村役場に届け出てください。 

再  交  付 
紛失または破損したときは，「写真」・「個人番号（マイナン

バー）の分かるもの」を持参し再交付申請 

    

 

 
①
相
談 

 

④
申
請 

本       人 

宇都宮市障がい福祉課 

 

⑤
交
付 

※ 指 定 医 師 

③診断書 

②受診 

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 
TEL 632－2362 FAX 636－0398 
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＜身体障がい者障がい程度等級表＞ 

級
別 

 

視覚障がい 

聴覚または平衡機能障がい 音声機能，言語機能 

または 

そしゃく機能障がい 
 

聴覚障がい 
平衡機能 

障がい 

１
級 

視力の良い方の眼の視力が0.01以下の 

もの 

   

２
級 

１． 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03

以下のもの 

２． 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方

の眼の視力が手動弁以下のもの 

３． 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80

度以下かつ両眼中心視野角度が28度以

下のもの 

４． 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼

中心視野視認点数が20点以下のもの 

両耳の聴力レベルがそれ

ぞれ100dB以上のもの（両

耳全ろう） 

  

３
級 

１． 視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07

以下のもの 

２． 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方

の眼の視力が手動弁以下のもの 

３． 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80

度以下かつ両眼中心視野角度が56度以

下のもの 

４． 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼

中心視野視認点数が40点以下のもの 

両 耳 の 聴 力 レ ベ ル が

90dB以上のもの（耳介に

接しなければ大声語を理

解し得ないもの） 

平衡機能の極めて著

しい障がい 

音声機能，言語機能ま

たはそしゃく機能の喪失 

４
級 

１． 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以

下のもの 

２． 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80

度以下のもの 

３． 両眼開放視認点数が70点以下のもの 

１. 両耳の聴力レベルが

80dB以上のもの（耳介

に接しなければ話声語

を理解し得ないもの） 

２. 両耳による普通話声の

最良の語音明瞭度が

50%以下のもの 

 音声機能，言語機能ま

たはそしゃく機能の著し

い障がい 

５
級 

１． 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方

の眼の視力が0.02以下のもの 

２． 両眼による視野の2分の1以上が欠けてい

るもの 

３． 両眼中心視野角度が56度以下のもの 

４． 両眼開放視認点数が70点を超えかつ100

点以下のもの 

５． 両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 

 平衡機能の著しい障

がい 

 

６
級 

１． 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以

下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 

１. 両耳の聴力レベルが

70dB以上のもの（40cm

以上の距離で発声され

た会話語を理解し得な

いもの） 

２. 一側耳の聴力レベルが

90dB以上，他側耳の聴

力レベルが50dB以上

のもの 

  

７
級 

    

■ 網掛部分は第１種の障がいを，他は第２種の障がいを表す。 

■ 同一の等級について二つの重複する障がいがある場合は，一級上の級とする。ただし，二つの重複する障がいが特

に本表中に指定されているものは，該当等級とする。 

■ 肢体不自由においては，７級に該当する障がいが２つ以上重複する場合は，６級とする。 

■  異なる等級について２以上の重複する障がいがある場合については，障がいの程度を勘案して当該等級より上の級

とすることができる。 

■ ｢指を欠くもの｣とは，おや指については指骨間関節，その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。 

■ ｢指の機能障がい｣とは，中手指節関節以下の障がいをいい，おや指については，対抗運動障がいを含むものとする。 

■  上肢または下肢欠損の断端の長さは，実用長(上腕においては腋窩より，大腿においては，坐骨結節の高さより計測

したもの)をもって計測したものをいう。 

■  下肢の長さは，前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。 
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級
別 

肢 体 不 自 由 

上 肢 下 肢 

１
級 

１. 両上肢の機能を全廃したもの 

２. 両上肢を手関節以上で欠くもの 

１. 両下肢の機能を全廃したもの 

２. 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 

２
級 

１. 両上肢の機能の著しい障がい 

２. 両上肢のすべての指を欠くもの 

３.一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの 

４.一上肢の機能を全廃したもの 

１. 両下肢の機能の著しい障がい 

２. 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 

３
級 

１. 両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの 

２. 両上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃した

もの 

３. 一上肢の機能の著しい障がい 

４. 一上肢のすべての指を欠くもの 

５. 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの 

１. 両下肢をショパー関節以上で欠くもの 

２. 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 

３. 一下肢の機能を全廃したもの 

４
級 

１. 両上肢のおや指を欠くもの 

２. 両上肢のおや指の機能を全廃したもの 

３. 一上肢の肩関節,肘関節または手関節のうち,いずれ

か一関節の機能を全廃したもの 

４. 一上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの 

５. 一上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃した

もの 

６. おや指またはひとさし指を含めて一上肢の三指を欠く

もの 

７. おや指またはひとさし指を含めて一上肢の三指の機

能を全廃したもの 

８. おや指またはひとさし指を含めて一上肢の四指の機

能の著しい障がい 

１. 両下肢のすべての指を欠くもの 

２. 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの 

３. 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 

４. 一下肢の機能の著しい障がい 

５. 一下肢の股関節または膝関節の機能を全廃したも

の 

６. 一下肢が健側に比して10cm以上または健側の長

さの10分の1以上短いもの 

５
級 

１. 両上肢のおや指の機能の著しい障がい 

２. 一上肢の肩関節,肘関節または手関節のうち,いずれ

か一関節の機能の著しい障がい 

３. 一上肢のおや指を欠くもの 

４. 一上肢のおや指の機能を全廃したもの 

５. 一上肢のおや指およびひとさし指の機能の著しい障

がい 

６. おや指またはひとさし指を含めて一上肢の三指の機

能の著しい障がい 

１. 一下肢の股関節または膝関節の機能の著しい障 

がい 

２. 一下肢の足関節の機能を全廃したもの 

３. 一下肢が健側に比して5cm以上または健側の長さ

の15分の1以上短いもの 

６
級 

１. 一上肢のおや指の機能の著しい障がい 

２. ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの 

３. ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃した

もの 

１. 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 

２. 一下肢の足関節の機能の著しい障がい 

７
級 

１. 一上肢の機能の軽度の障がい 

２. 一上肢の肩関節,肘関節または手関節のうち,いずれ

か一関節の機能の軽度の障がい 

３. 一上肢の手指の機能の軽度の障がい 

４. ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障

がい 

５. 一上肢のなか指,くすり指および小指を欠くもの 

６. 一上肢のなか指,くすり指および小指の機能を全廃し

たもの 

１. 両下肢のすべての指の機能の著しい障がい 

２. 一下肢の機能の軽度の障がい 

３. 一下肢の股関節，膝関節または足関節のうち,いず

れか一関節の機能の軽度の障がい 

４. 一下肢のすべての指を欠くもの 

５. 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの 

６. 一下肢が健側に比して3cm以上または健側の長さ

の20分の1以上短いもの 
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級
別 

肢  体  不  自  由 

体  幹 
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 

上肢機能 移動機能 

１
級 

 体幹の機能障がいにより座ってい

ることができないもの 

 不随意運動・失調等により

上肢を使用する日常生活動

作がほとんど不可能なもの 

 不随意運動・失調等により歩

行が不可能なもの 

２
級 

1. 体幹の機能障がいにより座位また

は起立位を保つことが困難なもの 

2. 体幹の機能障がいにより立ち上る

ことが困難なもの 

 不随意運動・失調等により

上肢を使用する日常生活動

作が極度に制限されるもの 

 不随意運動・失調等により歩

行が極度に制限されるもの 

３
級 

 体幹の機能障がいにより歩行が困

難なもの 

 不随意運動・失調等により

上肢を使用する日常生活動

作が著しく制限されるもの 

 不随意運動・失調等により歩

行が家庭内での日常生活活動

に制限されるもの 

４
級 

  不随意運動・失調等による

上肢の機能障がいにより社

会での日常生活活動が著し

く制限されるもの 

 不随意運動・失調等により社

会での日常生活活動が著しく

制限されるもの 

５
級 

 体幹の機能の著しい障がい  不随意運動・失調等による

上肢の機能障がいにより社

会での日常生活活動に支障

のあるもの 

 不随意運動・失調等により社

会での日常生活活動に支障の

あるもの 

６
級 

  不随意運動・失調等により

上肢の機能の劣るもの 

 不随意運動・失調等により移

動機能の劣るもの 

７
級 

  上肢に不随意運動・失調

等を有するもの 

 下肢に不随意運動・失調等を

有するもの 
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級
別 

心臓，じん臓，呼吸器，ぼうこうまたは直腸，小腸，免疫,肝臓の機能障がい 

心臓 

機能障がい 

じん臓 

機能障がい 

呼吸器 

機能障がい 

ぼうこう 

または直腸の

機能障がい 

小腸 

機能障がい 

ヒト免疫不全 

ウイルスによる

免疫機能障がい 

肝臓機能障

がい 

１
級 

心臓の機能

の障がいによ

り自己の身辺

の日常生活

活動が極度

に制限される

もの 

じん臓の機

能の障がい

により自己の

身辺の日常

生活活動が

極度に制限さ

れるもの 

呼吸器の 

機能の障が

いにより自己

の身辺の日

常生活活動

が極度に制

限されるもの 

ぼうこうまた

は直腸の機

能の障がい

により自己の

身辺の日常

生活活動が

極度に制限さ

れるもの 

小腸の機能

の障がいによ

り自己の身辺

の日常生活

活動が極度

に制限される

もの 

ヒト免疫不全

ウイルスによ

る免疫の機

能の障がい

により日常生

活がほとんど

不可能なもの 

肝臓の機能

の障がいによ

り日常生活が

ほとんど不可

能なもの 

２
級 

     ヒト免疫不全

ウイルスによ

る免疫の機

能の障がい

により日常生

活が極度に

制限されるも

の 

肝臓の機能

の障がいによ

り日常生活が

極度に制限さ

れるもの 

３
級 

心臓の機能

の障がいによ

り家庭内での

日常生活活

動が著しく制

限されるもの 

じん臓の機能

の障がいによ

り家庭内での

日常生活活

動が著しく制

限されるもの 

呼吸器の機

能の障がい

により家庭内

での日常生

活活動が著

しく制限され

るもの 

ぼうこうまた

は直腸の機

能の障がい

により家庭内

での日常生

活活動が著

しく制限され

るもの 

小腸の機能

の障がいによ

り家庭内での

日常生活活

動が著しく制

限されるもの 

ヒト免疫不全

ウイルスによ

る免疫の機

能の障がい

により日常生

活が著しく制

限されるもの

（社会での日

常生活活動

が著しく制限

されるものを

除く） 

肝臓の機能

の障がいによ

り日常生活が

著しく制限さ

れるもの（社

会での日常

生活活動が

著しく制限さ

れるものを除

く） 

４
級 

心臓の機能

の障がいによ

り社会での日

常生活活動

が著しく制限

されるもの 

 じん臓の機

能の障がい

により社会で

の日常生活

活動が著しく

制限されるも

の 

呼吸器の機

能の障がい

により社会で

の日常生活

活動が著しく

制限されるも

の 

ぼうこうまた

は直腸の機

能の障がい

により社会で

の日常生活

活動が著しく

制限されるも

の 

小腸の機能

の障がいによ

り社会での日

常生活活動

が著しく制限

されるもの 

ヒト免疫不全

ウイルスによ

る免疫の機

能の障がい

により社会で

の日常生活

活動が著しく

制限されるも

の 

肝臓の機能

の障がいによ

り社会での日

常生活活動

が著しく制限

されるもの 

５
級 

       

６
級 

       

７
級 
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(2) 療育手帳 知 

知的障がいの方は障がい程度によってＡ１（最重度），Ａ２（重

度），Ｂ１（中度），Ｂ２（軽度）の手帳が交付されます。手帳が交付さ

れますと，障がい程度によって各種手当，税金の控除，鉄道・バス運

賃割引など各種制度を活用することができます。 

 

＜申請の手続＞ 

療育手帳に関して，次の事項に該当するときは，障がい福祉課までお申し出ください。 

事      項 用意していただくもの 

新 規 交 付 

・市内に住所を有し，手帳を希望する方 

・他県の手帳をお持ちの方で宇都宮市に

住所を有することになった方 

・写真（縦４cm×横３cm）1枚 

・母子健康手帳 

・お薬手帳（服薬のある場合） 

・ 個人番号（マイナンバー）の分かるもの 

・他県で交付された手帳 

再 交 付 

・手帳を紛失したとき 

・手帳を破損したとき 

・手帳の記載欄の余白がなくなったとき 

・写真が古くなったとき 

・写真（縦４cm×横３cm）1枚 

・現在お持ちの手帳（紛失を除

く） 

記載事項変更 

・手帳の記載内容（住所・氏名など）が変更

になったとき 

・手帳 

なお，住所変更については，新住所の窓口にお申し出ください。 

返 還 

・死亡されたとき 

・紛失していた手帳が見つかったとき 

・障がいの程度が該当しなくなったとき 

・手帳 

※ 申請書等の記入用紙は，窓口に用意してありますのでお申し出ください。 

※ 新規交付（18 歳未満に限る）を申請する際に，「宇都宮市電子申請共通システム」にて，事

前に情報を登録することで，窓口での所要時間を短縮することができます。 

電子申請をご希望の方は下記から利用者登録の上ご申請ください。 

 

 

 

＜交付手続きの流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障がい福祉課  
相談支援グループ 

TEL 632-2365 
FAX 636-0398 

②申請書送付 ④交付決定 ③面接・判定 

宇都宮市 障がい福祉課 

 ⑤交付 

①相談・申請 

本人・保護者 

中央児童相談所（１８歳未満の方） 
障害者総合相談所（１８歳以上の方） 

≪宇都宮市電子申請共通システム≫ 

https://lgpos.task-asp.net/pr/092011/ea/residents/portal/home 

 

https://lgpos.task-asp.net/pr/092011/ea/residents/portal/home
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＜再判定＞ 

窓口は，児童相談所または，障害者総合相談所です。 

事    項 判定機関 

再判定 

・再判定の時期がきたとき 
（手帳に次の判定年月が記載さ
れていますので，判定機関で予
約をとって判定を受けてくださ
い。） 
・障がいの状態が変わったとき                                                                             

・中央児童相談所 
（１８歳未満の方） 
・障害者総合相談所 
（１８歳以上の方） 

 

 

 

(3) 精神障がい者保健福祉手帳 精 

精神障がい者保健福祉手帳は，一定程度の精神障がいの状態

にあることを認定するもので交付を受けた方に対し，各方面の協力

によりさまざまな支援策が講じられることを促進し，精神障がい者

の社会復帰及び自立，社会参加の促進を図ることを目的としてい

ます。 

 

＜申請の手続＞ 

精神障がい者保健福祉手帳に関して，次の事項に該当するときは，障がい福祉課までお申し

出ください。 

申請の種類 内         容 用意するもの 

新 規 交 付 

・ 市内に住所を有し，手帳を希望する方 

・ 他県で手帳を交付された方で宇都宮市

に住所を有することとなった方 

・ 診断書または障害年金受給者の方はその

証書の写しと振込通知の写し，または他県

で交付された手帳 

・ 個人番号（マイナンバー）の分かるもの 

・ 写真(縦４cm×横３cm)1枚 

更 新 
・ ２年ごとの障がい状態の再認定の時期

にある方 

・ 診断書または障害年金受給者の方はその

証書の写しと振込通知の写し 

・ 個人番号（マイナンバー）の分かるもの 

・ 写真(縦４cm×横３cm)1枚 

障がい等級変更 ・障がいの程度に変化があったとき 

・ 診断書または障害年金受給者の方はその

証書等の写しと振込通知の写し 

・ 個人番号（マイナンバー）の分かるもの 

・ 写真(縦４cm×横３cm)1枚 

再 交 付 ・紛失，汚損または破損したとき 

・・現在交付されている手帳（紛失を除く） 

・ 個人番号（マイナンバー）の分かるもの 

・ 写真(縦４cm×横３cm)1枚 

記 載 事 項 変 更 ・手帳の記載内容に変更が生じたとき 

・ 変更後の内容を証するもの 

・ 手帳・個人番号（マイナンバー）の分かるも

の 

返 納 
・ 交付を受けた方が消失，死亡されたとき 

・ その他返納すべき事由が生じたとき 

・現在交付されている手帳 

■  各申請書および所定の診断書については，市役所１階 障がい福祉課，平石・富屋・姿川・

河内の各地区市民センターに用意してあります。 

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 
TEL 632-2361  
FAX 636-0398 

■栃木県中央児童相談所 
TEL 665-7830 

（療育手帳専用）7789 
FAX 665-7831 

・再判定はネット予約可能
です（中央児童相談所ﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞをご覧ください) 
■栃木県障害者総合相談所 
(栃木県立リハビリテーショ
ンセンター内) 

TEL 611-1208 
FAX 623-7255 

・再判定はネット予約可能
です（障害者総合相談所
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください) 
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＜交付手続きの流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

４ 手当 
(1) 心身障がい者福祉手当 身・知 

支給対象者 
市内に住所がある方で，身体障がい者手帳 1・2 級の障がいのある方，また

は,療育手帳Ａ・Ａ1・Ａ2 または，Ｂ1 の判定を受けた方（知能指数 50 以下と判

定された方） 

支 給 制 限 
・国の特別障がい者手当等を受けている方は除く 

・支給対象者が 20 歳以上の場合，受給者，配偶者，扶養義務者の所得が

各々の基準額以上のときは支給停止（※基準額は 24 ページ参照） 

手 当 額 
月額 5,000 円  

 ※ 申請月の翌月分から対象 

支 給 時 期 
４月，８月，１２月の各月１５日に支給 

（振込日が金融機関休業日の場合は，その前の営業日） 

支給内容の確認は，支給日以降，預貯金通帳への記帳等によりご確認ください。 

 

 

(2) 特別障がい者手当 身・知・精 
 

支給対象者 

市内に住所がある 20 歳以上の，次のような障がいのある方 

・身体障がい者手帳 1・2 級程度の障がいが 2 つ以上重複している方 

（一部該当にならない障がいあり） 

・知能指数が 20 以下で日常生活において著しく介助を要する状態にある方 

・上肢・下肢・体幹のいずれかの機能障がいを有し，日常生活において   

常時特別の介護を必要とする方 

・内部疾患（心臓，呼吸器，腎臓，肝臓，血液疾患等）で絶対安静の状態にある方 

・その他，精神の障がいであって，上記と同程度以上と認められ，常時特別

な介護を必要とする方（障がいの内容により該当にならない場合あり）  

支 給 制 限 
・受給者，配偶者，扶養義務者の所得が各々の基準額以上のときは支給さ

れません。（※基準額は 24 ページ参照） 

・入院３か月以上の方，施設入所者を除く 

手 当 額 
月額：29,590 円 （2 月，5 月，8 月，11 月に支給） 

※ 申請月の翌月分から対象 

 
⑤決定通知（交付・却下） 

②申請 

①診断書 ③進達 ④決定通知（交付・却下） 

・宇都宮市障がい福祉課（受付申請，交付） 

・保健福祉総務課（市役所１階 A18 番窓口）， 

平石・富屋・姿川・河内地区市民センター 

主治医 栃木県 

（判定） 

本人・保護者 

（障がい者） 

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 

TEL 632-2362 FAX 636-0398 

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 

TEL 632-2362 FAX 636-0398 
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(3) 障がい児福祉手当 身・知 
 

支給対象者 

市内に住所がある満２０歳未満の次のような状態の児童 

・身体障がい者手帳１級及び２級の一部の児童 

※ 障がいの内容によっては該当にならない場合もあります。 

・最重度の知的障がいのある児童(療育手帳 A1) 

・身体または精神に前記と同程度の障がい，疾病等のある児童 

支 給 制 限 
・受給者,配偶者,扶養義務者の所得が各々の基準額以上のときは，支給され

ません。（※基準額は 24 ページ参照） 

・施設入所者は除く 

手 当 額 月額：16,100 円 （2 月，5 月，8 月，11 月に支給） 

 

(4) 特別児童扶養手当 身・知 
 

支給対象者 

・市内に住所のある方で，心身に障がいのある２０歳未満の児童を監護して
いる父母またはその児童を養育している方 
【１級に該当する障がい程度】 
身体障がい者手帳１・２級と３級の一部の児童（内部障がいは診断書による） 
療育手帳Ａ１・Ａ２の児童 
【２級に該当する障がい程度】 
身体障がい者手帳３級と４級の一部の児童（内部障がいは診断書による） 
療育手帳のＢ１の児童(診断書により判定) 

・その他，診断書により，上記と同程度以上の障がいがあると認められた児童  
（療育手帳B２の児童，心臓，呼吸器，腎臓，肝臓，血液疾患，発達障がい等） 

支 給 制 限 

受給者，配偶者，扶養義務者の所得が以下の各々の基準額以上のときは支
給されません。 

児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合，施設入所中
の場合には受けられません。 

扶養親族等の数 受給者 配偶者及び扶養義務者 
０人 4,596,000 円 6,287,000 円 
１人 4,976,000 円 6,536,000 円 
２人 5,356,000 円 6,749,000 円 

３人以上 以下 380,000 円ずつ加算 以下 213,000 円ずつ加算 

手 当 額 
１級……児童１人につき月額５６，８００円 
２級……児童１人につき月額３７，８３０円 
（４月，８月，１１月に支給） 

 

(5) ひとり親家庭支援手当  
 

支給対象者 

次のいずれかに該当する義務教育終了前の児童を養育している方（特別児
童扶養手当を受給している場合など，児童の障がいの程度によっては，20 歳
到達までの児童。障がいの程度はお問い合わせください。） 
・父母が離婚した 
・母が婚姻によらず子を出産した 
・父又は母に重い障がいがある（障がいの程度はお問い合わせください） 
・父又は母が法令により１年以上拘禁されている 

■子ども政策課 
子ども給付グループ 

TEL 632-2387 FAX 638-8941 

■子ども政策課 
自立支援グループ 

TEL 632-2386FAX 638-8941 

■子ども政策課 
子ども給付グループ 

TEL 632-2387 FAX 638-8941 
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・父又は母の生死が明らかでない 
・父又は母に裁判所の保護命令が出ている 
・父母の一方，又は両方が死亡した 
・父又は母が１年以上遺棄している 

支 給 制 限 

次のような場合は支給されません。 
  ・市民税の所得割が課税されているとき 
  ・生活保護の被保護者であるとき 
  ・児童が里親に委託されているとき 

支 給 期 間 
ひとり親となった後 5 年間（ただし，5 年経過後，父又は母が一定の病気や障
がい等の状態にあり，就労が困難な場合は，生活支援 3,000 円を引き続き児
童が義務教育を修了するまで支給） 

手 当 額 
月額１世帯につき 生活支援 3,000 円 
就業による自立を目指す者へは就労支援として 2,000 円を加算 
（4 月，8 月，12 月に支給） 

 

(6) 児童扶養手当 

支給対象者 

下記に該当し，１８歳到達後最初の３月３１日までの児童を養育している父,

母,又は養育者（特別児童扶養手当を受給している場合など，児童の障がい

の程度によっては，２０歳到達までの児童。障がいの程度はお問い合わせく

ださい）。ただし,里子や児童福祉施設などに入所している児童は対象外とな

ります。 

■父母が離婚した 

■母が婚姻によらずに子を出産した 

■父又は母が１年以上遺棄している 

■父又は母が法令により１年以上拘禁されている 

■父又は母の生死が明らかでない 

■父母の一方,又は両方が死亡した 

■父又は母に裁判所の DV 保護命令が出ている 

■父又は母に次の障がいがある 

■両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの 

●一眼の視力が手動弁以下のもの 

●一眼の視力が〇・〇四，他眼の視力が手動弁以下のもの 

●両耳の聴力レベルが一〇〇ｄＢ以上のもの 

●両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 

●両上肢のすべての指を欠くもの 

●両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 

●両下肢の機能に著しい障がいを有するもの 

●両下肢を足関節以上で欠くもの 

●体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができ

ない程度の障がいを有するもの 

※視力は矯正視力により測定 

・前各号に掲げるもののほか,身体の機能に,労働することを不能ならしめ,か

つ,常時の介護を必要とする程度の障がいを有するもの 

・精神に,労働することを不能ならしめ,かつ,常時の監視又は介護を必要とする

程度の障がいを有するもの 

・傷病が治らないで,身体の機能又は精神に,労働することを不能ならしめ,か

つ,長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障が

いを有するものであって,国が定めるもの 

■子ども政策課 
自立支援グループ 
TEL 632-2386 FAX 638-8941 
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支給制限 

本人，配偶者，扶養義務者の所得が，下表「＜所得制限表＞」の各々の基準

額以上の時は支給されません。 

 

※ 公的年金を受給されている方・・・公的年金を受給されている方は児童扶

養手当を受給できませんでしたが，児童扶養手当法の一部が改正され，平成

26 年 12 月から，受給されている年金等の額が児童扶養手当額より低い方

は，その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。 

手当月額

（令和７年 

４月分より） 

児童１人目           ４６，６９０円～１１，０１０円 

児童２人目以降 1 人あたり１１，０３０円～  ５，５２０円加算 

 

＜所得制限表＞ 

 

 

(7) 難病患者福祉手当 難 

  

対 象 疾 患 

・難病法に基づく指定難病 348 疾患（35～39 ページの指定難病特定医療費
助成の対象疾患一覧参照） 
・特定疾患治療研究事業において国または栃木県が指定する 4 疾患（スモ
ン，劇症肝炎，重症急性膵炎，プリオン病（ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロ
イツフェルト・ヤコブ病に限る。） 

受 給 要 件 上記疾患にり患し，医療受給者証の交付を受けている方 

支 給 制 限 
支給対象者が 20 歳以上の場合，受給者，配偶者，扶養義務者の所得が
各々の基準額以上のときは支給停止 
（※基準額は 24 ページ「所得制限限度額表」参照） 

手 当 額 
月額 5,000 円 
※ 申請月の翌月分から対象 

支 給 時 期 

４月，８月，１２月の各月１５日に支給 
（振込日が金融機関休業日の場合は，その前の営業日） 
支給内容の確認は，支給日以降，預貯金通帳への記帳等によりご確認くださ
い。 

 

【手当の所得制限について】 

・ 受給者本人が 20 歳以上の場合，受給者本人・配偶者・扶養義務者それぞれについて， 
前年（1 月から 6 月までに手当を申請する場合は前々年）の所得が条例で定める額以上 
であるときは，支給停止となります。 

・ 所得については，毎年 7 月に所得判定を行い，所得制限限度額以上の場合は，その年 
の 8 月から翌年の 7 月まで，支給停止の処分を行います。 

 

扶養親族

等の数 

本人 配偶者，扶養義務者，

孤児等の養育者 全部支給 一部支給 

０人  690,000 円 未満 2,080,000 円 未満 2,360,000 円 未満 

１人 1,070,000 円 未満 2,460,000 円 未満 2,740,000 円 未満 

２人 1,450,000 円 未満 2,840,000 円 未満 3,120,000 円 未満 

３人以上 
以下 1 人ごとに 

380,000 円ずつ加算 
以下 1 人ごとに 

380,000 円ずつ加算 
以下 1 人ごとに 

380,000 円ずつ加算 

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 
TEL 632-2362 FAX 636-0398 
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【所得制限】 

（１）対象者 

  ①受給資格者 

  ②配偶者（内縁等事実上の婚姻関係を含む） 

   扶養義務者で生計を維持する方 
 

（２）所得制限限度額表                                （千円） 

扶養親族等

の数 

本人 配偶者及び扶養義務者 

収入額 所得額 収入額 所得額 

０ 5,252 3,661 8,319 6,287 

１ 5,728 4,041 8,586 6,536 

２ 6,203 4,421 8,799 6,749 

３ 6,668 4,801 9,012 6,962 

４ 7,090 5,181 9,225 7,175 

５ 7,512 5,561 9,438 7,388 

※１ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者，老人扶養親族又は，特定扶養親族が

ある方についての限度額（所得ベース）は，上記の金額に次の額を加算した額と

する。 

※２ 政令上は所得額で規定されており，うえに掲げた収入額は，給与所得者を例として給

与所得控除額等を加えて表示した額である。 

所得対象者 加 算 額 対 象 者 及 び 加 算 額 

本 人 

①老人控除対象配偶者・老人扶養親族：10 万(１人につき) 

②特定扶養親族等(特定扶養親族・16 歳以上 19 歳未満の控除対象扶養親

族)：25 万(１人につき) 

配偶者及び 

扶養義務者 

①老人扶養親族：６万（１人につき） 

但し，当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がない時は，老人扶養親族の

うち１人を除く方につき 
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(8) 医療的ケア児等福祉手当  

  

支給対象者 

・市内に住民票がある方の養育・看護を受け，恒常的に医療的ケアを受ける
ことが不可欠である満１８歳未満の方 

・ただし，引き続き医療的ケアが必要と認められる場合は満２０歳まで延長 
・小児慢性特定疾病の医療費支給認定を受けている満１８歳未満の方 
・ただし，継続更新の場合は満２０歳まで延長 

支 給 制 限 心身障害者福祉手当及び難病患者福祉手当の受給者を除く 

手 当 額 
月額 5,000 円 （4 月，8 月，12 月に支給） 
※ 申請月の翌月分から対象 

 

5 年金 

国民年金は，老齢・障がいまたは死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共

同連帯によって防止し，健全な国民生活の維持，向上に寄与することを目的とした制度です。 

(1) 障害基礎年金  

 

支給要件 

①国民年金の加入期間中に初診日がある傷病により障がい者となった人で
次の要件を満たしたときに請求できます。 

ｱ.初診日の前日において，初診日の属する月の前々月までの被保険者期
間のうち,保険料を納めた期間（厚生年金保険被保険者期間を含む）と免
除された期間が合せて３分の２以上あること。(初診日が令和 8（2026）年 3
月 31 日までにあるときは,初診日の属する月の前々月までの直近 1 年間
に滞納がなければよいことになっています。) 
なお，初診日以後に納付した期間,初診日以後に免除申請した期間,初診
日以後に 3 号特例に該当した期間は除かれます。 

ｲ.初診日から 1 年 6 か月を経過した日(その期間内に治った場合はその日)
の障がいの程度が国民年金法施行令で定める 1 級または 2 級に該当す
ること。初診日から 1 年 6 か月を経過した日において,障がいの状態が国
民年金法施行令で定める 1 級又は 2 級に該当しない場合であっても,その
後,障がいの状態が重くなった場合に障害基礎年金を受けられることがあ
ります。 

②60 歳以上 65 歳未満でいずれの年金にも加入していない期間に初診日の
ある障がい者 (①のｱ・ｲが条件) ただし,老齢基礎年金を繰り上げて受給
している方は除かれます。 

③20 歳未満に初診日のある病気，けがで障がい者（国民年金法施行令で定
める 1 級または 2 級）になったとき。（所得制限および他の公的年金受給に
よる制限あり） 

年 金 額 

【 】内は昭和 31 年 4 月 1 日以前生まれの方の額 
・１級障害基礎年金     
令和７年 ４月～ １，０３９，６２５円（月額８６，６３５円） 

【１，０３６，６２５円（月額８６，３８５円）】 
・２級障害基礎年金 
令和７年 ４月～   ８３１，７００円（月額６９，３０８円） 

【８２９，３００円（月額６９，１０８円）】 

※ 申請方法及び要件等については，保険年金課または年金事務所へお問い合わせください。 

■子ども発達センタ— 
交流・管理グループ 

TEL 647-4721FAX 647-4715 

国民年金 
■保険年金課 国民年金グループ 

TEL 632-2327FAX 632-2326 

■宇都宮西年金事務所 
TEL 622-4281（音声案内①） FAX 621-2177 

■宇都宮東年金事務所 
TEL 683-3211（音声案内①） FAX 683-3177 
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＜障害基礎年金を受けられる障がいの状態＞ 
１級 

1 次に掲げる視覚障がい 

 イ 両眼の視力がそれぞれ０．０３以下のもの 

 ロ 一眼の視力が０．０４，他眼の視力が手動弁以下のもの 

 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果，両眼のⅠ／４視標による周辺視野角度の和がそ

れぞれ８０度以下かつⅠ／２視標による両眼中心視野角度が２８度以下のもの 

 ニ 自動視野計による測定の結果，両眼開放視認点数が７０点以下かつ両眼中心視野視認点数

が ２０点以下のもの 

2 両耳の聴力レベルが１００dB以上のもの 

3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 

4 両上肢のすべての指を欠くもの 

5 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 

6 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの 

7 両下肢を足関節以上で欠くもの 

8 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有

するもの 

9 前各号に掲げるもののほか，身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前

各号と同程度以上と認められる状態であって，日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度

のもの 

10 精神の障がいであって，前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

11 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって，その状態が前各

号と同程度以上と認められる程度のもの 

 

２級 

1 次に掲げる視覚障がい 

  イ 両眼の視力がそれぞれ０．０７以下のもの 

  ロ一眼の視力が０．０８，他眼の視力が手動弁以下のもの 

  ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果，両眼のⅠ／４視標による周辺視野角度の和がそ

れぞれ80度以下かつⅠ／２視標による両眼中心視野角度が５６度以下のもの 

  ニ 自動視野計による測定の結果，両眼開放視認点数が７０点以下かつ両眼中心視野視認点数

が４０点以下のもの 

2 両耳の聴力レベルが９０dB以上のもの 

3 平衡機能に著しい障がいを有するもの 

4 そしゃくの機能を欠くもの 

5 音声または言語機能に著しい障がいを有するもの 

6 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの 

7 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障がいを有するもの 

8 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの 

9 一上肢のすべての指を欠くもの 

10 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 

11 両下肢のすべての指を欠くもの 

12 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの 

13 一下肢を足関節以上で欠くもの 

14 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの 

15 前各号に掲げるもののほか，身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号

と同程度以上と認められる状態であって，日常生活が著しい制限を受けるか，または日常生活に著しい

制限を加えることを必要とする程度のもの 

16 精神の障がいであって，前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

17 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって，その状態が前各号と

同程度以上と認められる程度のもの 

 

 

 

 

※視力の測定は，万国式試視力表によるものとし，屈折異常があるものについては，矯正視力によって測定する。 
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(2) 障害厚生年金  

支給要件 

厚生年金保険被保険者期間に初診日がある傷病により障がい者となった人
で障害基礎年金の要件ｱを満たしたときに請求できます。 
また，ｲの初診日から 1 年 6 か月を経過した日(その期間内に治った場合はそ
の日)の障がいの程度が障がいの状態が該当しない場合であっても,その後,
障がいの状態が重くなり，国民年金法施行令で定める 1 級または 2 級，また
は厚生年金保険法施行令で定める 3 級に該当した場合に障害厚生年金を受
けられることがあります。 

年 金 額 

１級障害厚生年金    報酬比例部分×1.25＋１級障害基礎年金 
２級障害厚生年金    報酬比例部分＋２級障害基礎年金 
３級障害厚生年金    報酬比例部分 
※ 報酬比例部分は厚生年金保険被保険者期間によって決まる年金額で
す。【 】内は 68 歳以上の方の額 
※ ３級には最低保障があります。 
令和７年４月～ 623,800 円（月額 51,983 円）【622,000 円（月額 51,833 円）】 

 

＜障害厚生年金を受けられる障がいの状態＞ 

１級 

  障害基礎年金１級に同じ 

２級 

  障害基礎年金２級に同じ 

３級（厚生年金保険のみ） 

1 次に掲げる視覚障がい 

 イ 両眼の視力がそれぞれ０．１以下に減じたもの 

 ロ ゴールドマン型視野計による測定の結果，両眼のⅠ／４視標による周辺視野角度の和がそれぞれ

80度以下に減じたもの 

  ハ 自動視野計による測定の結果，両眼開放視認点数が７０点以下に減じたもの 

2 両耳の聴力が４０ｃｍ以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの 

3 そしゃく又は言語の機能に相当程度の障がいを残すもの 

4 脊柱の機能に著しい障がいを残すもの 

5 一上肢の三大関節のうち，二関節の用を廃したもの 

6 一下肢の三大関節のうち，二関節の用を廃したもの 

7 長管状骨に偽関節を残し，運動機能に著しい障がいを残すもの 

8 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったものまたはおや指もしくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を

失ったもの 

9 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの 

10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 

11 両下肢の十趾の用を廃したもの 

12 前各号に掲げるもののほか，身体の機能に，労働が著しい制限を受けるか，又は労働に著しい制限を加

えることを必要とする程度の障がいを残すもの 

13 精神または神経系統に，労働が著しい制限を受けるか，または労働に著しい制限を加えることを必要と

する程度の障害を残すもの 

14 傷病が治らないで，身体の機能または精神もしくは神経系統に，労働が制限を受けるか，または労働に

制限を加えることを必要とする程度の障がいを有するものであって，厚生労働大臣が定めるもの 

■宇都宮西年金事務所 
TEL 622-4281（音声案内①） FAX 621-2177 

■宇都宮東年金事務所 
TEL 683-3211（音声案内①） FAX 683-3177 
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(3) 特別障がい給付金制度  

障害基礎年金などを受給していない障がい者で，

下記に該当する６５歳未満の方が請求できます。 

対象者 

国民年金に任意加入していなかった下記①・②のいずれかの期間内に初診

日があり，現在，障害基礎年金１・２級相当の障がいに該当する方 

①平成３年３月以前に国民年金任意加入対象であった学生 

②昭和６１年３月以前の厚生年金・共済組合などの加入者の配偶者 
・昭和６１年３月以前の厚生年金・共済年金の老齢給付受給権者及び受給資格

期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者 

・昭和６１年３月以前の厚生年金・共済年金の障害年金受給者の配偶者    

・昭和６１年３月以前の国会議員の配偶者 

・昭和６１年３月以前の地方議会議員の配偶者(昭和３７年１２月以降)があります。 

給付月額 
１級：56,850 円  ２級: 45,480 円 
※ 所得制限および他の公的年金受給による制限があり，給付金は，請求のあった

月の翌月分から支給されます。 

特別障がい給付金を受

けられる障がいの状態 
26 ページ・＜障害基礎年金を受けられる障がいの状態＞を参照 

 

(4) 心身障がい者扶養共済制度 身・知・精 

心身障がい児(者)を扶養している方が加入者とな

り，その加入者が死亡または事故などにより重度障が

いになったとき，あとに残された障がい児（者）に終身

一定年額の年金を支給し，生活の安定を図ろうとする

制度です。 

加入できる方 

次に掲げる心身障がい児（者）を扶養している方で，栃木県内に住所を有し，

加入時年度の４月１日時点の年齢が満６５歳未満の健康な方です。 

 ■知的障がい児（者）  

 ■身体障がい者手帳を所持し，その障がいが１～３級までに該当する方 

  ■その他，精神または身体に永続的な障がいがあり，その程度が上記と同

程度と認められる方（脳性麻痺，進行性筋委縮症，血友病，自閉症，統

合失調症など） 

加 入 口 数 ２口まで加入できます。 

掛 金 額 

加入者の年齢によって異なります。 

なお，納付期間が２０年以上であり，４月１日時点で満６５歳である年度の，

加入応当月（１月に加入した方は１月，６月に加入した方は６月）の前月まで

掛金を納付した場合は，掛金が免除になります。 

ただし，昭和６１年３月３１日までに加入された方の一口目については２５年に

なります。 

年 金 額 月額２０，０００円，２口の場合は４０，０００円 

 

  

■栃木県障害福祉課 

  TEL 623-3053  FAX 623-3052 

■保険年金課 
国民年金グループ 
TEL 632-2327 FAX 632-2326 

■障がい福祉課 
  福祉サービスグループ 

TEL  632-2363 FAX  636-0398 
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＜１口あたりの掛金額＞ 

加入時の年度の４月１日時点の年齢 掛金額（月額） 

３５歳未満 ９，３００円 

３５歳以上～４０歳未満 １１，４００円 

４０歳以上～４５歳未満 １４，３００円 

４５歳以上～５０歳未満 １７，３００円 

５０歳以上～５５歳未満 １８，８００円 

５５歳以上～６０歳未満 ２０，７００円 

６０歳以上～６５歳未満 ２３，３００円 

※ 平成１９年度以前に加入された方は，上記の掛金額と異なっています。 

※ 掛金が免除となり，現在掛金の納付をされていない加入者の方は，引き続き掛金の納付 

 は要しません。 

※ 弔慰金，脱退一時金については，加入期間によって金額が異なるためお問い合わせくだ 

 さい。 

 

＜掛金の減免＞ 

加入者が次のような世帯に属するときは，掛金が減免されます。 

世帯区分 減免額 

生活保護世帯であるとき １０分の１０の額 

市民税非課税世帯であるとき １０分の５の額 

市民税均等割のみ課税世帯であるとき １０分の３の額 
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6 貸付制度 

(1) 生活福祉資金 

障がい者世帯に対し，以下の経費等に対して資金の貸付相談を行っています。 

     資金の目的 

貸付条件 

貸付上限

額の目安 
償還期間 貸付利子 連帯保証人 

生業を営むための経費 ４６０万円 ２０年  

 

 

連帯保証人

を立てる場

合は無利子 

 

連帯保証人

がいない場

合には据置

期間経過後

年１．５％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則必要 

 

 

 

 

ただし，連帯

保証人なしで

も貸付可 

技能習得に必要な経費及びその期間

中の生計を維持するために必要な経費 
※１ ８年 

住宅の増改築，補修等及び公営住宅の

譲り受けに必要な経費 
２５０万円 ７年 

福祉用具等の購入に必要な経費 １７０万円 ８年 

障がい者用自動車の購入に必要な経費 ２５０万円 ８年 

負傷又は疾病の療養に係る必要な経費 

（健康保険の例による医療費の自己負

担額のほか，移送経費等，療養に付随し

て要する経費を含む）及びその療養期間

中の生計を維持するために必要な経費 

※２ ５年 

介護サービス，障がい者サービス等を

受けるのに必要な経費（介護保険料を

含む）及びその期間中の生計を維持す

るために必要な経費 

※３ ５年 

災害を受けたことにより臨時に必要とな

る経費 
１５０万円 ７年 

冠婚葬祭に必要な経費 ５０万円 ３年 

住宅の移転等，給排水設備等の設置に

必要な経費 
５０万円 ３年 

就職，技能習得の支度に必要な経費 ５０万円 ３年 

その他日常生活上，一時的に必要な経費  ５０万円 ３年 

※１ 技能を習得する期間が６月程度：１３０万円 

１年程度：２２０万円 

２年程度：４００万円 

３年程度：５８０万円 

※２ 療養期間が１年を超えないときは１７０万円，１年を超え，１年６月以内であって，世帯の自

立に必要なときは２３０万円 

※３ 介護サービスを受ける期間が１年を超えないときは１７０万円。１年を超え，１年６月以内で

あって，世帯の自立に必要なときは２３０万円 

★ 生活保護受給世帯の方について:福祉事務所が借入の必要性を認めていることが必要です。

まずは福祉事務所にご相談ください。 

★ 貸付の決定は栃木県社会福祉協議会が行います。 

  

■宇都宮市社会福祉協議会 
相談支援課 
TEL 636-1251FAX 636-1248 
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7 保健と医療 

医療費の助成等 

① 重度心身障がい者医療費の助成 身・知・精 

入院，通院，院外処方に関する保険診療の自己負担分を助成します。ただし，健康保 

険が適用にならないもの（食事代，ベッド代等）は対象外になります。 

対 象 者 

■ 身体障がい者手帳１級・２級の方 

■ 知能指数が３５以下（療育手帳Ａ・Ａ１・Ａ２）と判定された知的障がいのあ

る方 

■身体障がい者手帳３・４級かつ，知能指数が３６以上５０以（療育手帳Ｂ1）

と判定された方 

■精神障がい者保健福祉手帳１級の方 

現物給付方式 
本市においては，現物給付方式を導入しており，栃木県内の医療関等窓口

での医療費の支払いや助成申請の手続負担がありません。 

利用に当たっ

てのご注意点 

・医療機関等で受診する際に，「重度心身障がい者医療費受給資者証」と本

人の「健康保険証」の提示が必要です。 

※ 提示がない場合や栃木県外医療機関受診等の場合は窓口払いとなりま

す。この場合は，申請用紙に領収書を添えて申請することにより，指定の

口座に振り込みます（償還払い）。 

・公費負担医療が優先されますので，自立支援医療（更生医療・精神通院医

療），特定医療費（指定難病）等の該当の方は，該当の受給資格者証の提

示をあわせて行ってください。 

・受給資格には，有効期限が設定される場合があります。精神障がい者保健

福祉手帳により受給資格を持つ方は，手帳の有効期限が必ず受給資格の

有効期限となります。身体障がい者手帳や療育手帳により受給資格を持つ

方は，手帳の再認定年月等がある場合には，有効期限が設定されている

ことがあります。手帳の更新等により，障がい等級が変更した場合は，受給

資格が喪失する場合があります。 

 

 

② 後期高齢者医療制度の適用 身・知・精 

 

対象者 

下記に該当する方で，申請により，栃木県後期高齢者医療広域連合から認

定された 65 歳以上 75 歳未満の方は，後期高齢者医療制度の被保険者とな

ります。 

・身体障がい者手帳の等級が１・２・３級と４級の一部に該当する方 

（音声，言語機能の著しい障がいまたは下肢機能の著しい障がいに該当す

る方など） 

・国民年金法等の障害年金証書１・２級等に該当する方 

・療育手帳Ａと判定された方 

・精神障がい者保健福祉手帳１・２級に該当する方 

 

■保険年金課 
後期高齢者医療グループ 
TEL 632-2307  FAX 632-2326 

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 
TEL 632-2362 FAX 636-0398 
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③ 自立支援医療（更生医療，育成医療，精神通院医療） 身・精 

 

 

 

対象者 

手術などによって障がいが軽減または除去され，機能が回復するような場合

（更生医療（18 歳以上）や育成医療（18 歳未満）），精神疾患の治療のため

に，通院により医療を受ける場合（精神通院医療）に医療費が助成されます。 

更生医療を受ける場合には，身体障がい者手帳が必要です。 

※ 一定所得以上の方は除かれます。（利用者負担の項を参照） 

対象となる

疾 病 

■肢 体 不 自 由：動かなくなった関節を再び動かしうるようにする手術など 

■視 覚 障 が い：角膜混濁による視力の低下を防ぐ手術や瞳孔閉鎖症者

に対する手術など 

■聴覚・平衡機能障がい：外耳の変形や狭窄閉塞に対する形成術など 

■心臓機能障がい：心臓疾患に対する手術やこれに伴う医療（内科治療のみ

のものは除く。） 

■じん臓機能障がい：じん臓機能障がい者に対する慢性透析療法およびじん移

植術と，これに伴う医療に限る。 

■音声・言語機能障がい：口蓋裂の形成手術や歯科矯正に伴う医療など 

■小腸機能障がい：小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法およびこれに伴う医療 

■免疫機能障がい：ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいに対する治療など 

■肝臓機能障がい：肝臓機能障がいに対する肝臓移植後の抗免疫療法 

■精 神 疾 患：統合失調症，躁うつ病・うつ病，てんかんなど（育成医療除く。） 

※  育成医療に関する対象範囲は以下も含む。 

■その他の内臓障がい：腸閉塞症，直腸・肛門奇形，気管支閉塞症などは先天後

天性どちらでも可 

食道閉鎖症・胆道閉鎖症・そけいヘルニアなどについては

先天性のみ可 

利用者負担 

・原則として医療費の 1 割を負担していただきます。（定率負担） 

・ただし，世帯の所得水準等に応じて一月あたりの負担に上限額を設定 

・また，一定の負担能力があっても，継続的に相当額の医療費負担が生じ

る方（高額治療継続者（いわゆる「重度かつ継続」））にも，一月あたりの負

担に上限額を設定 

※高額治療継続者（「重度かつ継続」）の範囲 

○疾病，病状等から対象となる方 

◆更生医療・育成医療････腎臓機能障がい，小腸機能障がい，免疫機能障がい，心臓機能障が 

い(心臓移植後の抗免疫療法に限る)，肝臓機能障がい（肝臓移植後 

の抗免疫療法に限る）の方。 

◆精神通院医療････統合失調症，躁うつ病・うつ病，てんかん，認知症等の脳機能障がい，

薬物関連障がい（依存症等）の方または集中・継続的な医療を要する

ものとして精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方。 

○医療保険の高額療養費で多数該当の方。（同じ世帯で直近１年間の支給が４回以上あっ

た場合，４回目以降に支給されます。） 

   ◆更生医療・育成医療・精神通院医療とも 

・ 入院時の食費（標準負担額）相当については原則自己負担となります。 

・ 所得を判断する際の世帯の単位は，住民票上の家族ではなく，同じ医療保険に加入し

ている家族を同一世帯とします。 

更生医療精神通院医療 
■障がい福祉課 

福祉サービスグループ 
TEL 632-2362 FAX 636-0398 

育成医療 
■子ども支援課 

管理グループ 
TEL 632-2296 FAX 638-8941 
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世帯の課税状況 「重度かつ継続」 「重度かつ継続」以外 

市民税額（所得割） 

23 万 5 千円以上の世帯 

（経過措置） 

負担上限月額 

20,000 円 

公費負担の対象外 

市民税額（所得割） 
3 万 3 千円以上 23 万 5 千円未満

の世帯 

負担上限月額 

10,000 円 

１割負担 

（医療保険

の自己負担

限度） 

 

育成医療（経過措置） 

負担上限月額 

１０，０００円 

市民税額（所得割） 

3 万 3 千円未満の世帯 

負担上限月額 

5,000 円 

育成医療（経過措置） 

負担上限月額 

5,000 円 

市民税非課税世帯     

（本人収入 80 万円※超の世帯） 

負担上限月額 

5,000 円 

市民税非課税世帯 

（本人収入 80 万円※以下の世帯） 

負担上限月額 

2,500 円 

生活保護世帯 負担額 0 円 

※ 令和７年７月からは８０万９千円に変更となります。 

 

申請の方法 

申請書，同意書，意見書（診断書），健康保険情報の分かるもの（健康保険

証の写し，資格情報のお知らせ又は資格確認書の写し，マイナポータルの資

格情報画面を印刷したもの等），個人番号（マイナンバー）の分かるもの，特

定疾病療養受療証の写し（人工透析の方のみ），障害年金または遺族年金

振込通知書の写しなどが必要です。 

受 付 窓 口

◆更生医療：障がい福祉課，（再認定については，保健福祉総務課（市役所

１階 A18 番窓口），平石・富屋・姿川・河内の各地区市民セン

ターで受付可能です) 

◆育成医療：子ども支援課，保健福祉総務課（市役所１階 A18 番窓口）， 

各地区市民センター及び各出張所 

◆精神通院医療：障がい福祉課，保健福祉総務課（市役所１階 A18 番窓口）， 

平石・富屋・姿川・河内の各地区市民センター 

市 独 自 の 

補 助 制 度 

◆精神通院医療：市民税非課税世帯 

◆育 成 医 療：３歳未満および市民税非課税世帯 

利用者負担額の全額を助成 

３歳以上（市民税非課税世帯を除く。） 

月額５００円を超える利用者負担額を助成 

（ただし，高校３年生相当（１８歳）までは，月額５００円の利用

者負担額を，「こども医療費助成制度」で助成） 

※ 上記の対象者については，その自己負担分を市で助成いたします。詳し

い内容や手続きについては，それぞれの担当課へお問い合わせください。 

※ 更生医療の利用者負担額は，重度心身障がい者医療の対象者である場

合， 医療機関の窓口でのお支払いはありません。お支払いをされている

ときは，重度心身障がい者医療費として申請することにより償還払いされ

ます。 
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➃ 特定医療費（指定難病）の助成 難 

 

指定難病にり患している患者（３５～３９ページの

＜特定医療費（指定難病）の対象疾患＞に該当）が，指定医療機関で行われる医療を受

ける場合において，その医療費の一部を助成します。 

対 象 者 指定難病にり患している方で，一定の要件を満たす方。 

助 成 内 容 

・当該疾病に関わる医療費の負担割合が２割になります。（既に，負担割合

が１割の方を除く。） 

・月の支払いが自己負担上限月額※（医療機関や薬局等合算）までになりま

す。 

※ 自己負担上限月額は，別表のとおり所得に応じて設定されます。 

申請の方法 

申請書，臨床調査個人票（所定の診断書・指定医の記載が必要），保険証，

住民税額を証する書類，世帯全員分の住民票（マイナンバー・続柄が記載さ

れているもの）などを揃えて 保健所 保健予防課または保健福祉総務課（市

役所１階 A18 番窓口）へ提出 

■各申請書などは，保健所 保健予防課または市役所１階保健福祉総務課

（市役所１階 A18 番窓口）でお渡ししています。 

 

別表≪対象患者の月別自己負担上限額≫ 

階層区分 階層区分の基準 

医療保険適用後の患者負担割合：２割 

自己負担上限月額 

（外来＋入院＋薬代＋介護給付費） 

一般 
高額かつ 

長期（※１） 
人工呼吸器等装着者 

生活保護 ― ０ ０ ０ 

低所得Ⅰ 市町村民税 

非課税（世

帯） 

本人収入 

～８０万円 
2,500 円 2,500 円 

1,000 円 

低所得Ⅱ 
本人収入 

８０万円超～ 
5,000 円 5,000 円 

一般所得Ⅰ 
世帯の市民税課税額 

課税以上 7.1 万円未満 
10,000 円 5,000 円 

一般所得Ⅱ 
世帯の市民税課税額 

7.1 万円以上 25.1 万円未満 
20,000 円 10,000 円 

上位所得 
世帯の市民税課税額 

25.1 万円以上 
30,000 円 20,000 円 

 （※１）「高額かつ長期」について 

      医療費助成を受け始めてから，月ごとの医療費総額が５万円を超える月が年６回以上 

ある方が該当 

 

   

  

■保健所保健予防課 
保健対策グループ 
TEL 626-1116 FAX 626-1133 
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   令和 7 年 4 月 1 日現在 

 

疾患名 疾患名 

あ  

アイカルディ症候群 

え  

ＨＴＬＶ－１関連脊髄症 

アイザックス症候群 HTRA１関連脳小血管病 

ＩｇＡ腎症 ＡＴＲ－Ｘ症候群 

IgG4 関連疾患 エーラス・ダンロス症候群 

亜急性硬化性全脳炎 エプスタイン症候群 

悪性関節リウマチ エプスタイン病 

アジソン病 エマヌエル症候群 

アッシャー症候群 MECP２重複症候群 

アトピー性脊髄炎 ＬＭＮＢ１関連大脳白質脳症 

アペール症候群 遠位型ミオパチー 

アラジール症候群 

お  

黄色靭帯骨化症 

α１-アンチトリプシン欠乏症 黄斑ジストロフィー 

アルポート症候群 大田原症候群 

アレキサンダー病 オクシピタル・ホーン症候群 

アンジェルマン症候群 オスラー病 

アントレー・ビクスラー症候群 

か 

カーニー複合 

い  

イソ吉草酸血症 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん 

一次性ネフローゼ症候群 潰瘍性大腸炎 

一次性膜性増殖性糸球体腎炎 下垂体性ＡＤＨ分泌異常症 

１ｐ３６欠失症候群 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 

遺伝性自己炎症疾患 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 

遺伝性ジストニア 下垂体性ＴＳＨ分泌亢進症 

遺伝性周期性四肢麻痺 下垂体性ＰＲＬ分泌亢進症 

遺伝性膵炎 下垂体前葉機能低下症 

遺伝性鉄芽球性貧血 家族性高コレステロール血症（ホモ接合体） 

う 

ウィーバー症候群 家族性地中海熱 

ウィリアムズ症候群 家族性低βリポタンパク血症１（ホモ接合体） 

ウィルソン病 家族性良性慢性天疱瘡 

ウエスト症候群 カナバン病 

ウェルナー症候群 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 

ウォルフラム症候群 歌舞伎症候群 

ウルリッヒ病 ガラクトース-１-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症  

＜指定難病特定医療費助成の国の疾患（３４８疾患）＞ 
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疾患名 疾患名 

か 

カルニチン回路異常症 

け 

原発性高カイロミクロン血症 

肝型糖原病 原発性硬化性胆管炎 

間質性膀胱炎（ハンナ型） 原発性抗リン脂質抗体症候群 

環状２０番染色体症候群 原発性側索硬化症 

完全大血管転位症 原発性胆汁性胆管炎 

眼皮膚白皮症 原発性免疫不全症候群 

き 

偽性副甲状腺機能低下症 顕微鏡的多発血管炎 

ギャロウェイ・モワト症候群 

こ 

高ＩgD 症候群 

球脊髄性筋萎縮症 好酸球性消化管疾患 

急速進行性糸球体腎炎 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 

強直性脊椎炎 好酸球性副鼻腔炎 

巨細胞性動脈炎 抗糸球体基底膜腎炎 

巨大静脈奇形（頚部口腔咽頭びまん性病変） 後縦靭帯骨化症 

巨大動静脈奇形（頚部顔面又は四肢病変） 甲状腺ホルモン不応症 

巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 拘束型心筋症 

巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変） 高チロシン血症１型 

筋萎縮性側索硬化症 高チロシン血症２型 

筋型糖原病 高チロシン血症３型 

筋ジストロフィー 後天性赤芽球癆 

く 

クッシング病 広範脊柱管狭窄症 

クリオピリン関連周期熱症候群 膠様滴状角膜ジストロフィー 

クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 極長鎖アシル―ＣｏＡ脱水素酵素欠損症 

クルーゾン症候群 コケイン症候群 

グルコーストランスポーター１欠損症 コステロ症候群 

グルタル酸血症１型 骨形成不全症 

グルタル酸血症２型 ５ｐ欠失症候群 

クロウ・深瀬症候群 コフィン・シリス症候群 

クローン病 コフィン・ローリー症候群 

クロンカイト・カナダ症候群 混合性結合組織病 

け 

痙攣重積型（二相性）急性脳症 

さ 

鰓耳腎症候群 

結節性硬化症 再生不良性貧血 

結節性多発動脈炎 再発性多発軟骨炎 

血栓性血小板減少性紫斑病 左心低形成症候群 

限局性皮質異形成 サルコイドーシス 

原発性肝外門脈閉塞症 三尖弁閉鎖症 
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疾患名 疾患名 

さ 三頭酵素欠損症 す 脆弱Ｘ症候群関連疾患 

し 

ＣＦＣ症候群 

せ 

成人発症スチル病 

シェーグレン症候群 脊髄空洞症 

色素性乾皮症 脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を除く。） 

自己貪食空胞性ミオパチー 脊髄髄膜瘤 

自己免疫性肝炎 脊髄性筋萎縮症 

自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 セピアプテリン還元酵素（ＳＲ）欠損症 

自己免疫性溶血性貧血 前眼部形成異常 

シトステロール血症 全身性アミロイドーシス 

シトリン欠損症  全身性エリテマトーデス 

紫斑病性腎炎 全身性強皮症 

脂肪萎縮症 先天異常症候群 

若年性特発性関節炎 先天性横隔膜ヘルニア 

若年発症型両側性感音難聴 先天性核上性球麻痺 

シャルコー・マリー・トゥース病 先天性気管狭窄症／先天性声門下狭窄症 

重症筋無力症 先天性魚鱗癬 

修正大血管転位症 先天性筋無力症候群 

出血性線溶異常症 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール（GPI）欠損症  

ジュベール症候群関連疾患 先天性三尖弁狭窄症 

シュワルツ・ヤンペル症候群 先天性腎性尿崩症 

神経細胞移動異常症 先天性赤血球形成異常性貧血 

神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症  先天性僧帽弁狭窄症 

神経線維腫症 先天性大脳白質形成不全症 

神経有棘赤血球症 先天性肺静脈狭窄症 

進行性核上性麻痺 先天性副腎低形成症 

進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 先天性副腎皮質酵素欠損症 

進行性骨化性線維異形成症 先天性ミオパチー 

進行性多巣性白質脳症 先天性無痛無汗症 

進行性白質脳症 先天性葉酸吸収不全 

進行性ミオクローヌスてんかん 線毛機能不全症候群（カルタゲナー症候群を含む。）  

心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 前頭側頭葉変性症 

心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 

そ 

早期ミオクロニー脳症 

す 

睡眠時棘徐波活性化を示す発達性てんかん性

／脳症及びてんかん性脳症 
総動脈幹遺残症 

スタージ・ウェーバー症候群 総排泄腔外反症 

スティーヴンス・ジョンソン症候群 総排泄腔遺残 

スミス・マギニス症候群 ソトス症候群 

脆弱Ｘ症候群 た 第１４番染色体父親性ダイソミー症候群 
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疾患名 疾患名 

た 

ダイアモンド・ブラックファン貧血 

に 

２２ｑ１１．２欠失症候群 

大脳皮質基底核変性症 乳児発症ＳＴＩＮＧ関連血管炎 

大理石骨病 乳幼児肝巨大血管腫 

高安動脈炎 尿素サイクル異常症 

多系統萎縮症 ぬ ヌーナン症候群 

タナトフォリック骨異形成症 
ね 

ネイルパテラ症候群（爪膝蓋骨症候群）／ＬＭＸ１

Ｂ関連腎症 

多発血管炎性肉芽腫症 ネフロン癆 

多発性硬化症／視神経脊髄炎 

の 

脳クレアチン欠乏症候群 

多発性嚢胞腎 脳腱黄色腫症 

多脾症候群 脳内鉄沈着神経変性症 

タンジール病 脳表ヘモジデリン沈着症 

単心室症 膿疱性乾癬（汎発型） 

弾性線維性仮性黄色腫 嚢胞性線維症 

胆道閉鎖症 

は 

パーキンソン病 

ち 

遅発性内リンパ水腫 バージャー病 

チャージ症候群 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症 

中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 肺動脈性肺高血圧症 

中毒性表皮壊死症 肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性） 

腸管神経節細胞僅少症 肺胞低換気症候群 

て 

ＴＮＦ受容体関連周期性症候群 ハッチンソン・ギルフォード症候群 

TRPV４異常症 バッド・キアリ症候群 

低ホスファターゼ症 ハンチントン病 

天疱瘡 

ひ 

ＰＣＤＨ１９関連症候群 

と 

特発性拡張型心筋症 ＰＵＲＡ関連神経発達異常症 

特発性間質性肺炎 非ケトーシス型高グリシン血症 

特発性基底核石灰化症 肥厚性皮膚骨膜症 

特発性血栓症（遺伝性血栓性素因によるものに限る。）  非ジストロフィー性ミオトニー症候群 

特発性後天性全身性無汗症 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症  

特発性大腿骨頭壊死症 肥大型心筋症 

特発性多中心性キャッスルマン病 ビタミンＤ依存性くる病/骨軟化症 

特発性門脈圧亢進症 ビタミンＤ抵抗性くる病/骨軟化症 

ドラベ症候群 左肺動脈右肺動脈起始症 

な 

中條・西村症候群 ビッカースタッフ脳幹脳炎 

那須ハコラ病 非典型溶血性尿毒症症候群 

軟骨無形成症 非特異性多発性小腸潰瘍症 

難治頻回部分発作重積型急性脳炎 皮膚筋炎／多発性筋炎 
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疾患名 疾患名 

ひ 
表皮水疱症 

み 

ミオクロニー欠神てんかん 

ヒルシュスプルング病（全結腸型又は小腸型） ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん 

ふ 

ＶＡＴＥＲ症候群 ミトコンドリア病 

ファイファー症候群 

む 

無虹彩症 

ファロー四徴症 無脾症候群 

ファンコニ貧血 無βリポタンパク血症 

封入体筋炎 

め 

メープルシロップ尿症 

フェニルケトン尿症 メチルグルタコン酸尿症 

副甲状腺機能低下症 メチルマロン酸血症 

複合カルボキシラーゼ欠損症 メビウス症候群 

副甲状腺機能低下症 免疫性血小板減少症 

副腎皮質刺激ホルモン不応症 メンケス病 

ブラウ症候群 網膜色素変性症 

プラダー・ウィリ症候群 
も 

もやもや病 

プリオン病 モワット・ウィルソン症候群 

プロピオン酸血症 や ヤング・シンプソン症候群 

へ 

閉塞性細気管支炎 ゆ 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん 

β―ケトチオラーゼ欠損症   よ ４ｐ欠失症候群 

ベーチェット病 

ら 

ライソゾーム病 

ベスレムミオパチー ラスムッセン脳炎 

ペリー病 ランドウ・クレフナー症候群 

ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除く。）  

り 

リジン尿性蛋白不耐症 

片側巨脳症 両大血管右室起始症 

片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 リンパ管腫症/ゴーハム病 

ほ 

芳香族 L－アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 リンパ脈管筋腫症 

発作性夜間ヘモグロビン尿症 
る 

類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。） 

ホモシスチン尿症 ルビンシュタイン・テイビ症候群 

ポルフィリン症 

れ 

レーベル遺伝性視神経症 

ま 

マリネスコ・シェーグレン症候群 レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症  

マルファン症候群／ロイス・ディーツ症候群 レット症候群 

慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動

ニューロパチー 
レノックス・ガストー症候群 

慢性血栓塞栓性肺高血圧症 

ろ 

ロウ症候群 

慢性再発性多発性骨髄炎 ロスムンド・トムソン症候群 

慢性特発性偽性腸閉塞症 肋骨異常を伴う先天性側弯症 

 

  
※ 特定疾患治療研究事業にあたる「スモン」，「劇症肝炎」，「重症急性膵炎」，「プリオン病（ヒト由来乾燥硬膜

移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る）」の４疾患についても医療費助成の対象となっております。 

※ 対象疾病等の詳しい情報は，難病情報センターHP（httpｓ://www.nanbyou.or.jp/）をご参照ください。 
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■子ども支援課 
 管理グループ 

TEL 632-2296 FAX 638-8941 

■障がい福祉課 
 福祉サービスグループ 

   TEL  632-2363 
FAX  636-0398 

⑤ 小児慢性特定疾病医療費の助成 

 

小児慢性特定疾病（１６疾患群 ８０１疾病）にり患している患者が，指定医療機関で特定

疾病に係る医療を受けている場合において，その医療費を助成します。 

対 象 者 
市内に住所があり，満１８歳未満で小児慢性特定疾病の医療を受けている方 

ただし，継続更新の場合は満２０歳まで延長 

     

⑥ ひとり親家庭医療費助成  
 

ひとり親家庭などの親を対象に，健康保険が適

用になる診療を受けた場合において，その医療費を助成します。自立支援医療（精神通院）

を利用される方は，重複して申請することはできません。 

支給対象者 

市内に住所があるひとり親家庭の方で，１８歳到達後最初の３月３１日までの

児童及び，養育している父，母又は配偶者のいない養育者 

 ※ 児童扶養手当（２２ページ）と同様です。ただし，児童の障がいによる２０

歳までの延長はありません。 

支給制限 

次のような場合は支給されません。 

■申請者の所得が一定以上 

■配偶者や扶養義務者の所得が一定以上（同居している場合） 

※ 児童扶養手当と同様の所得制限です。２３ページの所得制限表をご覧く

ださい。 

 

(2) 保険適用外はり,きゅう,マッサージ施術料の助成 身 

在宅の満７０歳以上の高齢者，身体障がい者１・２級の方が， 

保険の適用外で，はり，きゅう，マッサージの施術を受けるとき 

に，料金の一部を助成します。 

 

助 成 内 容 
年間最高１８枚の『保険適用外はり，きゅう，マッサージ助成券』を交付します。

（助成券１枚は１，０００円）。 

使 用 方 法 
市が指定した施術所でのみ使用できます。施術１回につき１枚の助成券を使

用し，規定料金から１，０００円を差し引いた額を施術者に支払ってください。 

手 続 き 

『身体障がい者手帳』を持参のうえ手続きをしてください。 

※ 翌年度分からは毎年３月末に郵送いたしますので，手続きの必要はあり

ません。 

 

(3) とちぎ歯の健康センター 

とちぎ歯の健康センター診療所（宇都宮市一の沢２丁目２番５号）では，主に心身に障がい

がある方々の歯科診療を行っています。 

お口の中で困ったことがありましたら，お気軽にご相談ください。 

診 療 日 月曜日～金曜日（予約制） 

診 療 時 間 午前９時３０分～正午  午後１時３０分～午後５時 

休 診 日 
土，日，祝休日，年末年始 

お盆休み期間中（8 月 13 日～15 日） 

電 話 
予約直通：６４８－６４７２      
F A X ：６４８－６４８３  

■子ども政策課 
自立支援グループ 

   TEL 632-2386 FAX 638-8941 
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8 障がい福祉サービス等 

(1) 障害者総合支援法による障がい福祉サービス 身・知・精・難 

「障がい福祉サービス」は，介護の支援を受ける場合の「介 

護給付」，訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」があり， 

それぞれ利用する際の手続き方法が異なります。 

 

＜対象者＞ 

身体障がい者，知的障がい者，精神障がい者，難病患者（国の指定する３７６疾患）， 

障がい児（障がいのある１８才までの児童） 

＜対象となるサービス＞ 
   サービス 内     容 

介

護

給

付 

居 宅 介 護 

( ホ ー ム ヘ ル プ ) 

・障がい者等の自宅にホームヘルパーが訪問し，入浴，排せつ，食事などの介護や 

調理，洗濯，掃除などの家事援助，通院介助などを行います。 

重 度 訪 問 介 護 
・重度の肢体不自由者で，常に介護を必要とする方に，自宅での入浴，排せつ，食事 

などの介護や外出時における移動支援を総合的に行います。 

行 動 援 護 
・重度自己判断能力が制限されている方が行動するときに，危険を回避するために必 

要な支援，外出支援を行います。 

同 行 援 護 
・重度の視覚障がいにより移動が困難な方に，外出時における移動の介護や必要な 

支援を行います。 

重 度 障 がい者 等 

包 括 支 援 

・介護の必要性がとても高い方に，居宅介護，行動支援，通所サービスなどを包括的 

に行います。 

短 期 入 所 

（ シ ョ ー ト ス テ イ ） 

・自宅で介護する方が病気の場合などに，短期間，夜間も含め施設で，入浴，排せ 

つ，食事の介護などを行います。 

療 養 介 護 
・医療と常時介護を必要とする方に，医療機関で，機能訓練，療養上の管理，看護， 

介護および日常生活の支援を行います。 

生 活 介 護 
・常に介護を必要とする方に，昼間，入浴，排せつ，食事の介護などを行うとともに， 

創作的活動または生産活動の機会を提供します。 

障がい者支援施設

で の 夜 間 ケ ア 等  

（施 設 入 所 支 援 ） 

・施設に入所している方に，夜間や休日，入浴，排せつ，食事などの介護を行いま

す。 

訓

練

等

給

付 

自 立 訓 練       

(機能訓練・生活訓練) 

・自立した日常生活または社会生活ができるよう，一定期間，身体機能または生活能

力の向上のために必要な訓練を行います。 

就 労 移 行 支 援 
・一般企業等への就労を希望する方に，一定期間，就労に必要な知識および能力の

向上のために必要な訓練を行います。 

就 労 継 続 支 援   

（雇用型・非雇用型） 

・一般企業等での就労が困難な方に，働く場を提供するとともに，知識および能力の

向上のために必要な訓練を行います。 

共 同 生 活 援 助 

（グループホーム） 
・夜間や休日，共同生活を行う住居で，相談や日常生活上の援助を行います。 

自 立 生 活 援 助 
・施設等から地域での一人暮らしに移行した方に，一定期間，定期的な巡回訪問や 

随時の相談対応を行います。 

就 労 定 着 支 援 
・就労移行支援等を利用し一般就労へ移行した方の，就労に伴う課題に対応するた 

め，一定期間，自宅や企業等の定期訪問や連絡調整を行います。 

※ 事業所・施設等については，別冊の事業所・施設等一覧をご覧ください。 

 

■障がい福祉課 
相談支援グループ 
TEL 632-2366 

2869,2354 
FAX 636-0398 
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＜利用の手続き＞ 

所定の申請書に必要事項を記入し,障がい福祉課で申請してください。 

    また，障がい福祉サービスの利用には指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作

成するサービス等利用計画（計画相談支援）が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 身近な地域に指定特定相談支援事業所がない場合等において，サービス等利用計画に

代えて，「セルフプラン」を作成し提出することができます。また，介護保険制度を利用して

いる方は「ケアプラン」，障がい児通所支援を利用している方は「障がい児支援利用計画」

を提供していただきます。 

【図１ 計画相談支援のフロー図】

 

 

計画相談支援（詳細は下記図１参照） 
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(2) 地域生活支援事業 

サ ー ビ ス 内     容 

移 動 支 援 
屋外での移動に困難がある障がい児・者に対し，外出のための支援

を行います。 

地域活動支援センター 
利用者に対し，創作的活動，生産活動の機会の提供等社会との交

流を促進するための支援を行います。 

訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 
自宅の浴槽での入浴が困難な在宅の重度身体障がい者・重症心身

障がい児・者に対し，訪問による入浴サービスを行います。 

日 中 一 時 支 援 
障がい児・者の日中における活動の場を提供し，見守りを実施しま

す。（日中支援型と医療的ケア支援事業があります。） 

重 度 障 が い 者 等 

就 労 支 援 特 別 事 業 

重度訪問介護，同行援護，行動援護を利用している方を対象に，通

勤時の介助や，就労時における身体の介護などの支援を行います。 

(3) サービスの利用者負担 

利用者負担については，原則として，サービスの提供に要した費用の１割を負担することに

なります（定率負担）。また，市民税課税額等に応じて，利用者ごとの月額負担上限額が設定さ

れますので，ひと月に利用したサービスの量にかかわらず，上限額以上の負担はありません。 

障がい福祉サービス・地域生活支援事業の月額負担上限額 
 
【１８歳以上の障がい者】・・・利用者本人および利用者の配偶者の所得状況等で判断 

負担区分 対    象 月額負担上限額 

生   保 生活保護受給者 0 円 

低所得 １ 
市民税 

非課税世帯 

本人収入約 80 万円以下 

（年金 2 級相当） 
0 円 

低所得 ２ 
本人収入約 80 万円超 

（年金 1 級相当） 
0 円 

一 般 １ 市民税 

課税世帯 

所得割 16 万円未満 9,300 円 

一 般 ２ 所得割 16 万円以上 37,200 円 

 

【１８歳未満の障がい児】・・・利用する障がい児の属する世帯の所得状況等で判断 

負担区分 対    象 月額負担上限額 

生   保 生活保護受給者 0 円 

低所得 １ 市民税 

非課税世帯 

 

障がい児の保護者の 

収入が 80 万円以下 
0 円 

低所得 ２ 
障がい児の保護者の 

収入が 80 万円超 
0 円 

一 般 １ 市民税 

課税世帯 

所得割 28 万円未満 4,600 円 

一 般 ２ 所得割 28 万円以上 37,200 円 

 

  ※ 施設入所者および共同生活援助の支給決定がされている方については，認定方法が一

部異なります。 

  ※ 障がい福祉サービスと補装具，障がい児通所支援，介護保険サービスのいずれかを併用

した場合や，６５歳に至る前の５年間にわたり居宅介護等の障がい福祉サービスの支給決

定を受けていた等の一定の条件を満たした場合は，高額償還の対象になる場合があります

ので，詳細については障がい福祉課までお問い合わせください。 
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① 合算上限額の助成制度   

地域生活支援事業のひと月の利用者負担合計額と，障がい福祉サービス（介護給付およ

び訓練等給付）の利用者負担合計額が，利用者負担上限月額を超えた場合は，申請してい

ただくことにより，市から，その超えた額を償還払い方式により支給します。 

 

支給申請の期限は，サービス提供月の翌月初日から１年以内です。 

 

なお，月額上限額の適用期間は，障がい福祉サービスの決定に伴い，利用期間中に変更に

なる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈合算上限額のイメージ〉 

 

 

 

 

 

 

 
 

② 地域生活支援事業等の利用者負担額 

 

   地域生活支援事業等を利用された場合の利用者の負担額の上限は，次のとおりです。 

 

１ 地域活動支援センター事業 

サービス区分 金額 

A 型（１日） 390 円 

B 型（１日） 300 円 

低所得者の食事提供加算 ※A 型 30 円 

入浴加算 ※A 型 40 円 

送迎加算（片道） 54 円 

 

 

障がい福祉サービス 
･･･介護給付･･･         ･･･訓練等給付･･･ 
●ホームヘルプ          
●重度訪問介護         
●行動援護            
●同行援護            
●重度障がい者等包括支援  
●ショートステイ         
●生活介護            
●療養介護 
●施設入所支援 

地域生活支援事業 
 
◆移動支援 
◆地域活動支援センター 
◆訪問入浴サービス 
◆日中一時支援 
 

○自立訓練 
○就労移行支援 
○就労継続支援 
○グループホーム 
○自立生活援助 
○就労定着支援 

負

担 

支援事業 

障がい福祉 

サービス 

障がい福祉 

サービス 地域生活 

支援事業 

地域生活 

 

償還分 
【合算なし】 【合算後】 

上限額 
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２ 移動支援事業 

サービス 

提供時間 
30 分 1 時間 

1 時間 

30 分 
2 時間 

2 時間 

30 分 
3 時間 

以後 

30 分毎 

個別支援型 

区分Ａ 
230 円 400 円 580 円 655 円 730 円 805 円 70 円 

個別支援型 

区分Ｂ 
80 円 150 円 225 円 295 円 365 円 435 円 70 円 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援型 

区分Ａ 
161 円 280 円 406 円 459 円 511 円 564 円 49 円 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援型 

区分Ｂ 
56 円 105 円 158 円 207 円 256 円 305 円 49 円 

※ 区分 A：身体介護を伴う者 

※ 区分 B：身体介護を伴わない者 

※ 上記は，8：00～18：00 までの金額です。夜間・早朝・深夜は加算があります。 

 

３ 訪問入浴サービス事業 

サービス区分 金額 

１回 1,310 円 

 

４ 日中一時支援事業 

○ 日中支援型 

サービス提供時間 
4 時間以下 

（１ポイント） 

4 時間超～8 時間以下 

（２ポイント） 

8 時間超 

（３ポイント） 

基本分 200 円 400 円 600 円 

送迎加算（片道） 54 円 

低所得者の食事提供加算 30 円 

    

○ 重症心身障がい児・者医療的ケア支援事業 

サービス提供時間 
4 時間以下 

（１ポイント） 

4 時間超～8 時間以下 

（２ポイント） 

8 時間超 

（３ポイント） 

区分 A 500 円 1,000 円 1,500 円 

区分 B 500 円 1,000 円 1,500 円 

送迎加算（片道） 54 円／医療的ケアを行う職員が同乗した場合 91 円 

低所得者の食事提供加算 30 円 

※ 区分 A：気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者 

※ 区分 B：その他の医療的ケアを必要とする者 
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9 児童福祉法による障がい児支援 

(1) 障がい児入所支援 

障がい児入所支援については，児童相談所への相談が必要です。 

詳細については，お問い合わせください。 

 

(2) 障がい児通所支援 

障がい児通所支援の申請窓口は，子ども発達センターになります。 

支援の種類と内容については，以下の通りです。 

＜利用の手続き＞ 

 所定の申請書に必要事項を記入し，子ども発達センターへ申請をしてください。また，障が

い児通所支援の利用には指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員が作成する「障害

児支援利用計画」，又は申請者が作成する「セルフプラン」の提出が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援 内容 

児童発達支援 
未就学の障がい児に対して，日常生活における基本的な動作の指導，知

識技能の付与，集団生活への適応訓練，その他必要な支援を行います。 

医療型児童発達支援 
 未就学で，肢体不自由のある理学療法等の機能訓練又は医療的管理下で

の支援が必要であると認められた障がい児に対して，児童発達支援及び治

療を行います。 

放課後等デイサービス 
 学校教育法に規定する学校に就学している障がい児に対して，授業の終了

後又は学校の休業日において，生活能力の向上のために必要な訓練，社会

との交流の促進その他必要な支援を行います。 

保育所等訪問支援 
 保育所・幼稚園・認定こども園等に通う主に知的障がいのあるお子さんに対

し，支援員が保育所等に訪問し，集団生活への適応を促すことを目的とした

療育を行います。 

居宅訪問型児童発達

支援 

 病気や重度の障がいなどによって児童発達支援を受けるための通所が困

難な障がい児に対し，支援員が自宅を訪問し，日常生活における基本的な動

作の指導や知識技能の付与，その他必要な支援を行います。 

■子ども発達センター 
TEL  647-4721 
FAX  647-4715 

指定障がい児通所支援事業者等 

※利用者のご負担については，世帯の収入に基づいて決定されます。 

 また，障がい福祉サービスと障がい児通所支援，両方の利用時には，高額償還の対象になる

場合がありますので，詳細については，子ども発達センターへお問い合わせください。 

④サービスの 

提供 

③契約 

宇都宮市 

（子ども発達センター） 
⑦障がい児通所給付費の支払 

（代理受領） 

②支給決定 

受給者証交付 

① 障がい児通所 

給付費の支給申請 

⑥障がい児通所給付費の請求 

（代理受領） 

⑤利用者負担の 

支払い 

■栃木県中央児童相談所 
TEL  665-7830 
FAX  665-7831 

利用者 
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10 在宅福祉 

Ⅰ 日常生活の支援 

(1) 補装具の購入・修理（補装具費支給）身・難 

身体に障がいのある部分を補って，日常生活や職業生活をしやすくするために必要な

補装具の交付や修理を行います。 

（注） 労災保険の窓口は別になります。 

 

補装具の種類 

肢体不自由:歩行補助つえ（１本杖を除く），車椅子，歩行器，義肢，装

具，姿勢保持装置など 

視覚障がい: 視覚障がい者安全つえ，義眼，眼鏡など 

聴覚障がい: 補聴器，人工内耳音声信号処理装置（修理のみ） 

そ の 他：重度障がい者用意思伝達装置（肢体不自由および音声・ 

言語機能障がい） 
※  品目により，更生相談所の判定（医師の意見書）が必要なものもあ

りますので，事前にご相談ください 
※  介護保険対象者は，介護保険のサービスが優先となります。 

利用者負担 

・ 原則，応能負担 

・ 利用者と同一世帯に属する方が，障がい福祉・介護保険・障がい児

支援のサービスを利用し，補装具費の支給を受けており，利用者負

担合計額が，利用者負担上限月額を超えた場合，申請していただく

ことにより，市から，その超えた額を償還払い方式により支給 

 

  

【１８歳以上の障がい者】 

   ・補装具費の支給基準および月額負担上限額を算定する際の所得段階区分については，

利用者本人と配偶者のみの所得で判断されます。   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本人または配偶者のうち，市民税所得割の最多納税者の納税額が４６万円以上の 

場合は，支給の対象外となります。 

  

負担区分 対   象 月額負担上限額 軽減後 

生 保 生活保護受給者 0 円 0 円 

低所得 市民税非課税者 0 円 0 円 

一 般 
市民税 

課税者 

所得割 16 万円未満  
37,200 円 

9,300 円 

所得割 16 万円以上  37,200 円 

(注）労働基準監督署 
TEL 633-4251 

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 
TEL 632-2363 
FAX 636-0398 

市の独自軽減 
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【１８歳未満の障がい児】 

・補装具費の支給基準および月額負担上限額を算定する際の所得区分については， 

利用する障がい児の属する世帯の所得で判断されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重度障がい者・児等への日常生活用具の給付・貸与 身・知・精・難 

重度障がい者・児および難病患者等が家庭生 

活を営むうえでの不便を解消し，容易に日常生活

ができるようにするために必要な生活用具を給

付・貸与します。原則として購入等に係る費用の１割を負担いただくことになりますが，所得に

応じて一定の月額負担上限額を設定いたします。（補装具と同じです。） 

貸与器具については，低所得世帯のみとなります。 

※ 介護保険対象者は，介護保険のサービスが優先となります。 

※ 事前にご相談ください。 

 

 

 

  

負担区分 対   象 月額負担上限額 軽減後 

生 保 生活保護受給世帯 0 円 0 円 

低所得 市民税非課税世帯 0 円 0 円 

一 般 
市民税 

課税世帯 

所得割 28 万円未満  
37,200 円 

4,600 円 

所得割 28 万円以上  37,200 円 

市の独自軽減 

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 

TEL 632-2363  FAX 636-0398 
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重度障がい者・児用給付種目（身体・知的・精神）  ※難病含む 

 

〇介護・訓練支援用具 

種   目 
基準額 

（円） 
対 象 者 性   能 

耐用 

年数 

特殊寝台 

（介護優先） 
154,000 

①下肢又は体幹機能障がい２級以

上で 18 歳以上の者 

②難病患者等（障害者総合支援法第

4 条第 1 項及び第 2 項に規定する難

病患者等をいう。以下同じ。）であっ

て，当該難病に起因し，寝たきりの状

態にある者 

腕，脚等の訓練のできる器具を付帯

し，原則として使用者の頭部及び脚

部の傾斜角度を個別に調整できる機

能を有するもの 8 年 

特殊マット 

（介護優先） 
19,600 

①下肢又は体幹機能障がい 1 級の

18 歳以上の者 

②下肢又は体幹機能障がい 2 級以

上で 3 歳以上の児 

③重度の知的障がい児・者で 3 歳以

上の者 

④難病患者等であって，当該難病に

起因し，寝たきりの状態にある者 

褥瘡の防止又は失禁等による汚染

又は損耗を防止できる機能を有する

もの 

5 年 

エアマット 

（介護優先） 
82,400 

①両下肢又は体幹機能障がい１級

の身体障がい児・者（常時介護を要

する寝たきりの者に限る。） 

褥瘡の防止のためのものであってエ

アマットと送風装置からなるもの 5 年 

特殊尿器 

（介護優先） 
67,000 

①下肢又は体幹機能障がい 1 級で

常時介護を必要とする学齢児以上の

児・者 

②難病患者等であって，当該難病に

起因し，自力で排尿できない者 

尿が自動的に吸引されるもので，障

がい者等又は介護者が容易に使用

し得るもの 5 年 

入浴担架 82,400 

①下肢又は体幹機能障がい２級以

上で入浴に介護を要する 3 歳以上の

児・者 

障がい者を担架に乗せたままリフト

装置により入浴させるもの 5 年 

体位変換器 

（介護優先） 
15,000 

①下肢又は体幹機能障がい２級以

上で，下着交換等に当たって，家族

等他人の介助を要する学齢児以上

の児・者 

②難病患者等であって，当該難病に

起因し，寝たきりの状態にある者 

介助者が障がい者等の体位を変換

させるのに容易に使用し得るもの 

5 年 

移動用リフト 

（介護優先） 
159,000 

①下肢又は体幹機能障がい 2 級以

上で 3 歳以上の児・者 

②難病患者等であって，当該難病に

起因し，下肢又は体幹機能に障がい

のある者 

介護者が障がい者等を移動させるに

あたって，容易に使用し得るもの。た

だし，天井走行型その他住宅改修を

伴うものを除く。 

4 年 

訓練いす 33,100 

①下肢又は体幹機能障がい 2 級以

上の児童であって，原則として 3 歳以

上の児 

原則として付属のテーブルをつける

ものとする 5 年 

訓練用ベット 159,200 

①下肢又は体幹機能障がい 2 級以

上で学齢児以上の児・者 

②難病患者等であって，当該難病に

起因し，下肢又は体幹機能に障がい

のある者 

腕又は脚の訓練ができる器具を備え

たもの 

8 年 
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〇自立生活支援用具 

種   目 
基準額 

（円） 
対 象 者 性   能 

耐用 

年数 

入浴補助用具 

（介護優先） 
90,000 

①下肢又は体幹機能障がい児・

者で入浴に介助を要する 3 歳以

上の児・者 

②難病患者等であって，当該難

病に起因し，入浴に介助を要す

る者 

入浴時の移動，座位の保持，浴

槽への入水等を補助でき，障が

い者等又は介助者が容易に使用

し得るもの。ただし，設置に当た

り住宅改修を伴うものを除く。 

8 年 

便器 

（手すり） 

（介護優先） 

4,450 

(5,400) 

①下肢又は体幹機能障がい 2 級

以上で学齢児以上の児・者 

②難病患者等であって，当該難

病に起因し，常時介助を要する

者 

障がい者等が容易に使用し得る

もの。（手すりをつけることができ

る。）ただし，取替えに当たり住宅

改修を伴うものを除く。 

8 年 

Ｔ字状・棒状のつえ 3,000 
①下肢若しくは体幹機能障がい

児・者 

障がい者が容易に使用し得るも

の 
3 年 

移動・移乗

支援用具 

（介護優先） 

60,000 

①平衡機能又は下肢若しくは体

幹機能障がいを有する身体障が

い児・者で，家庭内の移動等にお

いて介助を必要とする 3 歳以上

の児・者 

②難病患者等であって，当該難

病に起因し，下肢が不自由な者 

おおむね次のような性能を有す

る手すり，スロープ等であること。 

ア 障がい者等の身体機能の状

態を十分踏まえたものであって，

必要な強度と安定性を有するも

の 

イ 転倒予防，立ち上がり動作の

補助，移乗動作の補助，段差解

消等の用具とする。 

ただし，設置に当たり住宅改修を

伴うものを除く。 

8 年 

頭部保護帽 12,160 

①下肢又は体幹機能障がい児・

者 

②てんかんの発作等により頻繁

に転倒する重度の知的障がい

児・者および精神障がい者 1 級 

転倒の衝撃から頭部を保護でき

るもの 
3 年 

特殊便器 151,200 

①上肢障がい 2 級以上の者 

②上肢障がい 2 級以上の児童で

学齢児以上の児 

③重度の知的障がい児・者で訓練

を行っても自ら排便後の処理が困

難な児・者 

④難病患者等であって，当該難

病に起因し，上肢機能に障がい

のある者 

障がい児・者又は介護者が容易

に使用し得るもので，温水温風を

出し得るもの。ただし，取替えに

当たり住宅改修を伴うものを除

く。 

8 年 

火災警報器 

15,500 

(ただし，聴

覚障がい児 

・者の場合は

32,600) 

①障がい等級 2 級以上の身体障

がい児・者（ただし，聴覚障がい

児・者の場合は等級にかかわら

ず） 

②重度の知的障がい児・者 

③精神障がい者 1 級で，火災発

生の感知・避難が著しく困難な者 

室内の火災を煙又は熱により感

知し，音若しくは振動又は光を発

し屋外にも警報ブザーで知らせ

得るもの 

8 年 
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種   目 
基準額 

（円） 
対 象 者 性   能 

耐用 

年数 

自動消火器 28,700 

①障がい等級 2 級以上の身体障

がい児・者（ただし，聴覚障がい

児・者の場合は等級にかかわら

ず） 

②重度の知的障がい児・者 

③精神障がい者 1 級 

で，火災発生の感知・避難が著し

く困難な者 

④火災発生の感知及び避難が著

しく困難な難病患者等 

室内温度の異常上昇又は炎の

接触で自動的に消火液を噴射し

初期火災を消火し得るもの 

8 年 

電磁調理器 41,000 

①視覚障がい 2 級以上の身体障

がい児・者のみの世帯及びこれ

に準ずる世帯 

②重度の知的障がい者で 18 歳

以上の者 

視覚障がい者，知的障がい者が

容易に使用し得るもの 
6 年 

歩行時間延

長信号機用

小型送信機 

7,000 
①視覚障がい 2 級以上で学齢児

以上の児・者 

視覚障がい者が容易に使用し得

るもの 
10 年 

聴覚障がい

者用屋内信

号装置 

87,400 

①聴覚障がい 2 級以上の 18 歳

以上の者で聴覚障がい者のみの

世帯及びこれに準ずる世帯で日

常生活上必要と認められる世帯 

音，音声等を視覚，触覚等により

知覚できるもの 
10 年 

 

〇在宅療養等支援用具 

種   目 
基準額 

（円） 
対 象 者 性   能 

耐用 

年数 

透析液加温

器 
51,500 

①腎臓機能障がい 3 級以上で自

己連続携行式腹膜灌流法

（CAPD）による透析療法を行う者 

②腎臓機能障がい 3 級以上で 3

歳以上の児 

透析液を加温し，一定温度に保

つもの 
5 年 

ネブライザー 

（吸入器） 
36,000 

①呼吸器機能障がい 3 級以上又

は同程度の身体障がい児・者で

あって必要と認められる者で学

齢児以上の児・者 

②難病患者等であって，当該難

病に起因し，呼吸器機能に障が

いのある者 

障がい者等が容易に使用し得る

もの 
5 年 

電気式たん

吸引器 
56,400 

①呼吸器機能障がい 3 級以上又

は同程度の身体障がい児・者で

あって必要と認められる者で学

齢児以上の児・者 

②難病患者等であって，当該難

病に起因し，呼吸器機能に障が

いのある者 

障がい者等が容易に使用し得る

もの 
5 年 
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種   目 
基準額 

（円） 
対 象 者 性   能 

耐用 

年数 

電気式 

たん吸引器 
56,400 

①呼吸器機能障がい 3 級以上又

は同程度の身体障がい児・者で

あって必要と認められる者で学

齢児以上の児・者 

②難病患者等であって，当該難

病に起因し，呼吸器機能に障が

いのある者 

障がい者等が容易に使用し得る

もの 
5 年 

視覚障がい

者用体温計

（音声式） 

9,000 
①視覚障がい 2 級以上で学齢児

以上の児・者 

視覚障がい児・者が容易に使用

し得るもの 
5 年 

視覚障がい

者用体重計 
18,000 

①視覚障がい 2 級以上の 18 歳

以上の者で視覚障がい者のみの

世帯及びこれに準ずる世帯 

視覚障がい者が容易に使用し得

るもの 
5 年 

視覚障がい

者用血圧計 
15,000 

①視覚障がい 2 級以上の 18 歳

以上の者で視覚障がい者のみの

世帯及びこれに準ずる世帯 

視覚障がい者が容易に使用し得

るもの 
5 年 

動脈血中酸素

飽和度測定器

（パルスオキ

シメーター） 

157,500 

①難病患者等であって，当該難

病に起因し，人工呼吸器の装着

が必要な者 

呼吸状態を継続的にモニタリング

することが可能な機能を有し，難

病患者等が容易に使用し得るも

の 

5 年 

視覚障がい

者用体重計 
18,000 

①視覚障がい 2 級以上の 18 歳

以上の者で視覚障がい者のみの

世帯及びこれに準ずる世帯 

視覚障がい者が容易に使用し得

るもの 
5 年 

 

〇情報・意思疎通支援用具 

種   目 
基準額 

（円） 
対 象 者 性   能 

耐用 

年数 

携帯用会話

補助装置 
98,800 

①音声機能若しくは言語機能障

がい児・者又は肢体不自由児・者

であって，発声・発語に著しい障

がいを有する者で学齢児以上の

児・者 

携帯式で，ことばを音声又は文

章に変換する機能を有し，障が

い児・者が容易に使用し得るもの 

5 年 

情報・通信

支援用具 
100,000 

①視覚障がい又は上肢機能障が

い 2 級以上の児・者 

情報機器（パソコン又は携帯情

報端末）を使用する際に必要な

不自由さを補助する周辺機器や

ソフト等で障がい児・者が容易に

使用し得るもの 

5 年 

点字ディス

プレイ 
383,500 

①視覚障がい１級又は視覚障

がい２級かつ聴覚障がい２級

の身体障がい者で必要と認め

られる者で 18 歳以上の者 

文字等のコンピュータの画面

情報を点字等により示すこと

のできるもの 

6 年 

点字器 10,400 
①視覚障がい児・者で学齢児

以上の児・者 

視覚障がい児・者が容易に使

用し得るもの 
7 年 

点字ディス

プレイ 
383,500 

①視覚障がい１級又は視覚障

がい２級かつ聴覚障がい２級

の身体障がい者で必要と認め

られる者で 18 歳以上の者 

文字等のコンピュータの画面

情報を点字等により示すこと

のできるもの 

6 年 
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種   目 
基準額 

（円） 
対 象 者 性   能 

耐用 

年数 

点字器 10,400 
①視覚障がい児・者で学齢児以

上の児・者 

視覚障がい児・者が容易に使用

し得るもの 
7 年 

点字タイプラ

イター 
63,100 

①視覚障がい 2 級以上の身体障

がい児・者で，本人が就労若しく

は就学しているか就労が見込ま

れる児・者 

視覚障がい児・者が容易に使用

し得るもの 
5 年 

視覚障がい

者用ポータ

ブルレコー

ダー 

85,000 
①視覚障がい 2 級以上の身体障

がい児・者で学齢児以上の児・者 

①音声等により操作ボタンが知

覚又は認識でき，かつ，ＤＡＩＳＹ

方式による録音並びに当該方式

により記録された図書の再生が

可能な製品であって，視覚障が

い者が容易に使用し得るもの。 

または， 

②音声等により操作ボタンが知

覚又は認識でき，かつ，ＤＡＩＳＹ

方式により記録された図書の再

生が可能な製品であって，視覚

障がい者が容易に使用し得るも

の 

6 年 

視覚障がい

者用ボイス

レコーダー 

23,000 
①視覚障がい 2 級以上の身体障

がい児・者で学齢児以上の児・者 

操作の表示が点字で表示されて

いるもの又は簡単に操作ができ

るもの 

5 年 

視覚障がい

者用活字文

書読上げ 

装置 

99,800 
①視覚障がい 2 級以上の身体障

がい児・者で学齢児以上の児・者 

①文字情報と同一紙面上に記載

された当該文字情報を暗号化し

た情報を読み取り，音声信号に

変換して出力する機能を有する

もので，視覚障がい児・者が容易

に使用し得るもの。 

②事前に，知りたい物の内容を

音声で登録したタグを読み取り，

登録した内容を音声で出力する

機能を有するもので，視覚障が

い児・者が容易に使用し得るもの 

6 年 

視覚障がい

者 用 拡 大 

読 書 器 

（暗所視  

支援眼鏡） 

198,000 

①視覚障がい児・者であって，本

装置により文字等を読むことが可

能になる者で学齢児以上の児・

者 

②網膜色素変性症等の疾患によ

り視野狭窄症，夜盲症の症状が

ある者で学齢児以上の児・者 

①画像入力装置を読みたいもの

（印刷物等）の上に置くことで，簡

単に拡大された画像（文字等）を

モニターに映し出せるもの。 

②音声読み取り画面の上に読み

たいもの（印刷物等）を置くこと

で，活字文書を認識し，簡単に音

声読み上げができるもの。 

③暗所視支援眼鏡を身に着ける

ことで，画像（文字等）をモニター

に映し出せるもの 

8 年 

視覚障がい

者用時計 

触読式 

10,300 

音声式 

13,300 

①視覚障がい 2 級以上で 18 歳以

上の者（音声時計は手指の触覚

に障がいがある等のため触読式

時計の使用が困難な者を原則） 

視覚障がい者が容易に使用し得

るもの 
10 年 
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種   目 
基準額 

（円） 
対 象 者 性   能 

耐用 

年数 

聴覚障がい

者用通信 

装置 

71,000 

①聴覚障がい児・者又は発声・発

語に著しい障がいを有する児・者

でコミュニケーション，緊急連絡

等の手段として必要と認められる

者で，学齢児以上の児・者 

一般の電話に接続することがで

き，音声の代わりに，文字等によ

り通信が可能な機器であり，障が

い者が容易に使用できるもの 

5 年 

聴覚障がい

者用情報 

受信装置 

88,900 

①聴覚障がい児・者であって，本

装置によりテレビの視聴が可能

になる者 

字幕及び手話通訳付きの聴覚障

がい児・者用番組並びにテレビ番

組に字幕及び手話通訳の映像を

合成したものを画面に出力する

機能を有し，かつ，災害時の聴覚

障がい児・者向け緊急信号を受

信するもので，聴覚障がい児・者

が容易に使用し得るもの 

6 年 

人工喉頭 70,100 ①喉頭摘出者 

顎下部等にあてた電動板を駆動

させ，経皮的に音源を口腔内に

導き構音化するもの 

5 年 

福祉電話 

(貸与) 

 ①難聴者又は外出困難な身体障

がい者（原則として 2 級以上）で

あって，コミュニケーション，緊急

連絡等の手段として必要性があ

ると認められる者及びファックス

被貸与者（障がい者のみの世帯

及びこれに準ずる世帯） 

障がい者が容易に使用し得るも

の 
― 

点字図書 
 ①主に，情報の入手を点字に

よっている視覚障がい者 
点字により作成された図書 ― 

 

〇排泄・管理支援用具 

種   目 
基準額 

（円） 
対 象 者 性   能 

耐用 

年数 

ストマ装具 

消化器系 

8,600/月 

尿路系 

11,300/月 

①ストマ造設者 
障がい児・者が容易に使用し得

るもの(サポート用品を含む※) 
― 

収尿器 8,500 ①高度の排尿機能障がい者 
障がい児・者が容易に使用し得

るもの 
1 年 

※ この表における「サポート用品」とは次に掲げるものをいう。 

    皮膚保護ペースト(パテ)，皮膚保護パウダー，皮膚保護ウエハー，固定用ベルト，サージカ

ルテープ，コンベックスインサート，剥離剤(リムーバー)，皮膚被膜剤(スキンバリア)，レッグ

バッグ(下肢装着用ウロバッグ)，ナイトドレーナージバック(夜間用ウロバッグ)，パウチカバー，

皮膚保護剤穴あけ専用はさみ，消臭剤 
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種   目 
基準額 

（円） 
対 象 者 性   能 

耐用 

年数 

紙おむつ等 

（紙おむつ，

洗腸用具，

サラシ・ 

ガーゼ，尿と

りパッド，お

しりふき，手

袋等衛生用

品を含む） 

12,000/月 

３歳以上であって，次のいずれか

に該当する者 

①治療によって軽快の見込みの

ないストマ周辺の皮膚の著しい

びらん，ストマの変形のためスト

マ用装具を装着することができな

い者で，紙おむつ等の用具類を

必要とするもの 

②先天性疾患（先天性鎖肛をの

ぞく）に起因する神経障がいによ

る高度の排尿機能障がいまたは

高度の排便機能障がいのある者

で，紙おむつ等の用具類を必要

とするもの 

③先天性鎖肛に対する肛門形成

術に起因する高度の排便機能障

がいのある者で，紙おむつ等の

用具類を必要とするもの 

④脳性麻痺等脳原性運動機能

障がいにより排尿若しくは排便の

意思表示が困難な者で，身体障

がい者更生相談所もしくは指定

育成医療機関（児の場合）の判

定により，紙おむつ等の用具類を

必要とするもの 

障がい児・者が容易に使用し得

るもの 
― 

居宅生活動

作補助用具 

（介護優先） 

200,000 

①下肢，体幹機能障がい又は乳

幼児期以前の非進行性の脳病

変による運動機能障がい（移動

機能障がいに限る。）3 級以上の

身体障がい児・者で学齢児以上

の児・者（特殊便器への取替えを

する場合は，上肢障がい 2 級以

上の者） 

②難病患者等であって，当該難

病に起因し，下肢又は体幹機能

に障がいのある者 

障がい者の移動等を円滑にする

用具で設置に小規模な住宅改修

を伴うもの 

― 
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(3) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成 難 

両耳の聴力レベルが原則として３０デシベル以上７０デシベル未満で，身体障がい者手帳の

交付対象とならない軽度・中等度の難聴児（１８歳未満）の補聴器の交付や修理を行います。原

則として購入等に係る費用の１割を負担いただくことになりますが，所得に応じて一定の月額負

担上限額を設定いたします。（補装具と同じです。） 

本人または世帯員のうち，市民税所得割の最多納税者の納税額が４６万円以上の場合は， 

支給の対象外となります。 

※ 新規交付につきましては，医師の意見書が必要となります。 

※ 労働者災害補償保険法（平成２２年法律第５０号）その他の法令の規定に基づき，補聴

器購入費等の助成を受けている場合は対象外となります。 

 

 

(4) 人工内耳体外装置購入費等助成 身 

   人工内耳を装用している聴覚障がい者・児に，下記による体外装置の買い替え等に要する

費用の一部を助成します。 

対象要件 

・正常な使用のもとで生じた故障による買い替えや修理 

・聞こえの向上や機能向上を目的とした買い替え（医師の意見書が必要） 

※  事前にご相談ください。 

助成対象外 

・故意，過失，事故による故障や，盗難，紛失の場合 

・医療保険や民間保険，補装具（修理のみ）等の他制度で給付される場合 

・本制度で助成を受けてから５年を経過していない場合 

・助成対象者又はその配偶者のうち，市民税所得割が４６万円以上の方がい

る場合（助成対象者が１８歳未満の場合を除く。） 

助成額 
買い替えや修理に要する費用の２分の１ 

ただし，その額は４５０，０００円を限度 

 

  

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 

TEL 632-2363FAX 636-0398

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 

TEL 632-2363FAX 636-0398 
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(5) 重度身体障がい者住宅改造費の助成 身 

重度の身体障がい児（者）の日常生活を容易にするために，住宅設備を改造する経費の一

部を補助することにより，生活環境の整備を図ります。 

対 象 者 

次のすべての条件を満たす方に給付されます。 

・１級・２級に該当する両下肢または体幹の機能障がいを有している方 

または，３級に該当する下肢の障がいのうち一下肢の機能を全廃したもの

で，かつ，次のいずれかに該当する障がいを有している方（①１級に該当

する上肢の障がいのうち両上肢の機能の全廃，②２級に該当する上肢の

障がいのうち両上肢の機能の著しい障がいまたは一上肢の機能の全廃，

③３級に該当する上肢の障がいのうち一上肢の機能の著しい障がい）。 

または，１級・２級に該当する乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運

動機能障がいのうち移動機能障がいを有している方 

・重度身体障がい者の属する世帯の前年分所得税額が 16,200 円以下である

方または生計中心者の前年所得税額が非課税である方 

給 付 額 
補助対象工事に要した経費の４分の３。ただし，その額は 900,000 円を限度 

※ 事前にご相談ください。 

 

(6) 身体障がい者用市営住宅（車いす用住宅）身 

下肢および体幹にかかる障がい１・２級に該当

し，常時車いすが必要な方のいる世帯を対象にし

た住宅です。空きがある場合に申し込みを受け付けます。 

申し込みには入居者全員の合計収入が一定基準以内であるなどの条件があります。 

なお，入居申込者が募集戸数を上回った場合は，公開抽選で入居者を決定します。 

 

(7) ふれあい収集（戸別訪問収集）  

ごみをごみステーションまで出すことが困難なひ 

とり暮らしの高齢者や障がい者の自宅に直接訪問

し，ごみの収集を行います。 

対 象 者 

親族や近所などから支援が受けられず，自力でごみを出すことが困難である

方で，おおむね次に該当する方 

■介護認定を受けている，６５歳以上のひとり暮らしの高齢者 

■身体障がい者手帳を有している，ひとり暮らしの障がい者 

※ その他，上記と同程度の状態にある高齢者や障がい者など，対象となる 

場合もありますので，ご相談ください。 

収 集 回 数 週１回 (家庭から排出される資源物，焼却ごみ，不燃ごみ，危険ごみを収集) 

手 続 き 

申込みを希望される方は，事前にごみ減量課 収集指導グループ(市役所１２

階)へ電話でお問い合わせのうえ，介護保険被保険者証の写し又は障がい

者手帳の写しを添えて，申請書類を提出してください。 

 

■ごみ減量課 
収集指導グループ 
TEL 632-2423  FAX 632-3316 

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 

TEL 632-2363FAX 636-0398 

■宇都宮市営住宅管理センター 
TEL 678-8861 FAX 678-8831 



 

‐58‐ 

      

(8) 高齢者等ホームサポート事業 

在宅のひとり暮らし高齢者や障がい者等に，日

常生活に必要な支援を行います。 

 

サービスの

内 容 

寝具類等大物の洗濯・日干し，家周りの手入れ，軽微な修理，屋内の整理・

整頓など 

対 象 者 
前年所得税非課税の世帯のうち，65 歳以上で介護保険の認定を受けている

高齢者，障がい者（手帳所持者）のみで構成された世帯など 

利 用 量 原則として，週２時間以内 

費 用 料金の１割と材料費等の実費全額 

手 続 き 

サービスの利用には，利用登録が必要です。 

・利用登録→障がい福祉課 福祉サービスグループまたは保健福祉総務課

（市役所１階 A18 番窓口） 

・利用申込→シルバー人材センター（事務局） 

 

車いすの貸し出し  

高齢や身体障がい，事故・病気等の理由で「一時的に」 車いすを必要とされる方のために，

車いす等を貸し出しします（貸出車いすは，自走式で耐荷量１００ｋｇになります）。ただし，入院

中の方や施設などに入所している方の，病院・施設内での利用は対象となりません。 

貸 出 期 間 最大で３か月以内 

費 用 無料 

手 続 き 
市社会福祉協議会ボランティアセンターまたは下表の施設に電話で連絡のう

え，『申請書』を記入・提出してください。 

 

場所 所在地 電話番号 

ボランティアセンター 中央１丁目１－１５（総合福祉センター内） ６３６－１２８５ 

河内総合福祉センター 白沢町 385 ６７３－８４５３ 

ことぶき会館 屋板町 558 ６５６－８７９２ 

ふれあい荘 陽東２丁目 3－1 ６６３－３１５６ 

やすらぎ荘 宝木本町１９９１－１ ６６５－５２８４ 

すこやか荘 下砥上町１２５９－３ ６４８－７７５０ 

上河内老人福祉センター 松田新田町１１６－１ ６７４－４００３ 

雀の宮作業所 新富町１５－２５ ６５５－４０９１ 

若草作業所 若草３丁目１２－１１ ６４３－４７５９ 

(10) 生活保護の障がい者加算 身・知・精 

生活保護受給者で身体障がい者手帳１～３級の交

付を受けた方，障害年金１～２級受給の方，精神障がい

者保健福祉手帳１～２級の交付を受けた方及び療育手帳 A１～B1 の交付を受けた方は，障

がい者加算の対象となる場合がありますので，ご相談ください。 

  

■生活福祉第１・２課 
TEL 632­2105 ，2465 
FAX  632­2355 

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 
TEL 632-2362 FAX 636-0398 

■宇都宮市シルバー人材センター事務局 
TEL 633-5300 FAX 639-0120 

■ボランティアセンター 
TEL 636-1285 FAX 634-2870 
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(11) 補助犬の給付および費用助成 身 

１８歳以上の在宅の身体障がい者に補助犬を給付することにより，自立更生を図る

ことを目的としています。 

条 件 

・身体障がい者手帳の交付を受けていて，下記の障がいに該当する方 

①盲導犬:視覚障害１級②介助犬:肢体不自由１，２級③聴導犬:聴覚障害２級 

・所定の共同訓練を受け，補助犬を適切に利用し，飼育できること。 

・自己の所有以外の家屋に居住している場合，その家屋の所有者（または管

理者）の承諾を得られること。 

※ 栃木県身体障害者補助犬育成貸与事業実施要綱に基づく。 

費用の助成 

市では，これらの条件によって補助犬を導入した身体障がい者に，導入時

に１０万円を，導入の次年度からは５年間２万円ずつ助成します。 

※ 事前にご相談ください。 

 

(12) 補助犬等に係る犬の登録手数料等の徴収免除 

犬には生涯一度の登録と年一回の狂犬病予防注射が義務  

付けられておりますが，補助犬（盲導犬，介助犬及び聴導犬） 

にあっては，犬の登録申請手数料，狂犬病予防注射済票交  

付手数料及びこれらの再交付手数料の徴収を免除します。 

対象者及び 

必要書類 

補 助 犬 使 用 者：身体障がい者手帳，身体障がい者補助犬認定証 

または,その他身体障がい者補助犬であることを証

明する書類 

補助犬訓練施設等の法人：指定書 

申請の方法 

必要書類を提示し，手数料徴収免除申請書を保健所生活衛生課窓口

に御提出ください。 

※ 狂犬病予防注射済票の交付にあっては，動物病院発行の狂犬病

予防注射済証も必要です 

 

(13) 成年後見制度 知・精 

認知症の高齢者，知的障がいや精神障がいのある方など，判断能力が不十分な方が，

そのことによって不利益を被らないように，家庭裁判所に申し立てをして，援助してくれる人

を付けてもらう制度です。身寄りのない方など，申立人がいない場合は，市長が申し立てる

ことができます。 

  認知症の高齢の方は 
■高齢福祉課 

相談支援グループ 
TEL 632-2357 
FAX 632-3040 

知的障がいの方は 
■障がい福祉課 

相談支援グループ 
TEL 632-2339 
FAX 636-0398 

■生活衛生課 
  環境衛生グループ 

ＴＥＬ 626-1108 
    ＦＡＸ 627-9244 

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 

TEL 632-2362  FAX 636-0398 

精神障がいの方は 
■保健所保健予防課 

保健対策グループ 
TEL 626-1116 

 FAX 626-1133     
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(14) 障がい者のための講習，訓練 

障がい者の社会参加を促進するため，障がいに応じた各種  

講習や訓練を行っています。これらの事業は，関係団体等に   

委託しています。 

(15) 医療的ケア児在宅レスパイト事業 

医療的ケア児とその家族を地域で支えるサービスとして，訪  

問看護ステーション等の看護師が，家族の代わりに介護を提供   

し，家族の休息時間の確保や介護負担の軽減，きょうだい児と  

過ごす時間を創出するため，訪問看護に係る費用を助成します。 

対象者 
市内在住の医療的ケアを必要とする２０歳未満の者の介護を行っている

家族 

サービス内容 

・医療的ケア児の家族が利用している訪問看護ステーション等の看護師

が，対象者の自宅において医療的ケアをともなう介護を提供 

・利用時間上限：年間４８時間（年度単位） 

・医療保険が適用される訪問看護と併用が可能 

・利用者の自己負担はありません。 

※  訪問看護費の他に発生する実費（交通費等）や当日のキャンセル

料等を除く。 

＜申込の流れ＞ 

 

事 業 名 事  業  内  容 

視覚障害者社会・ 

日常生活支援事業 
視覚に障がいのある方に対し，日常生活や社会生活に必要な知識
や諸能力の習得，体験交流等が行える場を設定 

視覚障害者生活訓練事業 視覚に障がいのある方に対し，点字等の講習を実施 

障害者相談会・ 

研修会開催事業 

主に視覚，聴覚，知的に障がいのある方に対し，日常生活や社会生
活において直面するさまざまな課題を解決するための相談会及び必
要な知識を吸収するための講習会や訓練等を実施 

肢体不自由者行動訓練事業 主に肢体不自由者に対して野外訓練等生活行動訓練を実施 

レクリエーション・ 

社会生活トレーニング事業 
主に知的に障がい（家族を含む）のある方に対し，レクリエーションを
通じた社会生活のトレーニングを実施 

音声機能障害者発声訓練・ 

発声訓練士養成事業 
音声機能障がいのある方に対し，発声訓練の実施および発声訓練
士養成などを実施 

オストメイト社会適応訓練・ 

相談支援者育成事業 
人工肛門，人工ぼうこうを造設している方に対して，ストマ用装具の
使用等に関する講習会の実施及び相談支援者育成などを実施 

■栃木県障害福祉課 
TEL 623-3053 
FAX 623-3052 

■子ども発達センター 
交流・管理グループ 

TEL 647-4721 
FAX 647-4715 
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Ⅱ 社会参加の促進と支援 

(1) 自動車改造費の助成 身 

上下肢や体幹に機能障がいのある身体障がい者が就労等のため自動車を取得し，ハン

ドルに握りを付けたり，ブレーキ，アクセルを手動にするなど制動装置等を改造する必要が

あるとき，世帯の所得に応じて改造費を助成します。限度額は１００，０００円とします。 

※ 事前にご相談ください。 

(2) 重度心身障がい者タクシー料金助成・重度障がい者自家用車燃料費助成 身・知・精 

電車・バス等の公共交通機関を利用することが困難な重

度の心身障がい者や重度の在宅精神障がい者が通院など

のためにタクシーを利用したときに，そのタクシー料金の一

部を助成します。なお，タクシーを利用することが困難な方に

おいては，通院などのために自家用車を利用したときに，そ

の燃料費の一部を助成します。 

対象者 

宇都宮市内に住所を有し，次のいずれかに該当する方で，電車・バス等の公

共交通機関を利用することが困難な方 

・身体障がい者手帳１級または２級の方 

・療育手帳Ａ・Ａ１・Ａ２の方 

・精神障がい者保健福祉手帳１級の方 

※ 重度障がい者自家用車燃料費助成を申請される方は，電車･バス・     

タクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方に限ります。 

 

①重度心身障がい者タクシー料金助成 

助 成 額 
・タクシー利用１回につき，助成券４枚まで使用することができ，１枚につき基

本料金相当額を上限とし，実額を助成 （年間の交付枚数：９６枚を限度） 

申 請 の 方 法 

■重度心身障がい者の方 

・身体障がい者手帳または療育手帳を持って市役所１階 障がい福祉課，平

石・富屋・姿川・河内の各地区市民センターへ申請 

・地区市民センターで申請した場合，助成券は後日郵送 

※ 翌年度からは，毎年 3 月末に郵送いたしますので，手続の必要はありません。 

■精神障がい者の方 

・精神障がい者保健福祉手帳を持って市役所１階 障がい福祉課，平石・富

屋・姿川・河内の各地区市民センターへ申請 

・地区市民センターで申請した場合，助成券は後日郵送 

助成券の交付 
助成券は１か月８枚の割合で，その年度（４月１日から翌年３月３１日）有効の

ものをまとめて交付 （例：４月中申請⇒９６枚，５月中申請⇒８８枚） 

利用できるタクシー 宇都宮市と協定を締結しているタクシー会社と個人タクシー 

助成券の利用法 

タクシー料金支払時に，手帳を運転手に見せ，助成券を運転手に渡し，タク

シー料金から助成額を差し引いた金額を支払う。（身体障がい者手帳または

療育手帳を提示した場合は，障がい者割引き（１割引き）後の金額が適用） 

その他 

■有効期限を経過したものや，助成対象者でない方は使用できません。ま

た，助成券を他人に譲ったり，貸したりすることもできません。 

■助成券は，いかなる理由でも，再交付できません。 

■年度の途中で他の交通費助成事業に変更することはできません。 

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 
TEL 632-2362FAX 636-0398 

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 

TEL 632-2362 
FAX 636-0398 

※各タクシー事業者 
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②重度障がい者自家用車燃料費助成 

助 成 額 

・１枚につき 1,000 円相当額の燃料費助成券（ガソリン券）を年間最大 6 枚交

付します。 

・交付枚数は，申請月によって，次の枚数を交付します。 

申請の方法 

■重度心身障がい者の方 

身体障がい者手帳または療育手帳と，登録する車両の車検証（助成対象者

またはその家族等が所有する自家用車に限る）を持って，市役所１階 障が

い福祉課へ申請します。 

※ 翌年度からは，毎年 3 月末に郵送いたしますので，手続の必要はありません。 

■精神障がい者の方 

精神障がい者保健福祉手帳と，登録する車両の車検証（助成対象者または

その家族等が所有する自家用車に限る）を持って，市役所１階 障がい福祉

課へ申請します。 

助成券の交付 

申請月に応じた交付枚数を，窓口にて即日交付します。 

申請月 4 月・5 月 6 月・7 月 8 月・9 月 10 月・11 月 12 月・1 月 2 月・3 月 

交付枚数 6 枚 5 枚 4 枚 3 枚 2 枚 1 枚 
 

利用できる

ガソリンスタンド 
全国石油業共済協同組合連合会が指定する取扱店で利用できます。 

助成券の 

利用方法 

燃料費を支払う時に，手帳を提示するとともに，助成券を取扱店の方に渡し，

燃料費から助成額を差し引いた金額を支払います。 

その他 

・有効期限を経過したものや，助成対象者でない方は使用できません。 

また，助成券を他人に譲ったり，貸したりすることもできません。 

・助成券は，いかなる理由でも，再交付できません。 

・年度の途中で他の交通費助成事業に変更することはできません。 

・登録する車両は，二輪車・事業用の車両を除きます。 

・ガソリン券の詳細については，全国石油業共済協同組合連合会のホーム

ページをご確認ください。 

 （https://gasoline-gift.zensekiren.or.jp/) 

  右の QR コードからもアクセスいただけます 

 

 

 

 

(3) 知的障がい者に対する交通費助成 知 

療育手帳の交付を受けた知的障がい者が，通学，

通院，訓練等のため定期的に交通機関を利用する

場合に，その交通費の２分の１を助成します。介護を必要とする場合には，介護者も認めら

れます。（特別支援教育就学奨励費を受給している方を除く。） 

  

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 

TEL 632-2363 FAX 636-0398 

https://gasoline-gift.zensekiren.or.jp/
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(4) 精神障がい者交通費助成 精 

在宅精神障がい者が公共交通機関を利用する

場合，その料金の一部を助成します。 

対 象 者 

宇都宮市内に住所を有し，次に該当する方 

■精神障がい者保健福祉手帳を所有している方（重度心身障がい者タクシー

料金助成・重度障がい者自家用車燃料費助成・知的障がい者に対する交通

費助成を受けている方を除く。） 

助 成 額 

■通院の場合（バス・地域内交通・ＬＲＴ（ライトライン）に限る。） 

・1 か月あたり 1,000 円分の福祉ポイント（1 ポイント＝1 円として利用可能）を

totra へ付与 

・年間のポイント数は，12,000 ポイントを限度 

・福祉ポイントは，ポイントが付与された翌年度の４月１４日まで使用可能 

・福祉ポイントは，関東自動車，ジェイアールバス関東の一般路線バスや地

域内交通，宇都宮ライトレールで利用 

■通所の場合（バス・電車・ＬＲＴ（ライトライン）に限る。） 

・通所の実日数に１日あたり 190 円を乗じた額を助成 

申 請 の 方 法 

■通院の交通費助成を受けようとする方 

精神障がい者保健福祉手帳と記名式 totra を持参し，市役所１階 障がい福

祉課へ申請 

■通所の交通費助成を受けようとする方 

精神障がい者保健福祉手帳を持参し，市役所１階 障がい福祉課，平石・富

屋・姿川・河内の各地区市民センターへ申請 

※地区市民センターでの申請の場合，通所の助成請求に必要な書類は後日郵送 

福祉ポイント

の交付および

助成額の振込 

通院の場合は，申請月より起算して，翌年の３月まで最高 12,000 円分の福祉

ポイントをまとめて交付 

【ポイント付与数の例】 

4 月申請の場合 ⇒ 12,000 ポイントを付与 

5 月申請の場合 ⇒ 11,000 ポイントを付与 

通所の場合は，申請による受給資格決定後，7 月・10 月・1 月・4 月の各月に

前月までの請求書を提出することにより，通所日数に 190 円を乗じた額を，翌

月に本人の口座へ振り込み 

そ の 他 
■福祉ポイントは，いかなる理由でも再交付しません。 

■通所の場合，助成申請書には通所する施設の確認が必要 

 

(5) 身体障がい者自動車運転技術教習制度 身 

身体障がい者の日常生活や社会生活の活動範囲を拡大し，

自立更生を促進するため普通自動車運転免許取得教習を受け

る場合に，その費用を助成します。事前にご相談ください。 

対 象 者 

・肢体不自由者であって，栃木県警察本部長の実施する運転適性検査の結

果，クラッチ，ブレーキ，アクセル，その他の装置について改造された車両に

限定されて，運転の適性を認められた方 

・聴覚障がいの程度が２級または３級であって，補聴器を使用しても音声によ

る通常の会話ができない方 

助 成 額 
身体障がい者が，所得税非課税世帯に属する場合⇒実費（１８万円を限度） 

身体障がい者が，所得税年１６，２００円以下の世帯に属する場合⇒実費の２分の１（９万円を限度） 

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 

TEL 632-2362 FAX 636-0398 

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 

TEL 632-2362
  FAX 636-0398
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(6) 鉄道・バス運賃割引制度  

身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳を所持している方が旅客鉄

道株式会社（ＪＲ）の経営する鉄道やバスを利用する場合，手帳を提示すると運賃が割り引

きされます。 

また，ＪＲ以外の鉄道・バスについても，ＪＲに準じて割引きを行っているところもあります

ので，各事業者にお問い合わせください。 

 

事業者名 
電話番号 
ご案内時間 

ホームページ 

QR コード 

JR （鉄道） 

みどりの窓口設置駅等， 
列車時刻，運賃・料金， 
空席情報案内 

050-2016-1600 

8:00～21:00 

https://www.jreast.co.jp/equipment/waribiki/ 
 

  

東武鉄道  

お客さまセンター 

03-5962-0102 

9：00～18：00 

年中無休 

(年末年始除く) 

https://www.tobu.co.jp/railway/ticket/disability/ 
 

  

ＪＲバス関東 

687-0671 

9：30～17：00 

休憩不在時間 

(12:00～13:00) 
（お問い合わせ時間） 

https://www.jrbuskanto.co.jp/jwp/ticket_info/handicap 
 

 

関東バス 

0570‐031811 

9:00〜18:00 

（土日，祝休日，年末年始を除く） 

https://www.kantobus.co.jp/route/guide.html 
 

 

宇都宮ライトレール 

0570-011-177 

9:00〜17:30 
（土日，祝休日，年末年始を除く） 

https://www.miyarail.co.jp/userguide-rule 
 

 
 

  

【地域連携ＩＣカード「totra」をバス・宇都宮ライトレールで使用する場合】 

関東自動車及び栃木県内を運行するＪＲバス関東の路線バス，宇都宮ライトレールの

運賃を「totra」でお支払いする場合には，事前に「totra」へ障がい者手帳の有無を設定し

ておくことで，精算時に自動で運賃が割り引きされます。 

（「totra」へ障がい者手帳の設定をしていない場合は，降車時に「totra」をかざす前に乗

務員へ障がい者手帳をご提示ください。） 

また，福祉ポイントは本人分の支払いのみに適用されます。複数人分同時に支払いを

する場合や介護者割引を受ける場合など，係員による操作が必要な支払いは，現金

チャージ分からの支払いになり，ポイントは対象外になります。 

https://www.jreast.co.jp/equipment/waribiki/
https://www.tobu.co.jp/railway/ticket/disability/
https://www.jrbuskanto.co.jp/jwp/ticket_info/handicap
https://www.kantobus.co.jp/route/guide.html
https://www.miyarail.co.jp/userguide-rule
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(7) 航空旅客運賃割引制度  

１２歳以上で身体障がい者手帳，療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受

け，次に該当する方が国内航空（定期航空）を利用する場合，運賃が割引されます。 

障がい者割引運賃は航空運送事業者が設定するものであり，航空運送事業者または，路

線によって異なりますので，各航空会社にお問い合わせください。 

 

 

(8) 有料道路通行料金の割引制度 身・知 

 

適用範囲 

・身体障がい者手帳を所有する方が，自動車（営業用の自動車を除く）を，自
ら運転する場合 

・重度の身体障がい者（第１種身体障がい者）または重度の知的障がい者
（第１種知的障がい者）が乗車する場合（営業用の自動車は除く） 

対象となる 

自動車 

・親族や知人等の所有する自動車 
・レンタカー 
・車検時の代車 
・タクシー（要介護者のみ） 
※  業務利用等自動車は対象外 

利用手続き 

・身体障がい者手帳または療育手帳，運転免許証（重度の身体障がい者，重

度の知的障がい者，自家用車をお持ちでない方は不要），自動車検査証記

録事項と車検証を持参し，市役所１階障がい福祉課または地区市民セン

ター，出張所へ申請（自家用車をお持ちでない場合でも申請可能） 

・手帳に，割引の対象である旨のシール貼付および自動車登録番号，有効期

限の記載を受けます。（自家用車をお持ちでない場合「自動車登録なし」を

記載） 

利用方法 

・有料道路の料金支払の際に，割引の対象である旨の記載を受けた手帳を

見せ，所定の料金を支払 

・割引料金額は，原則として通常料金の半額 

ＥＴＣ利用対象者 

証明書の発行 

・ＥＴＣを利用する方は，ＥＴＣ利用申請が必要 

・ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書およびＥＴＣカード（１８歳以上の場

合，ＥＴＣカードの名義は，原則障がい者本人名義に限ります。）を上記の利

用手続きのときに提示して申請 

・本人または本人の親族等が所有する自動車（営業車を除く）１台のみ登録

可能 

・発行されたＥＴＣ利用対象者証明書を,所定の封筒で有料道路 ETC 割引登

録係あて郵送し，登録済結果通知が届いてから，ＥＴＣの利用可能 

※  各種申請（新規申請・変更申請・更新申請）がオンラインでできます。 

詳しくは，有料道路ＥＴＣ割引登録係へご確認ください。 

■有料道路 ETC 割引登録係  TEL045-477-１233 

 

  

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 
TEL 632-2362 FAX 636-0398 
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(9) 一般乗用旅客自動車（タクシー）割引制度 身・知 

心身障がい者がタクシー利用時に，手帳を提示すると運賃の１割が割り引きされます。 

対 象 者 身体障がい者手帳または療育手帳を所持している方 

割引を受ける方法 タクシー料金支払いの際に手帳を提示 

重度心身障がい

者タクシー料金助

成制度との併用 

障がい者タクシー料金助成券をお持ちの方は，運賃メーター器表示額より  

１割割り引きされた金額が適用 

※ 重度心身障がい者タクシー料金助成制度については６１ページを参照。 

 

 

 

(10) 障がい者福祉バスの利用  

宇都宮市では，障がい者福祉バスを運行しています。 

  

利用資格 

下記の１～３「すべて」の要件に該当する団体等 

1 次のいずれかに該当する団体等  

・市内に居住する障がい者及びその介護者 

・市内の障がい者福祉団体（障がい者又はその保護者及び関係者で組織さ

れ，障がい者の地域社会への参加と福祉の向上に寄与している団体） 

・障害者総合支援法第２９条第１項の規定による市内の指定障がい福祉

サービス事業者等 

・市内の特別支援学校・市立小中学校の特別支援学級児童生徒及びその

介護者 

・その他市長が適当と認める団体 

２ 福祉バスを利用するときは，半数以上は障がい者であること 

３ 福祉バスを利用するときの乗車人員は，１０名以上とする。 

ただし，車いす使用者のみの利用の場合においては，３名以上（介護者１

名を含む。）とする。原則，上限定員３７名としますが，定員を超える場合

は，障がい福祉課にお問い合わせください。 

利用対象事業 

１ 講習会，研修会，社会見学などの教育事業 

２ 文化祭，スポーツ大会，レクリエーションなどの社会参加促進事業 

３ 機能回復訓練 

４ その他市長が適当と認める行事 

利用時間等 

１ 利用できる時間は，午前９時から午後５時までとし，１日の走行距離は 200

キロメートル以内で，１回の利用日数は２日以内。ただし，市長が特に必要が

あると認めた場合は，この限りではありません。 

２ 福祉バスの運休日は，１２月２９日～翌年１月３日，点検整備日，その他

市長が必要と認めた日 

利用に伴う  

費用負担 

利用料は無料です。 

下記の費用が発生する場合は，利用団体等の負担 

１ 宿泊する場合の運転手の宿泊費 

２ 有料道路の通行料 

３ 駐車料 

４ その他市長が必要と認めた経費 

■障がい福祉課自立支援グループ 
TEL 632-2229 FAX 636-0398 
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利用の予約等 

１ 利用希望日を，電話またはファクシミリ，メール等により，利用希望日（２日

間の場合は初日）の６ヶ月前から１ヶ月前までに，該当する利用人数に応じて

下記運行事業者まで連絡してください。同一日に利用を希望する団体等が複

数あるときは，先着順 

２ 利用の予約をした団体等は，添乗責任者を定め，利用希望日（２日間の

場合は初日）の１ヶ月前までに，行程表を添付した「福祉バス利用承認申請

書」を予約先の運行事業者まで提出 

３ 内容を審査し，利用を適当と認めた場合には，当該申請団体等に対して，

「福祉バス利用承認通知書」を送付 
※ 「福祉バス利用承認申請書」の様式は，宇都宮市公式ＨＰからダウンロー
ドできます。 

申込先 

〇マイクロバス 車いす２名＋座席利用２１名まで 
           （座席利用のみの場合１０名から２１名まで） 
マロニエ交通株式会社 
宇都宮市越戸４－１－２６ 
ＴＥＬ：０２８－６８９－１６６１ ＦＡＸ：０２８－６６２－０６２７ 
メール：maronie_ko-tsu-@amber.plala.or.jp 

 
〇中型バス   車いす２名＋座席利用２２名から３１名まで 

      （座席利用のみの場合２２名から３７名まで） 
豊交通株式会社 
宇都宮市下荒針町３４７６－４３ 
ＴＥＬ：０２８－６４８－２８６４ ＦＡＸ：０２８－６１６－２１６３ 
メール：yutaka.k@theia.ocn.ne.jp 

 

(11) 「おもいやり駐車スペース」利用証交付事業 身・知・精・難 

要介護者や障がいのある方などのための 
駐車スペースを適正にご利用いただくため， 
利用証を交付する事業です。 

 
＜対象者＞ 

 
 
 
 
 

対象者 必要書類・要件 有効期限 

身体障がい者 身体障がい者手帳（１～６級 １４区分） なし（グリーン） 

知的障がい者 療育手帳（障がいの程度Ａ） なし（グリーン） 

精神障がい者 精神障がい者保健福祉手帳１級 なし（グリーン） 

要支援高齢者等 介護保険被保険者証（要支援１～２，要介護１～５） なし（グリーン） 

難病患者 

特定医療費（指定難病）受給者証，通知書（特定医療

費申請結果），小児慢性特定疾病医療費受給者証，

一般特定疾患医療受給者証のいずれか 

なし（グリーン） 

妊産婦 
母子健康手帳（原則として妊娠７ヶ月～産後１年）   

※多胎児妊娠の場合は６ヶ月～ 
あり（オレンジ） 

傷病人 
・本人確認書類（運転免許証，保険証等） 

・交付申請書への医師の記入又は医師が歩行に配慮 

が必要な期間を記入した診断書等 

あり（オレンジ） 

■保健福祉総務課 企画グループ 
TEL 632-2919  FAX 639-8825  

■障がい福祉課 福祉サービスグループ 
TEL 632-2361  FAX 636-0398 

mailto:maronie_ko-tsu-@amber.plala.or.jp
mailto:yutaka.k@theia.ocn.ne.jp
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※ 身体障がい者の交付基準 
身体障がい区分 対象等級 

視覚障がい １級～４級 

聴覚又は 
平衡機能障がい 

聴覚障がい ― 
平衡機能障がい ３級・５級 

音声言語機能障がい ― 

肢体不自由 
上肢 １級・２級 
下肢 １級～６級 
体幹 １級～３級・５級 

肢体不自由（脳原性の運
動機能障がい） 

上肢機能 １級・２級 
移動機能 １級～６級 

心臓，じん臓，呼吸器，
ぼうこう又は直腸，小腸，
免疫，肝臓の機能障が
い 

心臓機能障がい １級・３級・４級 
じん臓機能障がい １級・３級・４級 
呼吸器機能障がい １級・３級・４級 
ぼうこう又は直腸機能障がい １級・３級・４級 
小腸機能障がい １級・３級・４級 
免疫機能障がい １級～４級 
肝臓機能障がい １級～４級 

 

 
 

(12) 駐車禁止場所における駐車許可 

心身の障がいによって歩行が困難で，公安委員会が発行する｢駐車禁止除外指定車｣の

標章を受けた方は，公安委員会が駐車を禁止した場所での，必要最小限の駐車が可能に

なります。 

ただし，駐停車禁止場所および法定の駐車禁止場所での駐車はできません。 

なお，標章を使用する場合は，前面ガラス内側の見やすい箇所に標章の記載内容が確認

できるように掲出してください。 

詳しくは最寄りの警察署交通課へお問い合わせください。  

  

交付場所 

・栃木県（本庁，健康福祉センター） 
・県内市町（本庁，出先機関等） 
・障がい者団体等 
※ 本市では，本庁保健福祉総務課，障がい福祉課，高齢福祉課，子ども
支援課，保健所保健予防課，各地区市民センター，各出張所にて交付 

交付手続き 

・交付場所の窓口で直接交付，又は栃木県のホームページより電子申請シス
テムで申請可能（郵送での手続きは受け付けておりません。） 
[栃木県ＨＰトップページ→子育て・福祉・医療→社会福祉・地域福祉→バリア
フリー→おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業（パーキングパーミット制度）] 

・交付場所へ必要書類（写しは不可）を持ってお越しください。その場で交付

いたします。 

・宇都宮市民以外であっても，栃木県に居住していることが確認できる場合

は，本市の交付場所での手続きも可能。 

■県警察本部 交通規制課 
TEL 621-0110㈹ 

■各警察署  中央 623-0110㈹ 
     東 610-0110㈹ 

南 653-0110㈹ 
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(13) 高齢運転者等専用駐車区間制度について 

官公庁や福祉施設，公園など施設の利用が見込まれる場所でありながら駐車場が確保さ

れていない又は足りない場所の付近道路を公安委員会で指定し専用の道路標識を設置し

ました。この専用駐車区間で「専用場所駐車標章」を自動車前面ガラスの内側の見やすい

箇所に掲出して下さい。 

＜「専用場所駐車標章」交付対象者＞ 

■７０歳以上の高齢の方 

■妊娠中又は出産後８週間以内の方 

■聴覚障がい又は肢体不自由によって普通自動車免許に条件が付されている方 

※  普通自動車免許を持った人が，上記いずれかの条件を満たした場合，標章交付

対象者となります。 

※ 「専用場所駐車標章」の申請及び交付は，

住所地を管轄する警察署で受付けることが

できます。詳しくは最寄りの警察署交通課へ

お問い合わせ下さい。 

 

 

「ヘルプカード・ヘルプシール・ヘルプマーク」の配布について  

 

 

  

ヘルプマーク ヘルプカード ヘルプシール 

障がいがある人など，配慮や助

けを必要としている人が周囲に

知らせるマーク 

障がいのある人などが，障が

いの特性や支援を受ける際に

必要な情報を記入し，いざとい

う時に，必要な支援や配慮を

周囲の人にお願いしやすくす

るためのカード 

障がいのある人などが，周

囲に理解してほしいことや配

慮をお願いしたいことをス

ムーズに伝えるため，ヘルプ

マークや携帯電話，手帳な

どに貼って使用するシール 

 

 

 

配布先 

障がい福祉課・子ども支援課・保健福祉総務課（市役所１階 A18 番窓口），保健所保

健予防課，子ども発達センター，宇都宮市総合福祉センター，教育センター，各地区

市民センター，各出張所等の窓口で配布 

子ども支援課はヘルプマーク，ヘルプシールのみ配布 

シールは全２７種類 

ヘルプマーク制度については 
■栃木県障害福祉課  企画推進担当 
TEL 623-3490  FAX 623-3052 
配布については 
■障がい福祉課企画グループ 
TEL 632-2353  FAX 636-0398 

■県警察本部 交通規制課 
TEL 621-0110㈹ 

■各警察署  中央 623-0110㈹ 
     東 610-0110㈹ 

南 653-0110㈹ 
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「介護マーク」の配布について

高齢者や障がいのある方などを介護する方が，介護中に公共のトイレ利用や買い物など

をする際に，周囲から偏見や誤解を受けることのないよう，また，地域における日常的な支

えあいを推進するため，介護マークを配布しています。 

本市では，障がい福祉課および高齢福祉課の窓口で配布しています。 

   

 

 

 

 

(16) 重度身体障がい者の郵便等による不在者投票  

■郵便等投票ができる方 

身体障がい者手帳をお持ちの方で次のような障がいのある

方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護５」の方は，郵便等によりご自

宅で不在者投票ができます。 

（原則として自書できる人に限ります。） 

 

(注意) 身体障がい者手帳の「身体障がい者等級表による級別」欄ではなく，「障がい名」

欄で該当の有無を判断します。詳しくは，選挙管理委員会事務局にお問い合わせくだ

さい。 

■代理記載による郵便等投票ができる方 

上記の要件に該当し，かつ，次のような障がいのある方は，代理記載人による代理記 

載の方法で郵便等による不在者投票をすることができます。 

身体障がい者手帳 

障がいの区分 障がいの程度 

上      肢 
１級 

視      覚 

(注意) 身体障がい者手帳の「身体障がい者等級表による級別」欄ではなく，「障がい名」

欄で該当の有無を判断します。 

詳しくは，選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。 

■お問い合わせはお早めに 

上記の要件により郵便等投票に該当する方は，郵便等投票証明書の交付申請が必 

要となりますので，あらかじめ選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。 

身体障がい者手帳の場合 
介護保険の被保険者証の場合 

障がいの区分 障がいの程度 

両  下  肢 

1 級・2 級 

要介護状態区分 要介護５ 

体      幹   

移 動 機 能   

心      臓 

１級・３級 

  

じ   ん  臓   

呼  吸  器   

ぼうこう又は直腸   

小     腸   

免疫又は肝臓 １級・２級・３級   

制度については 
■栃木県高齢対策課地域支援担当 

TEL 623-3148 FAX 623-3058 

配布については 
■障がい福祉課企画グループ 

TEL 632-2353 FAX 636-0398 
■高齢福祉課企画グループ 

TEL 632-2903 FAX 632-3040 

■選挙管理委員会事務局 
TEL 632-2793 

 FAX 632-2790 
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(17) 指定難病要支援者証明事業（登録者証） 

難病法に基づく指定難病（３５～３９ページの＜特定医療費

（指定難病）助成の対象疾患＞に該当）にり患していることを証

明する「登録者証」を交付する事業です。登録者証は，障がい

福祉サービスの利用申請時やハローワークなどの利用時に、指定難病の患者であることの

証明に利用できます。 

なお、登録者証では医療費の助成は受けられません。 

対 象 者 指定難病と診断された方（医療費助成の対象とならない軽症の方も対象です）。 

申請の方法 

申請書，指定難病にかかっていることを証明する資料（臨床調査個人票

等），マイナンバーを確認できる書類（マイナンバーカードの写し等）を揃えて 

保健所 保健予防課または保健福祉総務課（市役所１階 A18 番窓口）へ提出 

■申請書などは，保健所 保健予防課または市役所１階保健福祉総務課（市

役所１階 A18 番窓口）でお渡ししています。 

発行方法 

原則として，マイナンバー情報連携を活用するため，マイナンバーカードが

登録者証になります。ただし，マイナンバー情報連携を活用することができな

い状況にある時は，申請者からの求めに応じて紙により発行することも可能

です。 

■保健所保健予防課 
保健対策グループ 
TEL 626-1116 
FAX 626-1133 
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■障がい福祉課 
企画グループ 

TEL 632-2353 
FAX 636-0398 

Ⅲ コミュニケーション支援 

(1) 意思疎通支援事業 

① 手話通訳者・要約筆記者の派遣 

聴覚障がい者等の社会参加を円滑にするために，手話通訳者・要約筆記者を派遣します。 

＜概要＞ 

対象者 

・市内に居住する聴覚障がい者・音声又は言語機能障がい者 

・家族・聴覚障がい者等で構成する団体 

・聴覚障がい者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は 

要約筆記を必要とする個人や団体 

派遣できる用務 

・病院や診療所などの受診 

・市役所など官公庁での手続き 

・学校など教育関係での用事 

・日常生活上で必要な用事（買い物など）  など 

利用料 無料 

申請方法 

ホームページに掲載している「派遣申請書・依頼書」に必要事項を

お書きいただき，以下の依頼先へ提出してください。 

【手話通訳者派遣】 

依頼先 宇都宮市障害者福祉会連合会 

受付時間 平日の午前８時３０分から午後５時まで 

電話番号 
０２８－６３６－１２１９（FAX は２４時間自動受信） 

FAX 番号 

メール miya-syuwairai@mbe.nifty.com 

その他 

夜間・休日など上記以外の時間帯で，急病や事故

等緊急で手話通訳を依頼したい場合や手話通訳

派遣の当日のキャンセルなどやむを得ない場合

は，以下の方法で連絡してください。 

・緊急ファクス 028-625-3330 

（通常の申請書をご利用ください。） 

・緊急メール syuwakinkyu@mbr.nifty.com 

【要約筆記者派遣】 

依頼先 宇都宮市社会福祉協議会ボランティアセンター 

受付時間 平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで 

電話番号 ０２８－６３６－１２８５ 

FAX 番号 ０２８－６３４－２８７０ 

メール miya-vc@ap.wakwak.com 
 

※ 「経済活動に関わるもの（営業活動など）」，「通年で長期にわたるもの（通勤や通学な 

ど）」，「社会通念上派遣することが適当でないもの」については，派遣できません。 

※ 市の意思疎通支援者派遣事業の対象とならない場合（民間企業からの依頼など）は，

有料（斡旋）となります。 

※ メールの設定によっては，返信できない場合がありますので，申請前にメール設定をご 

確認ください。 

※ 手話通訳者派遣依頼の申請は、通訳者を利用する日の 1 か月前から１週間前までにお

願いします。 

mailto:miya-syuwairai@mbe.nifty.com
mailto:syuwakinkyu@mbr.nifty.com
mailto:miya-vc@ap.wakwak.com
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② 遠隔手話通訳サービス 

手話通訳者が同行できない場合などにおいても，円滑な意思疎通を行うために，遠隔手

話通訳サービスを実施しています。 

 

■ 自分の携帯電話等で利用する場合（一般市民用） 

感染症など手話通訳者が同行できない場合や日常生活における定期通院や買物などの

さまざまな場面において，遠隔での手話通訳を行います。 

 

対応時間 平日の午前８時３０分から午後５時まで 

利用端末 利用者個人が所有するスマートフォンやタブレット端末等 

利用料 無料（別途，通信料はかかります。） 

申請方法 

前述①手話通訳者の派遣と同様に，「宇都宮市障害者福祉会連合

会」に申請 

申請の際には，FAX やメールの空いているところに「遠隔手話通訳者

希望」と必ず大きく,お書きください。 

利用方法 

派遣決定通知書に記載されているＱＲコードまたはＵＲＬを読み込むこ

とで，手話通訳者とのビデオ通話が開始 

※  市ホームページに利用方法についての動画があります。 

緊急利用 

発熱や感染症の疑い等による診察，学校からの急な呼び出し，事故

への対応，災害時の避難所における生活など，急遽，手話通訳が必

要となった場合にも利用することができます。（平日の午前８時３０分

から午後５時まで） 

この場合，事前申請は不要となりますが，担当者が不在の場合など

には利用できませんのでご了承ください。 

 ※ 機種によっては，利用できない場合がありますのでご了承ください。 

 

■ 地区市民センターなどの窓口へ行って利用する場合（行政機関窓口用） 

地区市民センター等で，各種申請等の手続きをする時に，手話通訳が必要となる場合

には，地区市民センター等のタブレット端末を活用して，遠隔での手話通訳を行います。

（申請不要） 

 スマートフォンの設定など詳しい利用方法は，市ホームページをご確認ください。                                                       

 

  市ＨＰ▶ 

対応時間 平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで 

利用できる場所 
地区市民センター，出張所，市民活動センター，コミュニティプラザ 

保健所，子ども発達センター（計２６か所） 

利用料 無料 

利用方法 

利用する際は，各地区市民センター等の窓口職員にその旨をお伝

えください。 

※ 手話通訳者が不在にしている場合等には，利用できませんので

ご了承ください。 
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(2) 手話通訳者の設置 

市役所（本庁舎）に来庁した聴覚障がい者等のために， 

障がい福祉課の窓口に手話通訳者を設置しています。 

＜設置時間＞ 

   月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日・年末年始を除く） 

 

(3) タブレット端末を活用した手話通訳問合せ対応サービス 

聴覚障がいのある方が，ご自身のパソコンやスマートフォンに 

登録したテレビ電話アプリ（「Microsoft Teams（マイクロソフト チー   

ムス）」）を使って，障がい福祉課内に配置したタブレット端末に問い

合わせていただき，通訳者が手話でその問合せに対応いたします。 

 

アカウント 

アカウント名：「宇都宮市 障がい福祉課」 

検索メールアドレス：「u19042353@icloud.com」 
※このメールアドレスへお問い合わせいただいた場合，ご返信することができ

ません。 

対応時間 午前８：３０～午後５：１５（土日，祝祭日，年末年始を除く） 

問い合わせ 

できる内容 

 市役所本庁舎内業務の問合せ 

 （例： 「○○の手続きの方法」，「○○の申請における必要書類」 等） 

その他 

・通訳者が不在等で対応できなかった場合は，こちらからかけなおしいたしま

す。 

・「Microsoft Teams」については，テレビ電話機能以外（チャット機能等）は使

用いたしません。  

・アプリのダウンロード及びご利用には別途通信料がかかります。（通信料は

お客様のご負担となりますのでご了承ください。） 

 

 

 

(4) 盲ろう者向け通訳・介助員の派遣 

視覚障がいと聴覚障がいを併せ持つ者（盲ろう者）に対して，盲ろう者の自立と社会参加を促

進するために，通訳・介助員を派遣いたします。 

 

派遣できる方 

・身体障がい者手帳の交付を受けており，記載された障がい内容が視覚障が

い及び聴覚障がいの双方に該当し，重複した障がいが１級又は２級の方 

・盲ろう者向け派遣センターに，盲ろう者登録をされている方 

派遣できる  

内容 

・日常生活におけるコミュニケーション支援 

・相談支援 

・自立更生に関する支援 

・社会活動，入退院・通院又は，公的機関等への移動等の通訳・介助 

・その他社会生活上不可欠な外出が必要と認められる用務 

 （営業活動等の経済活動に係るもの，通勤・通学等の通年かつ長期にわた

るもの，社会通念上派遣に適切でないものを除く） 

 

■障がい福祉課 
企画グループ 
 TEL 632-2353 
 FAX 636-0398 

■障がい福祉課 
企画グループ 

TEL 632-2353 
FAX 636-0398 

■栃木盲ろう者友の会「ひばり」派遣センター 
  TEL 621-0860 FAX 688-8733 
■障がい福祉課企画グループ 

TEL 632-2353 FAX 636-0398 

mailto:u19042353@icloud.com
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(5) 点字版・音声版広報うつのみや 
目の不自由な方のために，市政情報などを掲載した「点字版  

広報うつのみや」・「音声版 広報うつのみや（デイジー編集全訳版）｣を

月１回発行しています。 

(6) 点字版・音声版あなたと市議会 
目の不自由な方のために，市議会の活動内容を掲載した議 

会広報「点字版 あなたと市議会」・「音声版 あなたと市議会 

（デイジー編集全訳版）」を，定例会後に年４回（７月，１０月，１月， 

４月）発行しています。 

(7) 点字版・音声版健康づくりのしおり 
目の不自由な方のために，健康診査・健康相談・健康講座などの  

保健事業に関する情報を掲載した「点字版 健康づくりのしおり」・「音

声版 健康づくりのしおり」を年１回発行しています。 

(8) 図書館サービス 
① 市立中央図書館   TEL 636-0231（代）  FAX 639-0740 

図書等の郵送

貸し出し 

市内に居住している視覚障がい者，肢体不自由者，要支援・要介護認定を受

けた方で来館が困難な方は，点字図書，声の図書，本，雑誌，ＣＤ，ＤＶＤ等

の郵送貸し出しを利用できます。 

貸し出し期間は郵送期間を含めて１か月以内，送料は無料 

対面朗読サービス 視覚障がい者に対面朗読サービスを行っています。事前に予約が必要 

電子図書館 

ご自身のパソコンやスマートフォンを使って，文字の読み上げや拡大，画面の

白黒反転等の機能がある（各コンテンツによる）電子書籍を閲覧できる電子

図書館を開設 

ご利用には事前にお申し込みが必要で，通信料がかかります。 

その他 
視覚障がい者からの希望に応じて，点字図書やデイジー図書のほか，図書

館で開催した「落語会」の録音資料を製作し，貸し出しています。 

 

② 県立図書館   TEL 622-5112  FAX 624-7855 

図書の郵送 

貸し出し 

身体障がい者手帳を有し，来館に支障のある方および療育手帳（障がいの

程度「A」）所持者は送料無料で貸し出し。貸し出し期間は 30 日以内です。 

 

③ とちぎ視聴覚障害者情報センター   TEL 621-6208  FAX 627-6880 

視覚障がい者に点字図書・録音図書の貸し出し 期間は２週間 

聴覚障がい者に字幕（手話）入り DVD の貸し出し 期間は 1 週間 

※ 郵送貸し出しの場合，点字・録音図書は送料無料，字幕（手話）入りビデオ・DVD は送料

100 円（聴覚障がい者用ゆうパック 60 サイズ）がかかります。 

(9) 点字郵便物等の無料扱い 
次の郵便物で一部開封のものは，３キログラムまで無料になります。 
■点字のみを掲げた内容のもの。 
■盲人用録音物または点字用紙を内容とする郵便物で，約款の定めるところにより， 

点字図書館，点字出版施設など盲人の福祉を増進することを目的とする施設（日本郵 
便株式会社の指定するものに限る）から差し出し，またはこれらの施設にあてて差し出さ 
れるもの。 

■ 表面の左上部（横に長いものは右上部）に「点字用郵便」の文字を表示｡ 

■広報広聴課 
広報グループ 

TEL 632-2028
FAX 637-5151

■各郵便局 

  

■議会事務局政策調査課 
政策調査グループ 

TEL 632-2611
FAX 632-2613

■保健所 
健康増進課 
企画グループ 
TEL 626-1128 
FAX 627-9244 
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輸
送 

(10) 無料電話番号案内 

電話帳の使用が困難な方が，電話番号案内（１０４番）を

利用する場合，あらかじめＮＴＴに登録し，利用する際「ふれ

あい案内」と申し出ることにより，無料で利用できます。 

※電話番号案内（104 番）は 2026 年 3 月 31 日をもってサービス提供を終了します。 

ふれあい案内（無料電話番号案内）については継続いたしますが，2026 年 4 月 1 日から

ご案内時間帯等ご利用方法を見直す予定です。 

対象者 

身体障がい者手帳をお持ちの方で,視覚障がい１～６級，肢体不自由（上肢，
体幹，乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい）１，２級，
聴覚障がい２，３，４，６級，音声機能，言語機能又はそしゃく機能の障がい
３，４級の方，戦傷病者手帳をお持ちの方で，視力の障がい（特別項症～第６
項症），上肢の障がい（特別項症～第２項症），聴覚障がい（第２項症，第４項
症），音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい（第１項症，第２項症，第
４項症）の方および療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方。 

 

Ⅳ 緊急時の支援 

(1) 緊急通報システム事業 

重度身体障がい者（手帳１・２級）でひとり暮らしの方な

どが急病等の緊急の際に，緊急通報装置（ペンダント）を押すことにより， 受信セン

ターに通報され，協力員（１名以上）が状況を確認すると ともに，必要に応じて消防本

部に連絡し救急車により医療機関に輸送します。 

また，日常時においては，受信センターが健康・生活相談をお受けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象 者 

・ 重度身体障がい者（手帳１・２級）でひとり暮らし等の方  

・ おおむね６５歳以上の虚弱なひとり暮らし等高齢者の方など 

※ 状況調査により，決定します。 

手 続 き 

『緊急通報システム事業利用申請書』を障がい福祉課 福祉サービスグルー

プ，保健福祉総務課（市役所１階 A18 番窓口），または平石・富屋・姿川･河内

地区市民センターに提出 

＜費用＞生計中心者の前年の所得税額により，下記のとおり月ごとの利用料金の一部を負担し

ていただきます。 

 
対象者 

緊急通報 

送信者へ問合せ (電話にて) 

状
況
報
告 

必要に応じて出動

依頼 

訪問・確認 確認・返事 

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 

TEL 632-2362 
FAX 636-0398 

出動・救助 

市 

障がい福祉課 

確認依頼  
(電話) 

■ＮＴＴ東日本 
ふれあい案内事務局 
ＴＥＬ ０１２０-１０４-１７４ 

受付時間：平日 9～17 時 
 

  
協力員 

医療機関 

 
消防本部 

緊急通報事業者

受信センター 
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 利 用 世 帯 の 区 分 負担額 

Ａ 生活保護法による被保護世帯 0 円

Ｂ 生計中心者の前年所得税非課税世帯 0 円

Ｃ 生計中心者の前年所得税課税年額が 5,000 円以下の世帯 100 円

Ｄ 生計中心者の前年所得税課税年額が 5,001 円以上 15,000 円以下の世帯 200 円

Ｅ 生計中心者の前年所得税課税年額が 15,001 円以上 40,000 円以下の世帯 300 円

Ｆ 生計中心者の前年所得税課税年額が 40,001 円以上 70,000 円以下の世帯 400 円

Ｇ 生計中心者の前年所得税課税年額が 70,001 円以上 500 円

 

(2) 災害時要援護者支援制度 

集中豪雨や地震などの災害に備え，自力避難が困難な「災害時要援護者」に対し，日

頃から声かけ・見守り活動を行うとともに，災害発生時には誰が支援し，どこに避難する

かなどについてあらかじめ地域住民同士で決めておく，“地域ぐるみの助け合い”の制度

です。 

対象者 
高齢者（概ね 65 歳以上）や障がい者などのうち，災害が発生した際，自力で

避難することが困難で避難支援を希望する方（要援護者）が登録できます。 

※  在宅で生活している方が対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 市役所と地域の方々の間で,個人情報の取扱いに関する協定を結び,情報を共有します。 

 

【問い合わせ先】 

担当地区 担当課 

昭和 
保健福祉総務課  企画グループ

TEL ６３２―２９１９ 

石井，泉が丘，今泉，上河内，河内，清原，国本， 
五代若松原，桜，城東，宝木，中央，平石，瑞穂野，
峰，西，東，細谷・上戸祭，御幸，簗瀬，陽東，横川 

高齢福祉課  相談支援グループ 
TEL ６３２―２３５７ 

篠井，城山，姿川，雀宮，戸祭，富屋，豊郷，錦，西
原，富士見，緑が丘，宮の原，御幸ヶ原，明保，陽光，
陽南 

障がい福祉課 企画グループ 
TEL ６３２－２６７３ 

 

市役所 要援護者 

個人情報 

地域の方々 

(地区支援班) 

自力避難が困難な方 

(災害時要援護者) 申込書 
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(3) 防災情報のメール配信サービス 

宇都宮市では，市に関係する気象警報等の発表や避難情報（避難指示等）発令などの防

災情報をメールで配信しています。メール配信サービスを利用することで，聴覚障がいのある

方は文字情報として，視覚障がいのある方は携帯端末の音声読み上げ機能による音声情報

として，すばやく情報を得ることができます。 

 

＜メール配信登録方法＞ 

① お使いの携帯電話やスマートフォンで右のＱＲコードを読み取ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「メール配信サービス」の登録サイトが表示されましたら，「登録はこちら」を選びます。 

③ メール作成画面が表れ，あて先が自動的に入力されますので，何も入力せずメールを 

送信します。 

※ 本文を入力しないとメールが送信できない場合は，スペース（空白）等を入力して送信

してください。 

④ しばらくすると市からメールが届きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 返信されたメールを開くと，「下記のＵＲＬへアクセスしてください」と表示されますので，

選んでアクセスします。 

⑥ サービスへの本登録画面が表示されますので，「防災情報」を選択し，登録ボタンを押 

します。 

⑦ 「ご登録を受け付けました」という画面が出ましたら，登録完了です。 

 

  

※市から登録用の返信メールが届かない場合には 

原 因：迷惑メール防止機能で指定したアドレスからしか受け取らない設定を 

していることが考えられます。 

解決方法：@utsunomiya.mwjp.jp からのメール受信を許可してください。 

機種により，設定の仕方が異なりますので，詳細はお使いの携帯電

話の販売店にご相談ください。 

 

■危機管理課 
TEL 632-2052 
FAX 632-7123 

※ＱＲコードを読み取れないときは？ 

インターネットで「宇都宮シティガイド（市公式サイト）」にア

クセスし，「メール配信サービス」を選びます。 

【アクセス方法】 

1「宇都宮シティガイド」で検索 

2「宇都宮シティガイド」のアドレス入力 

   http://utsunomiya.mwjp.jp 

http://utsunomiya.mwjp.jp
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１１ 税金等の控除・減免 
(1) 税金の控除・減免  身・知・精 

 

① 所得税・住民税の所得控除 

   所得税，住民税の所得金額から，所得控除として控除額を

差し引くことができます。（障がい者手帳を取得した年分の申告

から対象） 

種 類 
控除額 

所得税 住民税 

障がい者 

控除(※) 

障がい者 

本人又は 

同一生計 

配偶者・ 

扶養親族 

・身体障がい者手帳の等級が３～６級の方 

・知的障がい者療育手帳の等級がＢ１・Ｂ２の方 

・精神障がい者保健福祉手帳の等級

が２～３級の方 など 

27 万円 26 万円 

特別 

障がい者 

・身体障がい者手帳の等級が１～２級の方 

・知的障がい者療育手帳の等級がＡ１・Ａ２

の方 

・精神障がい者保健福祉手帳の等級が１

級の方 

・「障がい者控除対象者認定書」（82 ページ

参照）の交付を受けている方 など 

40 万円 30 万円 

同居特別 

障がい者 

特別障がい者である同一生計配偶者や扶養親族

で，本人や配偶者，生計を一にする親族のどなた

かの同居を常にしている方 

75 万円 53 万円 

※ 障がい者控除は，16 歳未満の扶養親族及び合計所得金額が 1,000 万円を超える納税

義務者の同一生計配偶者についても適用されます。 

② 住民税の非課税 

その年の１月１日現在で，以下に該当する方は住民税が非課税なります。 

 
③ 相続税 

内     容 金  額 問合せ先 

障がい者控除（精神または身体に障がいのある者など
が相続した場合） 

障がいの程度や年
齢に応じて控除 

宇都宮税務署 
621-2151㈹ 

④ 贈与税 
内     容 金  額 問合せ先 

特定障がい者を受益者とする特定障がい
者扶養信託契約に基づく信託受益権 

6,000万円（特別障がい者以外
は3,000万円）まで非課税 

宇都宮税務署 
621-2151㈹ 

⑤ 事業税 

内     容 金  額 問合せ先 

視力障がい者(失明または両眼の視力が矯正視力0.06以下

の者)が行う，あん摩，ﾏｯｻｰｼﾞ又は指圧，はり，きゅう等そ

の他医業に類する事業 

課税対象外 
宇都宮県税事務所

626-3018 

内 容 税 額 問合せ先 

身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者で，前年中
の合計所得金額が１３５万円以下の方 

非課税 
市民税課   
632-2233 

確定申告の場合 
■宇都宮税務署 

TEL 621-2151㈹ 
源泉徴収の場合 
■勤務先の給与担当 

■市民税課 
TEL 632-2233 



 

‐80‐ 

⑥ 軽自動車税種別割 

 
ア．減免の申請は納期限前７日までです。 

減免は，自動車税・軽自動車税をとおして，障がいのある方１人につき１台です。 
イ．対象となる車は次のとおりです。 

■障がい者が納税義務者であり，本人，生計を一にする方又は常時介護する方が運転する車…Ⓐ 

■障がい者と生計を一にする方が納税義務者であり，同生計を一にする方が運転する車…Ⓑ 

■障がい者を常時介護する方が納税義務者であり，同常時介護する方が運転する車 ……Ⓒ 

 

障がいの区分 障  が  い  の  級  別 

視 覚  １級から４級までの各級 

聴 覚  ２級および３級 

平 衡 ３級 

音 声 (Ⓐの場合のみ) 

３級（咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。） 

上 肢 １級および２級 

下 肢 (Ⓐの場合) 

１級から６級までの各級 

（ⒷⒸの場合） 

１級から３級までの各級 

体 幹 (Ⓐの場合) 

１級から３級までの各級および５級 

（ⒷⒸの場合） 

１級から３級までの各級 

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 

上肢機能 

移動機能 

１級および２級 

(Ⓐの場合) 

１級から６級までの各級 

（ⒷⒸの場合） 

１級から３級までの各級 

心 臓 １級および３級 

じん臓 １級および３級 

呼吸器 １級および３級 

ぼうこうまたは直腸 １級および３級 

小 腸 １級および３級 

ヒト免疫不全ウィルスに

よる免疫機能障がい 
１級から３級までの各級 

肝臓機能障がい １級から３級までの各級 

知的障がい 重度の知的障がい（Ａ・Ａ１・Ａ２） 

精神障がい 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち，精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律施行令に定める１級 

○ 生計を一にする方が運転する場合は，もっぱら当該身体障がい者，知的障がい者および精神障がい 
者の用に供するものであることが必要です。（通勤，通学，通院，生業等） 

■税制課 
TEL 632-2205 
FAX 651-5165 
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■県自動車税事務所 
TEL 658-5521 

■宇都宮県税事務所 
TEL 626-3029 

⑦ （軽）自動車税環境性能割免除および自動車税種別割減免 
    身体障がい者手帳等の級別の表示が 1 級の方，または，障 

がいが下表の障がいの級別に該当する方には，申請により， 
（軽）自動車税環境性能割の免除および自動車税種別割の 
減免が受けられる制度があります。 

■これから取得する自動車について減免（免除）申請をする場合は，個々の事例ごとに減免申請の時期および減
免となる税額が異なりますので，自動車の登録前に，県自動車税事務所または，県税事務所に確認してください。  

■現在所有している自動車について種別割の減免申請をする場合は，減免を受けようとする年度の２月末日まで
に県自動車税事務所または県税事務所に申請してください。なお，納期限後に申請があった場合は，申請日の
翌月分からの減免となりますのでご注意ください。また，賦課期日（毎年４月１日）以降に心身障がい者となった
場合で，納期限までに申請があった場合は，心身障がい者の減免要件に該当することとなった月の翌月分から
月割で減免が受けられます。 

■減免（免除）を受けることができる自動車は，心身障がい者の方１人について１台です。 

障がい区分 障 が い  の 級 別 

視  覚 １級から４級までの各級 

聴  覚 ２級および３級 

平  衡 ３級 

音  声 
(障がい者本人が運転する場合のみ) 

３級（喉頭摘出者に限る） 

上  肢 １級および２級 

下  肢 

(障がい者本人が運転する場合） 

１級から６級までの各級 

（生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合） 

１級から３級までの各級 

体  幹 

(障がい者本人が運転する場合) 

１級から３級までの各級および５級 

（生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合） 

１級から３級までの各級 

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 

 上肢機能 １級および２級 

 移動機能 

(身体障がい者本人が運転する場合） 

１級から６級までの各級 

（生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合） 

１級から３級までの各級 

心  臓 １級および３級 

じ ん 臓 １級および３級 

呼 吸 器 １級および３級 

ぼうこうまたは直腸 １級および３級 

小  腸 １級および３級 

ヒト免疫不全ウィル

スによる免疫機能障

がい 

１級から３級までの各級 

肝  臓 １級から３級までの各級 

知的障がい 栃木県で療育手帳の交付を受けている場合は，重度の知的障害（A・A1・A2） 

精神障がい 
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち，精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律施行令に定める１級 

○ 個々の障がい名が上記に該当する方に限られます。障がい名の記載が２つ以上ある方は，いずれかの障が
い名が上記に該当する方に限られます。 

○ 生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合は，もっぱら当該身体障がい者，知的障がい者お
よび精神障がい者が同乗して使用されることが必要となります。（通勤，通学，通院，通所，生業等） 

○ 常時介護する方とは，障がい者の方のみの世帯で生活する障がい者のために，継続して日常的に運転され
る方です。 

⇒この場合，「常時介護証明書」が必要になります。（「常時介護証明書」身体障がい者および知的障が
い者の場合は障がい福祉課，精神障がい者の場合は保健所保健予防課へ） 

○ 心身障がい者本人が運転する場合は，当該心身障がい者本人の名義の自動車に限られます。 
○ 生計を一にする方が運転する場合は，心身障がい者本人または生計を一にする方の名義の自動車に限られ

ます。 
○ 常時介護する方が運転する場合は，心身障がい者本人または常時介護する方の名義の自動車に限られま

す。 

したがって，自動車税種別割または軽自動車税種別割の減免を受けている間は，他の自動車に係る自動車税 
種別割の減免を受けることができません。 
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⑧ 「障がい者控除対象者認定書」（税申告における障がい者控除） 

障がい者手帳を所持していなくても，精神や身体に障がいの 

ある満６５歳以上の方で，その障がいの程度が，身体・知的ま 

たは精神障がい者に準ずる者として市長の認定を受けている 

方については，障がい者控除を受けることができます。 

  また，障がい者手帳等を所持している方（例：身体障がい者 

手帳３～６級相当）のうち，本制度により特別障がい者に係る 

障がい者控除の対象になる方も，申請することができます。 

 

 

＜手続き＞ 

・  「障がい者控除対象者認定書交付申請書」を，高齢福祉課認定審査グループ，障がい福

祉課福祉サービスグループ，又は各地区市民センター・各出張所にご提出ください。 

・  申請ができる方は，本人，家族，成年後見人（登録証明書の写しを添付）に限ります。 

・  認定された場合，「障がい者控除対象者認定書」が交付されますので，確定申告等の税の

申告の際にご利用ください。 

・ 申請の受付は申請年の翌年 1 月開庁日以降になります。 

（例）令和 7 年分を確定申告に使用したい場合の証明書の発行は，令和 8 年 1 月 5 日から受付開始 

  

■宇都宮税務署 
 TEL  621-2151（代） 

■市民税課  
TEL  632-2233 

■高齢福祉課 
認定審査グループ 

TEL  632-2986 

■障がい福祉課 
福祉サービスグループ 

TEL  632-2361 
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(2) ＮＨＫ放送受信料の免除 

    「日本放送協会放送受信料免除基準」(下記の適用基準)に該当する場合は，ＮＨＫ放送受

信料の全額または半額が免除となります。 

【免除基準：全額免除】 

対象 適用条件 受付窓口 
障がい者 身体・療育・精神のいずれかの障がい者手帳を所持して

いる者を含む世帯構成員全員の市民税が非課税の場合 

NHK， 障 が い 福
祉 課 ， 平 石 ・ 富
屋・姿川･河内地
区市民センター 

公的扶助受給者 ・生活保護を受けている場合 
・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する 
入所者に対する療養もしくは親族に対する援護を受けて 
いる場合 

・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関 
する法律に規定する支援給付を受けている場合 

NHK，生活福 祉
第１課・第２課 

社会福祉事業施設
入所者 

社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設または事
業所に入所されている場合 

NHK 

年間収入が一定額
以下等の別住居の
学生 

親元などから離れて暮らしており，以下のいずれかにあて
はまる学生 
・健康保険等の被扶養者である場合 
・国民健康保険の修学特例対象の場合 
・経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している場合 
・経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用
を受けている場合 
・年間収入が 130 万円以下の場合 
・国民年金保険料の学生納付特例対象の場合 
・親元などが市町村民税（特別区民税含む）非課税の場合 
・親元などが公的扶助受給世帯の場合 
※ 奨学金受給，授業料免除，年間収入が 130 万円以

下，国民年金保険料の学生納付特例の対象の学生に
は，親元など生計をともにする方がいない学生を含む 

NHK 

 

【免除基準：半額免除】 

対象 適用条件 受付窓口 

障がい者 世帯主が，視覚・聴覚，重度（１級または２級）の身体，重

度の知的，重度（１級）の精神のいずれかの障がい者手

帳を所持し，NHK の契約者である場合 

NHK，障がい福

祉課，平石・富

屋・姿川･河内

地 区 市 民 セ ン

ター 

戦傷病者 世帯主が，戦傷病者手帳（障がい程度が特別項症から第

１款症）を所持し，NHK の契約者である場合 

 

＜手続き＞ 

免除申請書については，受付窓口に備え付けてあります。障がい者，公的扶助受給者及び戦

傷病者の方で放送受信料の免除を希望される方は，市の窓口で免除事由の証明(確認)を受けて

ください。証明(確認)を受けた免除申請書をＮＨＫに提出することにより，放送受信料が免除となり

ます。 

 

 

 

■ＮＨＫふれあいセンター 
TEL 0570-077-077 
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(3) 市の施設利用料の減免  

身体障がい者手帳，療育手帳，精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方とそ
の介護者１人（障がいのある方に同伴する場合），障がい者団体などを対象に，利用料金を
原則免除（無料）します。 

施設名 減免額 
減免に関する問い合わせ 

電話番号 ファクス番号 

市総合福祉センター 全額免除 634-2941 638-9856 

河内総合福祉センター 全額免除 673-8453 673-1029 

茂原健康交流センター 全額免除 654-2815 654-2830 

市老人福祉 

センター 

ことぶき会館 

全額免除 

656-8792 

ふれあい荘 663-3156 

やすらぎ荘 665-5284 

すこやか荘 648-7750 

上河内老人福祉センター 674-4003 674-4258 

サン・アビリティーズ 全額免除 656-1458 

子ども発達センター 別途，基準により減免 647-4721 647-4715 

総合コミュニティセンター 別途，基準により減免 632-2887 632-3268 

地域コミュニティセンター 別途，基準により減免 632-2887 632-3268 

市民活動センター 別途，基準により減免 632-2887 632-3268 

地区市民センター 別途，基準により減免 632-2887 632-3268 

まちづくりセンター 全額免除 661-2778 689-2731 

コミュニティプラザ 別途，基準により減免 671-3201 671-3220 

市民プラザ（会議室） 別途，基準により減免 616-1540 616-1541 

市民プラザ市民ギャラリー 別途，基準により減免 616-1573 

市男女共同参画推進センター「アコール」 全額免除 636-4075 636-4079 

青少年活動センター 全額免除 663-3155 662-6540 
市営駐車場（中央・相生・駅西）        
 減免手続きが可能な時間             
  中央  午前 8 時～午後 10 時       
  駅西  午前 7 時～午後  9 時     
  相生  午前 7 時 30 分～午前 0 時 

最初の 2 時間まで全額免除 

ただし，総合福祉センター，中

央生涯学習センターを利用す

る場合は中央駐車場のみ 3 時

間まで全額免除 

632-2433 632-5420 

市営駐車場（雀宮駅東口）           
減免手続きが可能な時間 

      午前 6 時～午前 0 時 
手続きは近隣のＪＲ雀宮駅東口自転車駐車

場で受付のため駐輪場の開設時間内 

最初の 6 時間まで全額免

除 
632-2513 639-0626 

市営自転車駐車場 全額免除 632-2513 639-0626 

宮サイクルステーション 全額免除 627-3196 

オリオン市民広場 全額免除 632-2434 632-5420 

バンバ市民広場 全額免除 632-2434 632-5420 

ろまんちっく村 

温泉館（ヴィラ・デ・アグリの宿

泊は１割減額），体験センター，

クラインガルテン，土地又は建

物の一部の利用は全額免除 

665-8800 665-8678 

上河内地域交流館（梵天の湯） 全額免除 674-8963 674-8965 

宇都宮駅東口交流広場（宮みらいライトヒル） 全額免除 611-5522 611-5533 

宇都宮駅東口交流拠点施設（ライトキューブ宇都宮） 全額免除 611-5522 611-5533 

大谷コネクト 全額免除 652-4800 652-4801 
篠井農産加工所 全額免除 632-2437 632-2765 

河内ふれあい市民農園 全額免除 632-2475 639-0619 

河内農村体験交流館 全額免除 632-2475 639-0619 

河内農業構造改善センター 全額免除 632-2475 639-0619 

西鬼怒川地区グラウンドワーク活動センター 全額免除 632-2475 639-0619 
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施設名 減免額 
減免に関する問い合わせ 

電話番号 ファクス番号 

少年自然の家 

（再整備に伴い，令和 6 年 4 月から休館） 
１割減額 652-4497 

市自然休養村管理センター 

（再整備に伴い，令和 6 年 4 月から休館） 
全額免除 652-4497 

宮原運動公園野球場・庭球場，駒生運動公

園野球場 
全額免除 658-1052 

清原中央公園庭球場・宇都宮清原球場・清

原体育館，清原南公園野球場 
全額免除 667-1227 667-1228 

市体育館，市サッカー場，石井緑地野球場・

多目的運動場，柳田緑地野球場・サッカー

場・ソフトボール場，道場宿緑地野球場・ソ

フトボール場，御幸公園野球場，みずほの

中央公園野球場・アーチェリー場 

全額免除 663-1611 663-0067 

宇都宮駅東公園プール 全額免除 661-5310 655-6827 

河内総合運動公園陸上競技場・多目的運

動広場・プール 
全額免除 673-0212 673-0312 

雀宮体育館・運動広場 全額免除 655-0058 

明保野体育館 全額免除 632-6381 

上河内体育館，上河内運動場野球場・庭球場 全額免除 674-3290 

下田原運動場野球場・庭球場・弓道場， 

古田運動場，宮山田運動場，芦沼運動場 
全額免除 

672-1051 

高間木キャンプ場 
宿泊料は 1 割減額，その

他は全額免除 

河内体育館 

（改修工事に伴い令和 7 年 2 月から休館） 
全額免除 673-5600 673-5601 

市スケートセンター 

（改修工事に伴い令和 6 年 6 月から休館） 
全額免除 655-6817 655-6827 

市弓道場，屋板運動場多目的運動場・庭球場 全額免除 656-7329 

サイクリングターミナル 

（再整備に伴い，令和 6 年 4 月から休館） 
宿泊料は１割減額，その

他は全額免除 
652-4497 

八幡山公園展望塔 全額免除 624-0642 622-6002 

八幡山交通公園ゴーカート 全額免除 624-0642 622-6002 

宇都宮城址公園教養施設（清明館和室） 全額免除 638-9390 632-5418 

みずほの自然の森公園イベントスペース・

バーベキューパーク  
全額免除 657-5222 666-8313 

冒険活動センター 
宿泊料は１割減額 

工作室は全額減免 

その他は別途基準により減免 
669-2441 669-2240 

文化会館 全額免除 636-2121 635-3593 

生涯学習センター 別途，基準により減免 632-2748 632-2675 

市視聴覚ライブラリー 別途，基準により減免 638-5704 610-5117 

宇都宮美術館 別途，基準により減免 643-0100 643-0895 

旧篠原家住宅 別途，基準により減免 624-2200 

市教育センター 全額免除 639-4383 639-4393 

南図書館   別途，基準により減免 653-7609 653-7619 

＜手続き＞入館等の際，受付で手帳又は，ミライロＩＤを提示してください。 

※ 工事等により施設が利用できない場合があります。 
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(4) 県立施設の利用料の減免 

障がい者の社会参加を促進するため，障がい者が施設   

（一部）を利用する場合に，利用料金を減免しています。 

 

＜対象施設＞ 

Ｎｏ 施設名 所在地 電話番号 

１ 
栃木県子ども総合科学館（展示室，プラネタリウム） 

※リニューアルのため屋内施設休館中 

（令和 6 年 1 月～令和 7 年 9 月） 
宇都宮市西川田町 567 028-659-5555 

２ 栃木県立美術館 宇都宮市桜 4-2-7 028-621-3566 

３ 栃木県立博物館 宇都宮市睦町 2-2 028-634-1311 

４ とちぎ花センター（鑑賞大温室） 栃木市岩舟町下津原 1612 0282-55-5775 

５ 栃木県立日光自然博物館 日光市中宮祠 2480-1 0288-55-0880 

６ 英国大使館別荘記念公園 日光市中宮祠 2482 0288-55-0880 

７ イタリア大使館別荘記念公園 日光市中宮祠 2482 0288-55-0388 

８ 栃木県井頭公園（花ちょう遊館） 真岡市下籠谷 99 0285-83-3121 

９ とちぎ明治の森記念館 那須塩原市青木 27 0287-63-0399 

10 栃木県日光田母沢御用邸記念公園 日光市本町 8-27 0288-53-6767 

11 栃木県とちぎわんぱく公園（ふしぎの船） 壬生町国谷 2273 0282-86-5855 

12 栃木県なかがわ水遊園 大田原市佐良土 2686 0287-98-3055 

13 栃木県立日光霧降アイスアリーナ 日光市所野 2854 番地先 0288-53-5881 

14 栃木県グリーンスタジアム 宇都宮市清原工業団地 32 028-667-0962 

15 栃木県立県南体育館 小山市外城 371-1 0285-21-0021 

16 栃木県立県北体育館 大田原市美原 3-2-62 0287-22-8012 

17 栃木県立温水プール館 小山市外城 371-1 0285-22-4617 

18 
栃木県総合運動公園北・中央エリア 

(とちぎスポーツ医科学センターを除く) 
宇都宮市西川田 4-1-1 028-615-0581 

19 栃木県総合運動公園東エリア 宇都宮市西川田 4-1-1 028-658-5900 

20 栃木県ライフル射撃場 宇都宮市新里町乙 1067 028-689-9715 

21 障害者スポーツセンター（わかくさアリーナ） 宇都宮市若草 1-10-6 028-678-6677 

 

対象者 
（１～２０） 

〇身体障がい者手帳，療育手帳，精神障がい者保健福祉手帳，障害福祉

サービス受給者証，特定医療費(指定難病)受給者証，小児慢性特定疾病

医療費受給者証を所持している方と，第１種障がい者（※）の介助のため

の同伴者（障がい者１名につき介助者１名）。 

※注：第１種障がい者  

身体障がい者…視覚１～３級と４級の一部，聴覚２・３級，肢体１級と２・３級の一

部，内部１・３級と４級の一部，免疫障がい１～４級，肝臓障がい１～４級 

知的障がい者…療育手帳Ａ１・Ａ２・Ａ 

精神障がい者…精神障がい者保健福祉手帳１級 

○障害者団体（構成する者のうち半数以上が上記の障害者である団体） 

手続き 

（１～２０） 
入館等の際，受付で手帳，(株)ミライロが提供するアプリ「ミライロＩＤ」若しく

は受給者証を提示 

  

■栃木県障害福祉課 
    TEL 623-3053 
    FAX 623-3052 
■栃木県スポーツ振興課 
    TEL 623-3414 
    FAX 623-3411 
■各施設受付 
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対象者 

（２１） 
障がい者，障がい者１名につき１名の介助者，障がい者団体等は利用料金

が減免 

【障がい者】 

① 身体障がい者手帳，療育手帳若しくは精神障がい者保健福祉手帳のい

ずれかの交付を受けた者 

② 障害福祉サービス受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証若しくは小

児慢性特定疾病医療費受給者証のいずれかの交付を受けた者 

③ ①，②と同等の心身の機能の障がいがあると指定管理者が認める者 

【障がい者団体等】 

① 構成する者のうち半数以上が障がい者である団体 

② 障がい者スポーツの指導者やボランティア等を育成する団体 

③ 特別支援教育を行う学校 

④ 障がい福祉サービス等を行う事業者等 

⑤ 専ら障がい者福祉活動を行っていると指定管理者が認める団体 

手続き 

（２１） 
詳細は障害者スポーツセンターにお問い合わせください。 
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１２ 文化・スポーツ活動の充実 

 点字図書館・聴覚障がい者情報提供施設 図書・録音図書 

       （とちぎ視聴覚障害者センター） 

視覚障がい，聴覚障がいのある方に各種の情報提供（点字（録音）刊行物・字幕（手話 

入り DVD の貸し出しなど）やコミュニケーションの支援を行う施設です。 

〒320-8508 宇都宮市若草1-10-６とちぎ福祉プラザ２階 

TEL  (621)6208  FAX  (627)6880 

 障がい者福祉センター 

障がいのある方に対して生きがいづくりや仲間づくりを主な目的として，創作活動や機

能訓練，社会適応訓練などに関する講座を実施する施設です。 

〒320-0806 宇都宮市中央1-1-15 総合福祉センター内2，3階 

TEL  (639)1050  FAX  (639)1052 

 サン・アビリティーズ 

障がいのある方の教養，文化および体育の向上を図り,社会参加を促進するための施

設です。障がいのある方が優先的に使用でき，宇都宮市外在住の方も使用できます。 

〒321-0112 宇都宮市屋板町 251-1 

TEL （656）1458  （FAX 共用） 

使 用 で き る 

施 設 

体育館，研修室，機能訓練室，多目的ホール，教養娯楽室，ミーティン

グルーム，音楽室，相談室，図書コーナー，談話コーナー，男子・女子

更衣室（ベビーシート），男子・女子シャワー室，バリアフリートイレ（オス

トメイト対応） 

開 館 時 間 
火曜日～土曜日  午前９時～午後９時 

日曜日・祝日    午前９時～午後５時 

休 館 日 
毎週月曜日（休館日が祝日のときは，翌日が休館日） 

１２月２９日～翌年１月３日 

使 用 料 

・身体障がい者手帳，療育手帳，精神障がい者保健福祉手帳の交付を

受けている方と介護者の方１名 

・障がい者団体などは全館無料で利用可能 

・障がい者以外の方は有料（図書コーナー，談話コーナー，機能訓練室

を除く。）） 

※  料金等詳しくは同館へお問い合わせください。 

使 用 申 請 

・障がいのある方は，使用日の属する月の３か前から当日まで（休館日

は除く）に，障がい者以外の方は，使用日の属する月の１か月前から

当日までに，「宇都宮市公共施設予約システム」で申請，もしくは，サ

ン・アビリティーズに直接または電話・ＦＡＸで申請 

・障がいのある方は，ご使用の際に，各種障がい者手帳をご提示くださ

い。 

 

 



ボランティア団体一覧

2025/4/1現在

№ 団体名 代表者 活動内容

1 宇都宮
ウツノミヤ

ボランティア協会
キョウカイ

松本
マツモト

　カネ子
コ

１．ボランティア活動についての相談事業
２．研究集会、対外研修、新年・運動交流会の開催
３．機関紙「はこべ」の発行（年３回）
４．各種街頭募金
５．国際交流、社会福祉協議会、学校、行政との共動・交流
６．福祉まつり・独り暮らし高齢者の一日招待会の開催 他

2 V・Ｇすずめ
ブイジー

松本
マツモト

　カネ子
コ 福祉全般、町づくり、居場所の運営、青少年の健

全育成

3 宇都宮市視覚障害者福祉協会
ウツノミヤシシカクショウガイシャフクシキョウカイ

小野
オノ

　和良
カズヨシ

会員同士の親睦。チャリティマッサージ。宇都宮
市職員互助会カフェテリアプラン事業の利用権の
集計・請求他

4 おはなしきゃらばん　つぼみ座
ザ

荻
オギス

巣　美佐
ミサ 人形劇、パネルシアターなどの巡回公演及び練

習。

5 宇都宮
ウツノミヤコウセイホゴジョセイカイ

更生保護女性会 廣瀬
ヒロセ

　路子
ミチコ 青少年の健全育成、非行防止活動、児童養護施

設訪問

6 新里
ニッサトダンチ

団地ゴールドクラブ合唱団
ガッショウダン

関根
セキネ

　忠義
タダヨシ 施設などを訪問し、コーラスやダンスなどを提供

する

7 点訳
テンヤク

ボランティアサークル「スイートピー」 吉田
ヨシダ

　博子
ヒロコ 書籍、書類等の点訳

出前福祉共育講座のアシスタント

8
ニッポンアクティブライフクラブ栃木

トチギ

拠点
キョテン

ナルク栃木
トチギ

「とちの実
ミ

会
カイ

」
黒川
クロカワ

　良子
リョウコ

・周辺の掃除　・どんぐり育苗出前授業
・思いやり教室開催　・日本舞踊、民話、コーラス、唄　
・傾聴
・乳児のあやし、おもちゃ等の清掃・消毒

9 SDOサポート27
エスディーオー

松浦
マツウラ

　正夫
マサオ

老人介護施設での傾聴活動

10 総合
ソウゴウ

グランドお掃除
ソウジ

ボランティア 川瀬
カワセ

　幸雄
ユキオ

総合グランド清掃活動

11 傾聴
ケイチョウ

ボランティア　きずな 山本
ヤマモト

　和子
カズコ

施設を訪問し、傾聴する

12 南
ミナミトショカンリョクカドウコウカイ

図書館緑化同好会 北山
キタヤマ

　八郎
ハチロウ

花壇及び樹木芝生等の植栽・除草及び維持管理

13 音訳
オンヤク

ボランティアグループ　風
カゼ

田中
タナカ

　恵美子
エミコ

音の情報誌「風のさんぽみち」の発行。情報誌利
用者との交流、「まちぴあ」デイジー版発行、勉強
会の開催など

宇都宮市社会福祉協議会ボランティアセンター
TEL：636‐1285　　FAX：634‐2870
E-mail：miya-vc@ap.wakwak.com　
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№ 団体名 代表者 活動内容

14 宮
ミヤ　ウチコ

の内子ども見守
ミマモ

り隊
タイ

菊池
キクチ

　孝利
タカトシ

子供下校時の見守り

15 ＮＰＯ法人宇都宮
エヌピーオーホウジンウツノミヤ

まちづくり推進
スイシンキコウ

機構 須賀
スカ

　英之
ヒデユキ

釜川美化活動（花植え・清掃活動）

16 ことぶきハーモニカアンサンブル 福川
フクガワ

　正勝
マサカツ 外国人とのハーモニカ交流

バンバ広場出演、老人施設での活動

17 とちぎいやしの園芸
エンゲイケンキュウカイ

研究会 和久井
ワクイ

　隆
タカシ 高齢者福祉施設（ケアハウスなど）における園芸

活動の支援

18 天狗
テング

町
チョウ

ほのぼの会
カイ

椋田
ムクタ

　了
サトル

高齢者福祉　慰問

19 栃木県
トチギケンコ

子ども総合
ソウゴウカガクカン

科学館 神山
カミヤマ

　正幸
マサユキ

天体観望会（星をみる会）、おりがみ教室

20 サロンほっと！歌声
ウタゴエ

・シネマ 梅木
ウメキ

　猛
タケシ 簗瀬10丁目自治会員及び他地域の方々へ歌声

と映写会の支援活動

21 傾聴
ケイチョウ

こだまの会
カイ

中村
ナカムラ

　長司
タケシ

傾聴ボランティア

22 生
セイ

協
キョウ

ふたば診療所
シンリョウジョ

ボランティアの会
カイ

金田
カネダ

　みな子
コ 通所リハビリ利用者との交流やお茶の提供及び

傾聴

23 フラ研修会
ケンシュウカイ

久川
ヒサカワ

　孝
コウ 老人施設などを訪問し、フラダンスの発表や指導

を行う。

24 点訳
テンヤク

グループ　てんとう虫
ムシ

入江
イリエ

　有子
ユウコ

点訳、校正

25 精神
セイシンホケンフクシ

保健福祉ボランティアそよかぜ 中野
ナカノ

　滋
シゲル

社会福祉法人ふるさとジョアン支援（作業補助、
交流会、行事参加）、県立岡本台病院にて洗濯
物整理、会員親睦会、各種研修会等参加

26 点訳
テンヤク

ボランティアサークルかたつむり 河野
カワノ

　順子
ジュンコ 広報うつのみやの点訳、絵本・児童書・一般図書

の点訳、出前講座の手伝い　等

27 グリーンクラブ 岡田
オカダ

　美智子
ミチコ 公共施設の花壇などへの植栽および維持管理

活動

28 宝
タカラギホイクエントショ

木保育園図書ボランティア 佐藤
サトウ

　隆久
タカヒサ 宝木保育園に訪問して絵本の貸出する

宝木保育園の年間行事に参加し、応援する。
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№ 団体名 代表者 活動内容

29 アフリカンダンス・シルバ族
ゾク

鈴木
スズキ

　英雄
ヒデオ

施設でのアフリカンダンスを通しての交流

30 さぎ草
ソウ

パソコンクラブ 野々山
ノノヤマ

　碩延
ヒロノブ

パソコン教室

31 手
シュ

話
ワ

サークル・コスモ 長谷川
ハセガワ

　隆
タカシ 手話の学習会、聴覚障がい者との交流と情報提

供

32 帝京
テイキョウダイガクボウサイ

大学防災ボランティアＥＲＳＵ 大橋
オオハシ

　溪
ケイ

弥
ヤ 東北遠征、防災イベントの開催、各種イベントの

参加

33 紙芝居
カミシバイ

マロニエ 森
モリ

　明子
アキコ 紙芝居に関する研修、紙芝居の上演（高齢者福

祉施設等）

34 一般
イッパンシャダンホウジントチギケンシンキュウシカイ

社団法人栃木県鍼灸師会 小堀
コボリ

　誠
マコト

市保健センター・子育てサロンにて「親子スキンタッチ
教室」で親が子に行うツボ健康法による健康管理・増
進に向けた活動。各種イベントで鍼灸無料体験・健康
相談など。

35
特定
トクテイヒエイリカツドウホウジンジリツセイカツ

非営利活動法人自立生活センター

とちぎ
齋藤
サイトウ

　康雄
ヤスオ 相談支援、ピュアカウンセリング、自立生活プロ

グラム

36 手話
シュワ

サークル　すいすい 山中
ヤマナカ

　佑二
ユウジ 手話の勉強(ろう者・難聴者とのコミュニケーショ

ン）、福祉の祭典参加

37 SGC「健」
エスジーシー　スコヤカ

増渕
マスブチ

　明男
アキオ 会員相互による練習会及び特老などの施設訪

問・演芸ボランティア

38 傾聴
ケイチョウ

ボランティアグループふくみみ 吉川
ヨシカワ

　由美子
ユミコ

施設を訪問して傾聴活動を行う

39 横川
ヨコカワチク

地区こどもとふれあう会
カイ

川嶋
カワシマ

　和子
カズコ 防犯活動、環境美化、体験活動、居場所作り、健

康づくり等

40 歌謡
カヨウ

劇団
ゲキダン

”若
ワカ

” 若林
ワカバヤシ

　彰
アキラ

高齢者施設を訪問し、歌・踊りを行う

41 社会
シャカイフクシ

福祉シェイクハンズ友
トモ

の会
カイ

中山
ナカヤマ

　昌子
マサコ プルタブ・使用済み切手・エコキャップ収集活動、

施設訪問、交流活動

42 手
シュワ

話サークル「北斗星
ホクトセイ

」 石川
イシカワ

　裕美
ヒロミ

地域の町で障がい者との手話の学習、交流

43 宇都宮
ウツノミヤラクゴケンキュウカイ

落語研究会 井上
イノウエ

　匡幸
マサユキ 視覚障がい者観賞用落語テープを作成するため

の落語会を行う。
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44 こすもす会
カイ

村田
ムラタ

　裕子
ユウコ

篠井地区のひとりぐらし高齢者に手作り弁当を作
り宅配、安否確認を目的としている。（希望者の
み）

45 Band
バンド

 どんぐりころころ 松岡
マツオカ

　信一
シンイチ

施設などを訪問し、バンド演奏を行う。（童謡や抒
情歌、ナツメロを一緒に歌うことで、元気になって
もらう活動）

46 楽譜
ガクフ

点訳
テンヤク

「アモーレ」 松
マツ

本
モト

　恵子
ケイコ

楽譜の点訳

47 えんゆう会
カイ

中川
ナカガワ

　今日子
キョウコ

宝寿苑　年2回慰問

48 傾聴
ケイチョウ

ボランティア　「ささやき」 澤田
サワダ

　璋子
アキコ

傾聴ボランティア

49 手話
シュワ

サークル　虹
ニジ

堀江
ホリエ

　初江
ハツエ

手話の学習・交流、福祉の祭典

50 手話
シュワ

コーラス「瞳
ヒトミ

」 小森
コモリ

　邦子
クニコ

手話コーラスの発表

51 宇都宮市肢体不自由児者父母の会
ウツノミヤシシタイフジユウジシャフボノカイ

山﨑
ヤマザキ

　富子
トミコ 療養訓練、お楽しみ会、福祉の祭典への参加、

福祉わかめ、愛の絵ハガキ

52 琴
キン

友
ユウ

会
カイ

鈴木
スズキ

　明美
アケミ

大正琴の学習（演奏活動）

53 栃木
トチギ

の民話
ミンワカタ

語り　かまどの会
カイ

森重
モリシゲ

　直樹
ナオキ

ふるさと栃木に伝わる民話を学校、地域、老人会
施設などで語り伝えるボランティア、学校支援活
動

54 要約
ヨウヤクヒッキ

筆記サークルすず 安田
ヤスダ

　房代
フサヨ

①要約筆記に関する学習会
②関係団体への協力・情報提供及び交換
③会員の交流
④聴覚障がい者への支援及び交流

55 NA宇都宮
エヌエーウツノミヤ

グループ 大吉
オオヨシ

　努
ツトム 薬物依存症からの回復プログラムを使う当事者

による自助を目的とした集まり

56 さぎ草
ソウ

ボランティア会
カイ

中里
ナカザト

　甫
ハジメ 河内地区５施設に対するボランティア活動

（作業・演芸活動）

57 ㋵
マルヨ

うつのみや 武田
タケダ

　由美子
ユミコ

要約筆記派遣、ボランティア活動、聴覚障害者への文
字による情報保障、県要約筆記者養成講座への協
力、難聴者・難聴協との交流、要約筆記周知活動他
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58 NA
エヌエー

うさはなグループ 大吉
オオヨシ

　努
ツトム 薬物依存者の女性当事者による自助グループ

ミーティング

59 イチゴクラブ 太田
オオタ

　達彦
タツヒコ

書籍の点訳・点訳の体験指導

60 音訳
オンヤク

ボランティアグループひばり 伊藤
イトウ

　眞弓
マユミ

個人依頼による週刊誌の音訳

61 劇団三十六計
ゲキダンサンジュウロッケイ

戸田
トダ

　古道
コドウ 中学校を中心とした、薬物乱用防止啓発演劇の

上演訪問など。

62 かわち消費者
ショウヒシャ

友
トモ

の会
カイ

木村
キムラ

　由美子
ユミコ

きれいな水といのちを守るため水環境に配慮した
死活の実践、廃油油からリサイクルせっけんつく
りを啓発している。

63 音訳
オンヤク

ボランティア「ひびき」 矢野
ヤノ

　明子
アキコ

・視覚障がい者のための音訳、支援活動
　　（主にグループ活動と個人活動）
・音訳、デイジーの勉強会
・「あなたと市議会」音訳・編集他

64 華
ハナ

乃
ノ

会
カイ

太田
オオタ

　季
キ

陽子
ヨコ

施設での演芸活動　（歌、踊り）

65 デフ・みやの会
カイ

大島
オオシマ

　英子
ヒデコ 70歳以上の高齢者の交流活動（座談会・出前講

座他）

66 パソコン要約
ヨウヤクヒッキ

筆記きぶな 佐藤
サトウ

　典子
ノリコ

聴覚障がい者への情報提供のためのパソコン要約筆
記活動を主とし聴覚障がい者並びに会員相互の親睦
と技術の向上を図る。

67 音訳
オンヤク

ボランティアグループかっこう 伊丹
イタミ

　左知
サチ

講師による勉強会をもとに①県立盲学校図書館の蔵
書の音訳②月刊雑誌「かっこうだより」テープ版、CD
版の制作③個人依頼の週刊誌の音訳④対面朗読⑤
「あなたと市議会」制作

68
特定非営利活動法人
トクテイヒエイリカツドウホウジン

　スペシャルオリン

ピックス日本
ニホン

・栃木
トチギ 高久

タカク

　和男
カズオ 知的障害者児・者に日常的にスポーツトレーニン

グを提供している。

69 ICC文庫
アイシーシーブンコ

入
イリ

月
ツキ

　聡子
サトコ

読み聞かせ、朗読、素話、腹話術
すべて手作りの人形劇、影絵、大型紙芝居、ペー
プサート

70 ボランティアグループ　まなびば 原田
ハラダ

　幹男
ミキオ

1)ともだち活動　2)地域福祉の調査研究及び住民福
祉活動　3)非行防止の啓発・啓蒙活動　4)栃木県保護
司会等との協力活動　5)各種街頭募金に参加・協力

71 精神
セイシンホケン

保健ボランティアかたくりの会
カイ

池田
イケダ

　とし江
エ 精神障がい者の方との交流、居場所づくり、ＮＰ

Ｏ法人へのボランティア
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72 手話
シュワ

サークルかたつむり 中澤
ナカザワ

　あけみ 手話学習・ろう者との交流

73
栃木県
トチギケンモウマクシキソヘンセイショウキョウカイ

網膜色素変性症協会（JRPSとち

ぎ)
平塚
ヒラツカ

　英治
エイジ

①定例ＰＲサロン　　　②定期総会
③白杖講習会　　④散策の会
⑤栃木県難病団体連絡協議会
⑥その他　行事参加

74 東手話
ヒガシシュワ

サークル 高橋
タカハシ

　明美
アケミ

手話の学習・ろう者との交流

75 宇都宮
ウツノミヤシュワツウヤクシャレンラクカイ

手話通訳者連絡会 郷間
ゴウマ

　秀美
ヒデミ

手話通訳者の技術、知識向上のための学習

76 青空
アオゾラ

ノート 栗田
クリタ

　章子
アキコ

中途失聴、難聴者に筆談で情報保障する。

77
全建総連栃木県建設労働組合宇都宮支
ゼンケンソウレントチギケンケンセツロウドウクミアイウツノミヤシブ

部
荒川
アラカワ

　隆
タカシ 地域のイベント（福祉まつり）等に参加。福祉施設

の修繕奉仕作業

78 栃木県
トチギケンジャクネンシャシエンキコウ

若年者支援機構 中野
ナカノ

　謙作
ケンサク

若年者支援・寺子屋

79 おたすけclubぴあかん 加藤
カトウ

　道広
ミチヒロ

精神障害ピアサポート

80 栃木県
トチギケンシュワツウヤクモンダイケンキュウカイ

手話通訳問題研究会 井
イ

腰
コシ

　香織
カオリ 手話や手話通訳、聞こえない人々に関わる問題

についての研究、運動。

81 シュイング・ザ・ハート 小玉
コダマ

　裕美
ヒロミ オリオンスクエア・とちぎ福祉プラザ等で発表会、

ディサービス、ボランティア、手話ソング

82 うつのみやシティガイド協会
キョウカイ

藤本
フジモト

　由利子
ユリコ

宇都宮市内の案内

83 野外
ヤガイカツドウタンケンタイ

活動探検隊キャプテントムソーヤ 横須賀
ヨコスカ

　典子
ノリコ

小中学生を対象とした「夏の冒険キャンプ」の開催や、
地域で開催されるキャンプ活動支援など野外活動を
通して青少年交流事業を実施している。

84 がんセンター　ボランティアこだまの会
カイ

𠮷池
ヨシイケ

　春枝
ハルエ 外来患者さんへの案内サービス及び緩和病棟の

入院患者さんへのおもてなし、交流活動

85
NPO法人
ＮＰＯホウジン　

　障がい者福祉推進
ショウガイシャフクシスイシン

ネット　ち

えのわ
池本
イケモト

　喜代正
キヨマサ 障がい理解啓発活動

障がい者の子育てと教育に関する研修活動

86 サポートネットワーク・マロニエ 廣田
ヒロタ

　久男
ヒサオ

介護生活援助方法等、各種相談事業
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87
特定
トクテイヒエイリホウジン

非営利活動法人　　ITアット
アイティ

うつの

みや
伊藤
イトウ

　元幸
モトユキ

パソコン講習会の受託、運営

88 ペアレントトレーニングてのひら 山口
ヤマグチ

　礼子
レイコ

発達につまづきのある子どもへの適切な関わり
方を講師を招いて学ぶ。レクリエーション活動も
あり。

89 宇都宮介護者
ウツノミヤカイゴシャ

の会
カイ

三條
サンジョウ

　安子
ヤスコ

現在、介護している方、また携わった方、理解のある
方々が介護に困っている方達の声かけ、相談、リフ
レッシュ旅行、つどい等を行う。

90 日本
ニホン

ダウン症協会栃木支部
ショウキョウカイトチギシブ

和地
ワチ

　明美
アケミ

定例会・療育訓練・お楽しみ会・リトミック・勉強
会・年代別活動・勉強会・講演会・相談活動・施
設見学・会報（つくし）の発行

91 デイジー全文
ゼンブン

訳
ヤク

センターアクセス 北澤
キタザワ

　則子
ノリコ

・「広報うつのみや」「暮らしの便利帳」
　「健康づくりのしおり」ほか、各種行政資料のデイジー版製
作（委託製作／自主製作）
・自主製作ＣＤを視覚障がい者へ配付
・製作を通じて音訳技術、編集技術を習得

92 短足
タンソク

おじさんの会
カイ

大島
オオシマ

　聡
サトシ

児童養護施設の入所児童と真正面から接し、彼らに
夢と希望を与え、将来の社会生活のために必要な
「技」を習得してもらうための実効支援を行っていま
す。

93 CAB
シーエービー

アクアサポート 田中
タナカ

　香織
カオリ

水中運動指導、アドバイス、相談

94 一般
イッパンシャダンホウジン

社団法人すまいるコンシェルジュ 田中
タナカ

　香織
カオリ 地域の中での相互支援のシステム作り

現在は特に女性・子供を対象に援助・企画

95 栃木県
トチギケンガクセイケンケツスイシンレンメイ

学生献血推進連盟「かけはし」 川田
カワタ

　亜由美
アユミ

赤十字活動・献血推進

96 社会福祉法人
シャカイフクシホウジン

　栃木
トチギ

いのちの電話
デンワ

青木
アオキ

　勲
イサオ

電話相談による活動

97 日本
ニッポンロウドウクミアイソウレンゴウカイトチギケンレンゴウカイ

労働組合総連合会栃木県連合会 中島
ナカジマ

　一実
カズミ

災害ボランティア

98 たまごクラブ 中條
ナカジョウ

　昌明
マサアキ 幼児から高齢者、障がいを持つ方々へのレクリ

エーション支援活動を年間を通じて実施

99 手話
シュワ

サークル「あすか」 田沼
タヌマ

　北都
ホクト 手話を学び、ろう者との交流・手話啓発活動・ボ

ランティア活動など

100 グリーン　ユース　とちぎ 上條
カミジョウ　ヒロシ

　寛

・被災地復興支援活動
・清掃活動
・地域、お年寄りの手伝い活動
・植樹活動
・防災等講演活動
・海岸清掃
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101 栃木
トチギ

エイサーシンカ琉
リュウワ

和 岡本
オカモト

　雅彦
マサヒコ

沖縄伝統芸能エイサーを通して、沖縄文化を
知って頂く活動や地域貢献、栃木と沖縄の架け
橋となる活動

102 宇都宮市
ウツノミヤシチョウカクショウガイシャキョウカイ

聴覚障害者協会 川俣
カワマタ

　郁美
イクミ

宇都宮市の障害者を主体とする団体等をもって構成し、多
様な福祉サービスが利用者の意向を尊重して総合的に提
供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳
を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことが
できるよう支援することを目的としている。

103 きょうだい会
カイ

　SHAMS
シェイムズ

滝島
タキシマ

　真優
マユ

発達障害者を家族に持つ小学生以上の兄弟姉妹を
対象に、余暇活動や互いの立場や思いを共有するた
めの活動を行っています。

104 NPO法人とちぎ生涯学習研究会
エヌピーオーホウジントチギショウガイガクシュウケンキュウカイ

柴田
シバタ

　法幸
ノリユキ

環境保全活動・教育支援活動

105 なかよしマジック35 宮崎
ミヤザキ

　キク
施設等での余興のマジック提供及び施設内の清
掃等

106 すみれ語
カタ

りの会
カイ

渡邉
ワタナベ

　節子
セツコ

老人施設、地域ふれあいサロン等　民話語り

107
日本
ニホン

お手玉
テダマ

の会
カイ

（栃木県
トチギケンシブ

支部）おおるり

会
カイ 枝

エダ

　俊男
トシオ

お手玉を使ったコミュニケーションゲーム

108 下栗本町
シモグリホンチョウ　ミドリ

　緑のボランティア 宇梶
ウカジ

　清
キヨシ

緑化ボランティア活動

109 宇都宮
ウツノミヤエスジージー

SGGクラブ 武田
タケダ

　康夫
ヤスオ 宇都宮を含む県全域訪問の外国人旅行客の接

遇とガイド通訳活動を実施しています。

110
特定
トクテイ

非営利
ヒエイリ

活動
カツドウ

法人
ホウジン

とちぎボランティア

ネットワーク
矢野
ヤノ

　正広
マサヒロ

困窮者支援活動（フードバンク）など

111 野
ノ

の花
ハナ

の会
カイ

長浜
ナガハマ

　京子
キョウコ

傾聴ボランティア

112 宇都宮市
ウツノミヤシショウヒシャトモノカイ

消費者友の会 野澤
ノザワ

　克子
カツコ

市が主催する各種イベントへの参加
出前講座を行って消費者トラブルに関する最新情報な
どについての啓発活動

113 一般
イッパンシャダンホウジントチギケンチョウカクショウガイシャキョウカイ

社団法人栃木県聴覚障害者協会 稲川
イナガワ

　和彦
カズヒコ

県内在住の聴覚障害者の福祉向上

114 うた仲間
ナカマ

大谷
オオタニ

　冨美子
フミコ 体操や歌を通じて心身の健康を維持するための

活動を指導支援する。
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№ 団体名 代表者 活動内容

115 すみれ手話
シュワ

クラブ 安久都
アクツ

　信二
シンジ 会員の手話の勉強を通して、ろう者とのコミュニ

ケーションを図る

116 宇都宮
ウツノミヤ

マロニエ琴友会
キンユウカイ

小川
オガワ

　圭子
ケイコ

大正琴演奏

117 フォークソングＴＯＭＯ
フォークソング　　　　　トモ

池田
イケダ

　猛
タケシ

地域の老人福祉施設（ディサービス施設等）を訪
問し、利用者とともに演奏・歌唱を楽しみながら
交流を深める活動

118 宝木
タカラギ

2-3ボランティアクラブ 宮田
ミヤタ

　光進
ミツユキ 通学路パトロール・児童公園の除草清掃・子供と

のふれあい

119 宇都宮城
ウツノミヤジョウアイゴカイ

愛護会 神尾
カミオ

　典彦
ノリヒコ 城址公園の美化・清掃活動や、自ら企画したイベ

ントの実施

120 うたの会
カイ

若林
ワカバヤシ

　薫
カオル 各施設へのボランティア訪問

（混声合唱団によるコンサート）

121 三
サンノサワキタ

の沢北ボランティア 岩本
イワモト

　隆男
タカオ

児童の登下校の防犯・交通安全

122 兵庫
ヒョウゴヅカゲンキノカイ

塚元気の会 林
ハヤシ

　美津子
ミツコ

元気の会に参加される高齢者の見守り他

123 ビオラプリンセス 新野
ニイノ

　峰子
ミネコ

緑化活動

124 影絵
カゲエヒカリ

光 中村
ナカムラ

　佐知子
サチコ

ほぼ毎週集まり、公演作品の製作、練習し依頼を受け
た県内の保育園、幼稚園、学童保育、子供会、生涯
学習センターの子育て講座等で公演活動をしている

125 NPO法人栃木補助犬協会
エヌピーオーホウジントチギホジョケンキョウカイ

尾﨑
オザキ

　史郎
シロウ

障害者福祉

126 下野
シモツケ

そばの会
カイ

石川
イシカワ

　利行
トシユキ

福祉施設・老人ホーム等そば食の提供

127 はつらつサロン簗瀬
ヤナゼイッチョウメ

１丁目 菊池
キクチ

　光江
ミツエ 元気で生き生きとした生活が送れるような知識・

運動・脳トレ・レクレーション

128 宝木
タカラギ

こぶしの会
カイ

伊藤
イトウ

　典子
ノリコ

ひとり暮らし高齢者との交流会食ボランティア

129 宇都宮市
ウツノミヤシジョセイダンタイレンラクキョウギカイ

女性団体連絡協議会 木村
キムラ

　由美子
ユミコ

男女共同参画社会をめざして
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№ 団体名 代表者 活動内容

130 海道
カイドウ

の林
ハヤシ

づくりを楽
タノ

しむ会
カイ

坂本
サカモト

　昭夫
アキオ

里山保全

131 エール 小玉
コダマ

　裕美
ヒロミ

手話ボランティア①一寸法師の障がい者担当ボ
ランティア②保育園での手話の歌やあいさつの
ボランティア

132 ふれあいサロン・西田
ニシダウンエイ

運営スタッフ 髙野
タカノ

　芳
ヨシシゲ

茂
「ふれあいサロン・西田」の事業の企画・運営を行
う

133 天狗
テング

町
チョウ

ふれあいサロン 北山
キタヤマ

　八郎
ハチロウ

宇都宮市ふれあい・いきいきサロン活動の支援

134 姿川第二小学校学童安全ボランティア
スガタガワダイニショウガッコウガクドウアンゼン

長安
ナガヤス

　正
タダシ 学校登校日、主に月曜～金曜日朝夕砥上団地

内より小学校まで子供の見守りを行う。

135 公園愛護会等清掃ボランティア
コウエンアイゴカイトウセイソウ

長安
ナガヤス

　正
タダシ 5月～12月まで月1回ペースで砥上団地町内会内

公園を主に清掃活動

136 上戸祭
カミトマツリ

２号
ニゴウ

児童公園
ジドウコウエン

愛護会
アイゴカイ

中村
ナカムラ

　勇夫
イサオ

公園の美化環境整備

137 NPO法人
エヌピーオーホウジン

　飛山城跡愛護会
　　トビヤマジョウセキアイゴカイ

岡本
オカモト

　典幸
ノリユキ

公園内の建造物、展示物の解説、見回り、清掃

138 おしゃべりサロン御幸
ミユキ

が原
ハラ

福田
フクダ

　茂夫
シゲオ

おしゃべりサロン（いきいきサロン）の企画・運営

139 民話
ミンワカタ

語り　双葉
フタバ

の会
カイ

鹿野
カノ

　順子
ジュンコ

民話語り

140 田川花愛好会
タガワハナアイコウカイ

郷間
ゴウマ

　和夫
カズオ

田川東橋下花壇管理

141 竹下
タケシタチョウミマモリタイ

町見守り隊 齋藤
サイトウ

　佳子
ヨシコ

脳トレ及び健康体操

142 西原盛り上げ
ニシハラモリアゲ

隊
タイ

池田
イケダ

　猛
タケシ

落葉やゴミを拾う、道路の美化活動

143 シルバー大学中央校宇都宮東第一支部
ダイガクチュウオウコウウツノミヤヒガシダイイチシブ

鈴木
スズキ

　清司
セイジ

食事の配膳･移動の介助

144 竹下町
タケシタマチ

いきいきサロン運営
ウンエイ

スタッフ 大橋
オオハシ

　訓子
ノリコ

竹下町いきいきサロンの企画運営
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№ 団体名 代表者 活動内容

145 ふじおか.はつらつサロン 佐藤
サトウ

　静江
シズエ ふじおか.はつらつサロンの運営、支援（ラジオ体

操やストレッチ運動の開催）

146 針ヶ谷
ハリガヤ

絵
エ

手紙
テガミ

ボランティア 岩戸
イワト

　栄子
エイコ

絵手紙（地域の独居高齢者へ）

147
ニューローズ　にじいろサロン　みまもり

隊
タイ

クラブ
深谷
フカヤ

　惠子
ケイコ

地域の見守り、防犯パトロール

148 ふれあいサロン下
シモ

川俣
カワマタ

吉田
ヨシダ

　美輪
ミワ ふれあいサロンの運営（健康体操、輪投げ、3B

体操、講座、脳トレ、茶話会などを開催する）

149 V・Ｇ
ブイジー

ねこの手
テ

坪野
ツボノ

　悦子
エツコ

高齢者施設・サロンでご利用の方が楽しく過ごし
ていただく為のサポート（傾聴、ゲーム、送迎、手
芸、レクリエーション）

150 グリーンタウンいきいきサロン 笹本
ササモト

　あや子
コ

合唱、ストレッチ、ゲーム、出前講座、イベント等

151 ふれあい・いきいきサロン川俣
カワマタ

手塚
テヅカ

　米子
ヨネコ

サロン活動の計画・準備・実施・高齢者の送迎などの
介助、唱歌やＤＶＤ上映活動、輪投げや軽い体操、３
Ｂ体操の手配などの活動

152 憩
イコ

いの場
バ

　陽
ヒ

だまり 筒井
ツツイ

　恒子
ツネコ 公民館にて健康体操を主に脳トレ、筋トレ、その

他、サロン

153 宇都宮
ウツノミヤタイコウレン

退公連　ボランティアかわち 菊池
キクチ

　勝男
カツオ 宇都宮市中岡本町内「中岡本緑公園」の清掃活

動

154 おちゃっこ語
カタ

るべ 鈴木
スズキ

　有紀子
ユキコ

高齢者の閉じこもりの解消＆健康管理等

155 清原
キヨハラ

中央
チュウオウ

小
ショウ

・ゆいの杜
モリ

小
ショウ

スクールガード 室町
ムロマチ

　昌一
マサカズ

登下校時の児童の見守り活動(清原中央小）

156 台
ダイ

ハイツわいわいサロン 川上
カワカミ

　幸子
サチコ

ふれあいいきいきサロンの運営

157 おしゃべりサロン 三宅
ミヤケ

　玲子
レイコ 地域コミュニティセンターにてふれあいサロンの

開設・運営

158 さくら会
カイ

小林
コバヤシ

　愛子
アイコ

豊郷中央小学校児童登下校の見守り

159 新里
ニッサト

三区
サンク

ひまわりサロン会
カイ

半田
ハンダ

　正子
マサコ ふれあいサロン開催時に接待等のスタッフとして

参加者様のお世話をする。
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№ 団体名 代表者 活動内容

160 岡本
オカモトエキマエイック

駅前一区ボランティアクラブ 釜井
カマイ

　文夫
フミオ 地域の高齢者にパソコン・フラダンス・コーラス・

麻雀を指導する

161 宝井
タカライ

団地
ダンチ

　いずみ会
カイ

浅見
アサミ

　勇男
イサオ

団地内、公園その他、美化運動、年一度夏休み
前小学校の草取り運動、保育園、児童館の行事
に参加

162 サロンすこやか 藤田
フジタ

　貞夫
サダオ 簡単なストレッチ体操、輪投げ、映画鑑賞、お手

玉遊びなどサロン内の支援

163 いきいきサロン大塚
オオツカ

大森
オオモリ

　玲子
レイコ ふれあいを通し地域の絆を深める活動(交流活

動）

164
西
ニシグミケンコウ

組健康クラブひまわり支援
シエン

ボランティ

ア
横田
ヨコタ

　京司郎
キョウシロウ

西組健康クラブひまわりの支援

165 長岡
ナガオカ

の森
モリ

ワーキンググループ 宍戸
シシド

　基幸
モトユキ

長岡の森里山管理活動

166 富士見ヶ丘
フジミガオカ

自治会
ジチカイ

防犯
ボウハン

パトロール隊
タイ

浅間
アサマ

　健
タケシ 富士見ヶ丘地域内の巡回と，学童の下校時見守

り、夜間のパトロールの実施

167
ニュー富士見ヶ丘

フジミガオカ

団地
ダンチ

自治会
ジチカイ

防犯
ボウハン

パト

ロール隊
タイ 首藤

シュトウ

　慎二
シンジ

児童生徒の見守り活動と防犯パトロール

168 幼老交流
ヨウロウコウリュウ

エビス会
カイ

田村
タムラ

　昌司
マサシ 公園、河川の美化活動、下校時の見守り、サロン

の支援

169
石井
イシイ

地区
チク

ふれあい会食
カイショクカイチョウリハイゼン

会調理配膳ボラ

ンティア
小川
オガワ

　淳一
ジュンイチ 石井地区一人暮らし高齢者ふれあい会食会調理

配膳ボランティア

170 下
シモカワギシ

川岸さくらクラブ支援
シエン

ボランティア 菊池
キクチ

　譲
ユズル

健康増進活動（体力増進・脳活性化）

171 いずみ苑
エン

ボランティアセンター 西大路
ニシオオジ

　純子
スミコ

いずみ苑での清掃・演芸・傾聴

172 ゆいの杜
モリ

パトロール隊
タイ

伴
バン

　実
ミノル

ゆいの杜交通安全及び防犯活動

173 宮の内児童公園清掃ボランティアの会
ミヤノウチジドウコウエンセイソウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ

金子
カネコ

　正子
マサコ 宮の内児童公園内のゴミ拾い及びベンチ周りの

除草

174 みやもり会
カイ

中島
ナカジマ

　寛
ヒロシ

地域貢献活動
①ふれあいいきいきサロン活動への協力参加
②ふれあい会食会への協力参加
③防犯パトロールへの協力参加
④清掃活動への協力参加
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№ 団体名 代表者 活動内容

175 清原自治会健康
キヨハラジチカイケンコウ

づくり応援隊
オウエンタイ

黒﨑
クロサキ

　芳子
ヨシコ

健康体操・脳トレ、手芸等の指導など

176 ふれあい・いきいき桜ヶ丘
サクラガオカ

サロン 藤井
フジイ

　久子
ヒサコ

健康づくり・交流（３Ｂ体操の補助、サロン活動）

177 さつき安全
アンゼン

パトロール隊
タイ

遠藤
エンドウ

　廣
ヒロシ さつき自治会内子供たちの登下校の見守りと町

内の巡回

178 西
ニシ

の宮
ミヤ

シニアサロン 水本
ミズモト

　妙子
タエコ

高齢者ふれあい活動(いきいきサロン）の運営

179 台
ダイ

ハイツにこにこクラブ 川上
カワカミ

　幸子
サチコ

セラバンド体操・ストレッチ・脳トレ・その他

180 台
ダイ

ハイツいきいきサロン 川上
カワカミ

　幸子
サチコ 楽しいひと時を過ごせるよう赤ちゃんからお年寄

りまで世代は問わないで交流

181 清原台青葉花壇愛護会
キヨハラダイアオバカダンアイゴカイ

宮澤
ミヤザワ

　邦雄
クニオ

青葉南・中央・北公園の清掃及び花壇の管理

182
岡本駅前一区
オカモトエキマエイック

いきいきサロン支援
シエン

ボラン

ティア
釜井
カマイ

　文夫
フミオ

高齢者のいきがい活動の計画・企画運営

183 緑
ミドリニチョウメフクシミマモ

２丁目福祉見守りグループ 猪俣
イノマタ

　治太郎
ジタロウ 町内の巡回及び立哨等により見守り福祉活動を

行う

184
峰
ミネ

向原
ムコウハラ

ほっとなかよしサロン（健康
ケンコウ

づくり

支援
シエン

グループ）
松田
マツダ

　百合子
ユリコ

健康増進活動の指導

185 ローズタウン児童
ジドウコウエンアイゴカイ

公園愛護会 田島
タジマ

　宣夫
ノリオ

自治会内公園を含め美化推進

186 「
トヨサト

豊郷げんきサロン」運営
ウンエイ

スタッフ 福田
フクダ

　猛
タケシ 豊郷台２丁目において「豊郷げんきサロン」の企

画運営

187 大曽
オオゾニシマチミマモリタイ

西町見守り隊 金子
カネコ

　英夫
ヒデオ 大曽西町に市町内の一人暮らし高齢者を中心

に、高齢夫婦世帯、高齢者居住を見守る。

188 三
サンノサワキタ

の沢北いきいきサロン 鯉沼
コイヌマ

　照子
テルコ

いきいきサロンの企画と運営

189 石井
イシイ

地区
チク

スクールガード隊
タイ

中山
ナカヤマ

　誠二
セイジ

登下校時の見守り、青パトでの地区内見守り
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190 さわやかサロン清原台
キヨハラダイイッチョウメ

１丁目 内園
ウチゾノ

　良一
リョウイチ

さわやかサロン運営支援

191 東
ヒガシミネミナミジチカイ

峰南自治会「さわやか食事
ショクジカイ

会」 伊藤
イトウ

　元幸
モトユキ

一人住まいの高齢者の食事会を行う。

192 東
ヒガシミネミナミジチカイ

峰南自治会「ゆうゆうサロン」 伊藤
イトウ

　元幸
モトユキ 地域の高齢者が健康で明るく暮らせるように交

流・親睦を図るためのサロンを開催する

193 峰
ホウ

南
ナン

クラブ「クリーン作戦
サクセン

」 菊地
キクチ

　好太郎
コウタロウ

自治会内の道路、空き地などの清掃活動

194 みどり野
ノ

ふれあいサロン 岩戸
イワト

　肇
ハジメ サロン交流の場を通じて・健康維持・増進活動の

企画・運営

195 河内
カワチ

いちご会
カイ

新野
ニイノ

　峰子
ミネコ

河内地域の公共施設の緑化活動

196 宝井団地ふれあいサロン
タカライダンチ

山本
ヤマモト

　和子
カズコ ふれあいサロン開催時に接待等のスタッフとして

参加者様のお世話をする。

197 にこにこクラブ田中
タナカ

永見
ナガミ

　京子
キョウコ 地域の方の健康予防・健康づくり活動への支援

活動

198
栃木県
トチギケン

シルバー大学校
ダイガッコウ

中央
チュウオウ

校
コウ

同窓会
ドウソウカイ

宇
ウツ

都宮
ノミヤ

東
　ヒガシダイニシブ

第二支部（ポイントセンター）
野澤
ノサワ

　敏男
トシオ 施設などを訪問し、園芸活動を行う。

地域内の清掃活動を行う。

199 陽東
ヨウトウ

サロンさつき会
カイ

菊池
キクチ

　憲夫
ノリオ

交流活動の運営支援

200
ふれあいいきいきサロン富士見ヶ丘

フジミガオカ

運営
ウンエイ

スタッフ
浅間
アサマ

　健
タケシ

自治会館を使用し仲間づくりや健康づくりを実施

201 泉
イズミ

が丘
オカ

の美
ウツク

しい環境
カンキョウ　マモルカイ

を守る会 岩倉
イワクラ

　健一
ケンイチ

清掃ボランティア・防犯パトロール・見守り活動

202 平松
ヒラマツ

ひかりケ丘
オカケンコウ

健康ふれあいサロン 井野
イノ

　康資
ヤストモ

健康つくりお手伝い活動

203 西
ニシカワダトウブジチカイフクシカイ

川田東部自治会福祉会 神田
カンダ

　政男
マサオ

地域住民の交流の場を設け、体の維持、健康づくりに
貢献する。第２水曜日に介護予防教室、第４金曜日に
ふれあいサロン等を開催している。

204 あさがお・花
ハナ

と緑
ミドリノカイ

の会 加藤
カトウ

　勲
イサオ 花と緑をベースに環境の美化、安全で安心な地

域環境の整備
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№ 団体名 代表者 活動内容

205 あさがお・お楽
タノ

しみ会
カイ

サロン 加藤
カトウ

　勲
イサオ

サロン活動の運営・補助

206 ちとせ児童公園愛護会
ジドウコウエンアイゴカイ

金子
カネコ

　範男
ノリオ

公園全般清掃・点検整備

207 六
ロクユウカイミマモリ

友会見守りパトロール隊
タイ

森田
モリタ

　新太郎
シンタロウ

清原東小学校・清原中学校の登下校の見守り

208 サンアビボラ緑化
リョッカ

クラブ 菊地
キクチ

　孝夫
タカオ

花壇及び樹木等の植栽、除草、維持管理

209 いきいきサロンニュー富士見ヶ丘
フジミガオカ

桑野
クワノ

　和子
カズコ

いきいきサロンの企画と運営

210 サロンひまわり支援
シエン

グループ 山田
ヤマダ

　孝志
タカシ いきいきサロンの企画と運営、毎月第三水曜日

公民館にて体力維持、脳トレ、ラジオ体操

211 清原台
キヨハラダイニチョウメ

二丁目ふれあいサロン 松山
マツヤマ

　昭夫
アキオ

いきいきサロンの企画と運営

212 サロンこぶくろ運営
ウンエイ

スタッフ 佐伯
サエキ

　陽子
ヨウコ

いきいきふれあいサロン運営

213 チャレンジ教室
キョウシツウンエイ

運営スタッフ 沼尾
ヌマオ

　房子
フサコ

チャレンジ教室の運営

214
大曽三区自治会
オオゾサンクジチカイ

　多
タセダイコウリュウカツドウ

世代交流活動グ

ループ
横塚
ヨコツカ

　達治
タツジ

多世代交流・健康の集い・各種お祭りや大会

215 サロン・わかまつ原
ハラ

株本
カブモト

　俊夫
トシオ

高齢者福祉　交流活動（サロン支援）

216 向原
ムコウハラ

ふれあいサロン 野澤
ノザワ

　俊彦
トシヒコ

高齢者の介護予防と健康維持活動を支援

217 MACふれあいサロン
マック

鈴木
スズキ

　登美男
トミオ

ふれあいサロン支援

218
平松宇大西自治会
ヒラマツウダイニシジチカイ

・宇大西
ウダイニシ

ふれあいクラ

ブ・スタッフ
滝
タキ

　博行
ヒロユキ ふれあいクラブ活動指導推進・自治会内政背負

う活動・高齢者見守り活動

219 にこにこサロン 則包
ノリカネ

　茂雄
シゲオ

自治会の高齢者を集め、健康増進を図る
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220 清原
キヨハラジチカイコウレイシャミマモリタイ

自治会高齢者見守り隊 黒崎
クロサキ

　芳子
ヨシコ

高齢者の声掛け見守り

221 長岡
ナガオカ

ふれあいサロン 根本
ネモト

　孝行
タカユキ

サロンの運営

222 逆面
サカヅラ

にこにこ会
カイ

吉田
ヨシダ

　恵美子
エミコ

サロンの運営

223 サロンたんぽぽの会
カイ

飯村
イイムラ

　利子
トシコ

介護予防のための支援活動

224 東
ヒガシ

ゆうゆうサロン 栁原
ヤナギハラ

　實
ミノル

健康づくり活動の支援

225 釜川
カマガワ

から育
ハグク

む会
カイ

中村
ナカムラ

　周
シュウ

以下の企画ならびに運営を行う①釜川の源流を巡る
ワークショップ②定期的な勉強会③写真や模型等をり
ようしたディスカッション④歴史や文化から釜川を紐解
くシンポジウム

226 希楽々会
キララカイ

井上
イノウエ

　哲
テツ

越戸北自治会600世帯「37班」のうち、「21班A.B 
22班A」の高齢者安否、帰宅の学童の見守り、情
報収集など

227 げんき活動
カツドウ

猪瀬
イノセ

　芳雄
ヨシオ

公民館内外・ちびっこ広場の清掃・除草

228 カトレア会
カイ

阿久津
アクツ

　みち子
コ 介護予防の為の支援（ストレッチ・呼吸法・笑いヨ

ガ・口の体操など）

229 ウクレレワイキキ 梅原
ウメハラ

　和子
カズコ

ウクレレ、ギター演奏で、高齢者施設の慰問

230
中央
チュウオウチク

地区ふれあい・いきいきサロン運営
ウンエイ

スタッフ
篠原
シノハラ

　秀夫
ヒデオ

ふれあいいきいきサロンの企画・運営

231 東武下原自治会
トウブシモハラジチカイ

シニアサロンスタッフ 飯塚
イイツカ

　富士雄
フジオ

介護予防教室の支援・サロンの開催

232 ハッピースマイル 渡辺
ワタナベ

　公之
キミユキ マジックなど創作活動を通じ、成果を高齢者施設

にて発表

233 奈坪
ナツボ

ニュータウン悠遊会
ユウユウカイ

山下
ヤマシタ

　勝
マサル

団地内外の清掃活動

234 にこにこクラブ申内運営
ザルウチウンエイ

スタッフ会
カイ

藍原
アイハラ

　安吉
ヤスキチ 高齢者福祉と健康維持（６５才以上）

「にこにこクラブ申内」の健康づくり活動支援
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№ 団体名 代表者 活動内容

235 レッドパイン 大塚
オオツカ

　周
カネ

之
ユキ

戸祭山緑地管理

236 水曜
スイヨウ

会
カイ

サロンスタッフ 黒田
クロダ

　美加子
ミカコ 高齢者福祉と健康維持　「水曜会サロン」内の健

康づくり活動支援

237 新谷
ニイヤ

あおぞら会
カイ

加藤
カトウ

　久雄
ヒサオ

新谷あおぞら会の活動支援

238 童謡
ドウヨウ

の会
カイ

支援
シエン

グループ 永井
ナガイ

　久司
ヒサシ 「童謡･抒情歌を歌おう会」運営支援のための計

画と準備･片付け等

239 岩曽町東三区防犯防災
イワゾマチヒガシサンクボウハンボウサイ

パトロール部会
ブカイ

吉永
ヨシナガ

　恒生
ツネオ

地域内防犯防災パトロール

240 ジョイフルサロンオカ支援
シエン

ボランティア 久保
クボ

　徹
トオル ジョイフルサロンオカの健康増進活動の支援ボラ

ンティアを行う

241 なでしこボランティア 野間
ノマ

　重孝
シゲタカ 外来・入院患者さんのサポート、フロアサービス、

院内デイケア、タオルたたみ、絵本読み聞かせ

242 39
サンキュー

フォークダンス 矢吹
ヤブキ

　敏子
トシコ フラダンス、社交ダンス、フォークソング、フォーク

ダンス、お芝居等をデイサービスで披露

243 手話
シュワ

サークル「コスモス」 黒崎
クロサキ

　マツエ

手話勉強会＆交流会（難聴者、ろう者、健聴者が手話
を学びながら親睦を図り、共に支え合って生きることを
目指しています）

244 フォーシーズン 岡本
オカモト

　悦子
エツコ 地域住民交流（高齢者・障がい者・子供の世代間

交流）

245 NPO法人古賀志山を守ろう会
エヌピーオーホウジンコガシヤマヲマモロウカイ

池田
イケダ

　正夫
マサオ 宇都宮県立自然公園地域の環境整備活動、保

全活動、啓発活動

246 双葉二丁目自治会館内防犯
フタバニチョウメジチカイカンナイボウハン

パトロール 篠原
シノハラ

　宏之
ヒロユキ

双葉２丁目自治会内の防犯パトロール

247
栃木県社会人献血推進団体
トチギケンシャカイジンケンケツスイシンダンタイ

「Red 
レッドク

Crane
レイン

」
恩田
オンダ

　菜奈
ナナ 栃木県内のショッピングモール等での献血推進

活動、活動に向けた定例会

248 ねっこの会
カイ

藍原
アイハラ

　洋子
ヨウコ 独居老人のお弁当づくりと会食

道路の美化

249 上町
カミチョウ

サロン運営
ウンエイ

スタッフ 鈴木
スズキ

　良枝
ヨシエ サロン参加者へのサポート

机・椅子など配置、片付け、茶菓用意等の支援
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250 宇大南夜間
ウダイミナミヤカン

パトロール隊
タイ

齊藤
サイトウ

　正行
マサユキ

町会巡回による防犯、防犯灯確認

251 子
コ

どものみらい応援
オウエン

隊
タイ

岩﨑
イワサキ

　翔太郎
ショウタロウ

子ども塾、子ども食堂

252 傾聴
ケイチョウ

ボランティアグループ心
ココロ

のまど 加藤
カトウ

　富美枝
フミエ

視覚障害者による傾聴グループ

253 サロンふくじま支援
シエン

ボランティア 平野
ヒラノ

　英雄
ヒデオ

サロン支援活動

254 幼老交流恵比寿東会
ヨウロウコウリュウエビスヒガシカイ

蕪木
カブラキ

　カツイ 公園の除草作業・下校時の見守り

255 宇都宮
ウツノミヤ

ふまねっとの会
カイ

松岡
マツオカ

　光茂
ミツシゲ

床に敷いたネットをゆっくりステップし、ネットを踏まな
いように歩く
ステップの習得ではなくゆっくりステップすることによ
り、脳の活性化につなげ、ステップの練習を通じて交
流が図られ、健康づくり、予防介護、認知症予防の効
果に繋げる

256 託児
タクジ

ボランティアしのい 手塚
テツカ

　功枝
タカエ 篠井生涯学習センター主催の子育てサロン参加

者のための託児ボランティア

257 緑四
ミドリヨン

いきいきサロン 上野
ウエノ

　秀雄
ヒデオ

自治会内の会員の居場所づくり

258 ともしびプロジェクト宇都宮支部
ウツノミヤシブ

八木
ヤギ

　茂
シゲル

東日本大震災風化防止のためのキャンドルイベント、
防災教育、人権・福祉共育のための講演会、東北オン
ラインガイドツアー開催など

259 まちなかメディカルカフェin宇都宮
ウツノミヤ

平林
ヒラバヤシ

　かおる
がん患者・家族の悩み相談・患者同士の語らい
の場の提供

260 東原町南
ヒガシハラマチミナミ

ふれあいけやき会
カイ

加藤
カトウ

　文子
フミコ 花壇の清掃、維持管理および四季折々の花を育

てる

261 GA宇都宮
ジーエーウツノミヤ

大吉
オオヨシ

　努
ツトム

ギャンブル依存症者本人たちによるわかちあい、ミー
ティング。依存症からの回復を目指す。ギャンブルに
頼らない自立した生活のサポート。

262 ゆうゆう会
カイ

野澤
ノザワ

　好子
ヨシコ

わいわい道場宿の環境整備

263
NPO法人
エヌピーオーホウジン　

集団
シュウダン

ストーカー組織
ソシキ

犯罪
ハンザイ

撲滅
ボクメツ

推進
スイシン

連合会
レンゴウカイ 平山

ヒラヤマ

　弘知
コウシ

一個人に対し、不特定多数の集団が悪評の流布やプ
ライバシー侵害等の嫌がらせを行う「集団ストーカー」
という犯罪について啓蒙活動を行う。
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264 とちぎ自主夜間中学
ジシュヤカンチュウガク

　宇都宮
ウツノミヤ

校
コウ

川村
カワムラ

　滋
シゲル

義務教育を十分に受けられなかった人、高校進学を
めざす外国人生徒など多様な人が学びに来ていま
す。一緒に応援しませんか？

265 陽光
ヨウコウ

地区
チク

ささえあい会
カイ

本田
ホンダ

　洋一
ヨウイチ

高齢者の皆さんが日常生活で困っている「草むしり」
や「買い物」「電球交換」を無償で支援する取り組みで
す。趣旨に賛同してくれた約60人のボランティアが活
動しています。

266 緑
ミドリ

が丘
オカ

地域
チイキ

ふれあいセンター 新沼
ニイヌマ

　隆三
リュウゾウ 日常生活のちょっとした困りごとを、地域住民同士が

有償ボランティアとして対応します。

267 御幸ヶ原地区支え合い協議会
ミユキガハラチクササエアイキョウギカイ

福田
フクダ

　茂夫
シゲオ 御幸ヶ原地区に住んで良かった。住み続けたいまちを

めざしています。

268
石井地区
イシイチク

向
ム

こう三軒両隣
サンケンリョウドナ

り協議会
キョウギカイ

「あっ

たか」
菊池
キクチ

　芳夫
ヨシオ 地域住民による、お互い様の精神で、支え合い助け

合い、必要とされる日常生活支援サービスを行う。

269 細谷
ホソヤ

・上戸祭地域
カミトマツリチイキ

生活支援協議会
セイカツシエンキョウギカイ

髙野
タカノ

　恵美子
エミコ

生活支援・災害時要援護者支援

270 宮
ミヤ

っこ支援
シエン

センターSAKURa 高橋
タカハシ

　治
オサム

地域のこどもの居場所を作り、家庭や学校以外の第
三の居場所を提供すること
子ども食堂地域のこどもに食の支援を行うこと

271 音訳
オンヤク

テクニカルサポート　Ｒａｖｉ
ラヴィ

檜山
ヒヤマ

　知子
トモコ

音訳活動に携わるボランティア等に対しサポートを行
うグループです。処理・調査・デイジー製作等、音訳活
動全般に関する助言や技術提供を行います。音訳講
習会、デイジー講習会への講師派遣も行います。

272
宇都宮大学
ウツノミヤダイガク

障
ショウ

がい児
ジ

支援
シエン

サポート

NOBA
ノバー 小山

コヤマ

　凜
リン

志朗
シロウ 障がいの有無に関わらず、楽しく過ごせるインクルー

シブな世の中を作っていきます。

273 はりがや男塾
オトコジュク

山本
ヤマモト

　章
アキラ 介護施設や子ども食堂に寄付するための野菜作りや

施設等の行事参加

274 すみよし福祉協力会
フクシキョウリョクカイ

金神
カナガミ

　圭子
ケイコ

地域の高齢者見守り活動
「サロンすみよし」企画運営により地域住民の交流
地域活性化・美化活動

275 オカリーナ音心
オトゴコロ

伊藤
イトウ

　等悟
カズノリ

オカリナの練習・訪問活動

276 西
ニシ

川田
カワダ

東部
トウブ

ウォーキングクラブ 三澤
ミサワ

　忠夫
タダオ 周辺道路をウォーキング及び公民館で輪投げ・体操

の支援

277 手話
シュワ

サークル北斗星
ホクトセイ

　夜
ヨル

の部
ブ

宇賀神
ウガジン

　守
マモル

手話の学習・ろう者との交流
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278
生活支援
セイカツシエン

ボランティア組織
ソシキ

「東
ヒガシ

にこにこ

サポートセンター」
小島
コジマ

　弘義
ヒロヨシ 広く地域の人々の困りごとに手助けができるよう努力

する

279
特定非営利活動法人栃木県
トクテイヒエイリカツドウホウジントチギケン

こども応援
オウエン

なないろ
皆川
ミナガワ

　純子
ジュンコ 私たちは栃木県の子育て・青少年育成に寄与すること

を目的にしている団体です。

280 中央
チュウオウ

こども食堂
ショクドウ

板垣
イタガキ

　博史
ヒロシ 夕食の提供・宿題の支援・レクリエーション・高齢者な

どとの異年齢交流

281 らくらくアシストクラブ 川上
カワカミ

　幸子
サチコ ラジオ体操第1～第3　ストレッチしてから地区内を

ウォーキング　の運営

282 KTMC
ケイティーエムシー

尾嶋
オジマ

　得司
エイジ

マジック演技を通して地域の活性化を図る

283 篠井地域
シノイチイキ

みまもり特別委員会
トクベツイインカイ

平野
ヒラノ

　勝
マサル 高齢者宅の草刈り、植木の手入れ及び照明器具の取

替えなど

284 STAR　EIGHTサポートスタッフ 永嶋
ナガシマ

　梢子
ショウコ

新しくできたパラスポーツサークルのサポートスタッフ
です。ハンディキャップをもった子どもたちのスポーツ
活動を支援し、子どもたちの笑顔を引き出せるように
していきたいです。

285 城山地区
シロヤマチク

ホッとするまち協議体
キョウギタイ

長岡
ナガオカ

　伸
シン

（福祉上の）困りごと解決のため「お手伝いできる人」
を活用する活動支え合い活動。
「不参加」の自治会に「参加」養成のPRをしたい。

286
栃木県
トチギケン

シルバー大学校同窓会宇都宮南
ダイガッコウドウソウカイウツノミヤミナミ

第二支部
ダイニシブ 神永

カミナガ

　哲
サトシ 公園環境美化活動（栃木県総合運動公園及び西川田

公園）

287 西台南盛
ニシダイミナミモ

り上
ア

げ隊
タイ

高橋
タカハシ

　和正
カズマサ 地域の清掃等を行い公園、自然保全と美化につとめ

る

288 ほほえみサロン岩原
イワハラ

（スタッフ） 髙
タカ

工
ク

　栄子
エイコ

ふれあいサロン

289 泉
イズミ

が丘西いきいき若竹会 人見
ヒトミ

　四郎
シロウ

地域貢献活動（資源物回収・公園草取り・花壇整備）
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